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巻頭挨拶

財団法人国際民商事法センター理事長

原田明夫

機関誌第４０号をお届けします。

本号は､去る３月８日北京において開催しました第１７回日中民商事法セミナーを特集し

ております。

今回は北京での８回目の開催となり、中国側の主催である国家発展改革委員会の杜際副

主任をはじめとする関係者の方々の周到な準備のもとに、全人代法制工作委員会、国務院

各省庁、全国の国家発展改革委員会地方組織よりの参加者を含む、大学、法曹、企業等広

い範囲からの参加を得て大変充実したセミナーとなりました。

今回のセミナーは、中国側からのご提案に基づき、社会インフラ設備及び公共事業プロジ

ェクトヘの投資奨励に関する法制度をテーマとし、三井物産戦略研究所研究フェローの美

原融氏と、弁護士の赤羽貴氏に講師をお願いしました。講師お二人には大変時間をかけ周

到な準備をいただき、中国側コメンテーターの意見発表その後の質疑応答も内容あるもの

となったと思います。

最後に今回のセミナーに参加、協力いただきました皆様、また共催をいただきました法務

総合研究所国際協力部及び中国側との準備折衝や日本側ミッションのロジステック面で一

方ならぬ協力をいただきました住友商事(中国)有限公司の方々にこの場をお借りし改めて

厚くお礼申し上げます。

また、末尾に第１回から今回の第１７回までの本セミナーのテーマ、講師等を整理し一覧

表を添付しておりますので、ご参照ください。
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歓迎宴挨拶

財団法人国際民商事法センター理事

松尾綜合法律事務所弁護士

小杉丈夫

(セミナー前日の歓迎宴における、財団を代表しての小杉理事の挨拶を掲載します）

尊敬する国家発展改革委員会任瀧副秘書長(兼)法規司司長並びに関係者の方々､本日、

私共のために、このような歓迎の宴を催して下さったことに対し、日本からのミッション

を代表して心から感謝の意を表します。

第１回の日中民商事法セミナーが東京で開催されたのは、１９９６年１１月のことでありま

した。国家経済体制改革委員会孫延祐政策法規司司長を中国側の基調講演者にお迎えし

て発足したことを、昨日のように思い出します。それから、一度の中断もなく、今回第１７

回を数えることになりました。その間、日本側でこの日中セミナーのために尽力された、

伊藤正会長、岡村泰孝理事長、三ヶ月章特別顧問は、残念ながら皆故人になってしまわれ

ました。しかしながら、これら先人達の日中友好にかける強い思いは、日中両国の関係者

に受け継がれて大きな成果を挙げ、日中の間に相互信頼と深い友情を構築してまいりまし

た。

今回、中国側からテーマとしていただいた、「社会インフラ事業と公共的事業促進のため

の法制度」は、難しい課題ではありますが、私共は、できる限りの準備をしてまいりまし

た。中国側のコメンテーターの協力を頂いて、実りある共同研究を実現したいと思ってお

ります。

日中民商事法セミナーの益々の発展を願ってお礼の言葉と致します。

本日は、誠に有難うございました。
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＜第１７回日中民商事法セミナー特集＞

開催日２０１３年３月８日

会場北京新世紀日航飯店

北京海淀区首体南路６号

主催者（日本側）

財団法人国際民商事法センター

法務省法務総合研究所

（中国側）

国家発展改革委員会

…一躍露甥潅謹議添噂認識零賓輔註騨垂冬,吻認鍛添醤ヱー…虫－－学識噂蓋装§蕊



第１７回中日民商事法セミナーご案内

財団法人国際民商事法センターは市場経済に移行し、国際取引の拡大を目指すアジア及

びその周辺諸国の法制度整備を支援し、且つ日本とそれら諸国間の民商事法分野での相互

理解を深めることを目的として、１９９６年４月設立されました。

日本の各業界の企業８０社を会員とし、法曹、学術関係の専門家にも多数役員を引き受け

ていただいており、又、具体的活動に当たっては国際協力機構（JICA)及び法務省法務総合

研究所国際協力部との密接な協力関係のもとに活動を推進しております。

中国との関係については、国務院国家経済体制改革委員会(当時)と当財団間で、民商事法

分野を中心とした両国の法制度やその運用システムについて相互に理解を深め、安定的な

経済関係の構築に寄与することを目的として、１９９６年１１月に日本に中国の講師をお招き

し、第１回中日民商事法セミナーを開催しました。

翌年１９９７年１０月には北京にて第２回セミナーを開催し、以後日本と北京を交互に会場

としてセミナーを継続してきており、毎回多数の参加者を得まして、両国トップクラスの

専門家による時宜を得たテーマのもとに基調講演、質疑討論が行われ、いずれも極めて有

意義なセミナーとすることができました。

２００３年度からは日本側は法務省法務総合研究所に共催者として協力いただいており、ま

た中国政府組織改編に伴い2004年度から中国側当事者は国家発展改革委員会に引き受けて

いただき､両国政府間のプロジェクトとしてより充実したセミナーになってきております。

今回第１７回セミナーを北京で開催するに当たり、テーマは国家発展改革委員会のご意向

に沿い、「社会インフラ事業及び社会公益事業への民間企業の参入保障に関する法制度につ

いて」としております。具体的内容は添付プログラムの通りであります。

セミナーでは、まず日本側より、学術的な観点及び実務の観点から日本の現状を紹介致

します。講師の三井物産戦略研究所研究フェローの美原融氏及びアンダーソン・毛利・友

常法律事務所の赤羽貴弁護士は、日本における公共インフラ整備について第一線で活躍さ

れている専門家の方です。

これに対して中国側からは、政府の中枢にあって、今回のテーマに関し、深くかかわっ

ておられる方々がコメンテーターとして参加されます。今回のテーマは中国にとって、現

在関心の高い政策課題として選定されておりますので、中国側コメンテーターがどのよう

な発言をされるかも注目されます。このような次第で、極めて有意義なセミナーとなるこ

とが期待されますので、この機会に是非多数の方々に参加いただきたくご案内申し上げま

すd，

－３‐
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会長宮原賢次



【第１７回日中民商事法セミナープログラム】

開催日：２０１３年３月８日（金）

会場：北京新世紀日航飯店

司会：国家発展改革委員会法規司副巡視員張治峰

9:00～9:3０開会挨拶

中国側国家発展改革委員会副秘書長法規司司長任琉

日本側財団法人国際民商事法センター理事長原田明夫

9:30～9:4０休憩

9:40～11:００講演Ｉ

演題：民によるインフラ社会資本整備と公共サービス提供の実践の在り方

～背景と実践：特色と具体的事例～

講師：三井物産戦略研究所研究フェロー美原融

（東洋大学大学院(公民連携専攻)客員教授）

11:10～11:５０講演Ｉに関する中国側コメント

コメンテーター：全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会

立法企画室巡視員呉高盛

12:00～13:００昼食

13:10～14:２０講演Ⅱ

演題：「PFI法」「コンセッション方式」の要点解説

講師：アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士赤羽貴

14:30～15:１０講演Ⅱに関する中国側コメント

コメンテーター：北京市共和法律事務所弁護士徐斌

１５:10～15:２５休憩

15:30～16:４５質疑応答・自由討論

16:45～17:００総括スピーチ

財団法人国際民商事法センター理事・松尾綜合法律事務所弁護士小杉丈夫

17:00～17:２０閉会挨拶

日本側法務省法務総合研究所長酒井邦彦

中国側国家発展改革委員会外事司副巡視員林大建

17:30～セミナー参加者懇談晩餐会

財団法人国際民商事法センター主催

－４‐



【講師略歴】

美原融（みはらとおる）

株式会社三井物産戦略研究所、フェロー

(東洋大学大学院・公民連携専攻・客員教授）

1973年三井物産株式会社入社。プロジェクト輸出・海外インフラ投資を手がけ、１９９９年以

降株式会社三井物産戦略研究所。２００６年以降大阪商業大学客員教授（余暇政策)、２０１０年

以降東洋大学大学院客員教授（PPP制度手法論）を兼務。過去に内閣府規制改革民間開放

推進会議専門委員（2003-2006)、内閣府民間資金等活用事業推進委員会専門委員

1999-2009）など政府省庁や自治体の様々な官民連携委員会等の委員・専門委員を歴任。

主な著書に

「PFIPFIガイドブック」（共著、１９９９年、日刊工業新聞社)、「プラント関連輸出ファイナ

ンス基礎講座」（2001、日本機械輸出組合)、「２１世紀の行政モデル日本版PPP-公共サービ

スの民間解放」（共著、２００３束京リーガルマインド)、「商社」（監修2006～2011産学社）

「PFIPFI実務のエッセンス」（共著、有斐閣、2004)，「概説市場化テスト」（共著2005、

ＮＴＴ出版)，「官製市場改革」（共著、2005、日本経済新聞社)，「団塊の楽園〕〔共著、2007、

弘文堂〕など

赤羽貴（あかはねたかし）

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

1989年弁護士登録

1995年ニューヨーク州弁護士登録

1999年アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任

2008年経済産業省「アジアＰＰＰ政策研究会」委員

2009年～内閣府PFI推進委員会専門委員

2010年国土交通省｢鉄道整備におけるＰＰＰ等による民間資金の活用方策に関する調査

委員会」委員

2010年～国土交通省「空港運営のあり方に関する検討会」委員

プロジェクトファイナンスやPFI,その他さまざまなファイナンス関連取引を専門分野とし、

またＰＰＰや社会・経済インフラプロジェクトに関して国や多くの地方自治体、スポンサー

に対するアドバイスも行っている。

－５‐



＜開会挨拶＞（１）

国家発展改革委員会副秘書長

任暁

尊敬する原田理事長、ご来賓の皆さま、春を迎える美しい季節に第１７回日中民商事法セミ

ナーを迎えることになりました。まず、私はここで中国国家発展改革委員会法規司外事

司を代表して、本日のセミナーの開催を心よりお祝い申し上げます。また、遠く日本から

来られた原田理事長、ならびに日本の友人の皆さま、さらに中国の各機関関係者のご来賓

の皆さまに心より歓迎の意を表します。

日中民商事法セミナーは、日中両国の産業界、法曹界及び美術界を結ぶ重要なきずなと

して、毎年１回開催し、本日に至るまで中断することなく開催し、成功をおさめてきまし

た。お互いの理解を深め、協力を強化する上で極めて積極的な役割を果たしてきました。

セミナー自体の開催がお互いの協力、連携関係の強化に積極的な役割を果たしています。

本日のセミナーのテーマは「民によるインフラ社会資本整備と公共サービス提供の実践

の在り方」です。今回、このテーマを選定した理由は、将来の中国経済の持続的かつ健全

な発展を促進する上で、極めて重要かつ現実的な意味合いがあるからです。

ご承知のとおり、中国は今、まさしく工業化、都市化が加速する段階です。また、２０２０

年にややゆとりのある社会を全面的に構築するという目標の達成に向け、非常に肝心な時

期に差し掛かっています。われわれは将来の発展に向け、情報化・産業化の高度な融合に

よって、産業構造のグレードアップを図ると同時に、中西部地域の発展を通じ、地域発展

の構造を改善しなければなりません。また、都市計画、都市インフラ、公的サービスなど

の面で、都市と農村部の一体化を図ると同時に、都市化のレベルとクオリティーも向上さ

せなければなりません。それによって、都市と農村の共同の繁栄を図る必要があります。

さらに、経済の持続的な発展を促進すると同時に、生態系環境の改善もしなければなりま

せん。ともかく、現在、経済を制約するいろいろな構造の問題を力強く解決していかなけ

ればなりません。つまり、今、経済の健全な発展をけん制し、ボトルネックになっている

構造的な問題に大いに力を入れ、民生の改善も図らなければなりません。

従って、都市や農村部のインフラ施設整備の加速や公的事業の発展には、実は極めて大き

なニーズが存在しています。そういうニーズをいかに満たしていけるのかが、われわれの

‐６‐



経済の持続的で健全な発展、また、ややゆとりのある社会を全面的に構築するという目標

の達成に極めて重要です。

われわれは、今までの実践や経験を踏まえた上で、今後、より多くの効率的・効果的な

アプローチとルートを取り入れ、発展のニーズを満たしていかなければなりません。そう

いう意味で、インフラ施設及び公的サービスにおけるコンセッション方式の導入が非常に

有効であると思います。この方式の導入は、資金調達のルートをさらに広げ、政府の資金

不足の問題解消にも寄与し、投資構造の最適化、さらに民間資本の割合を高めていく上で

も有利であり、経済の活性化を図ると同時に、財政面でのリスクを予防し、競争の導入に

より公的サービスのクオリティーや効率を高めていく上でも極めて有利です。また、リソ

ースの市場配置におけるベーシックな役割の活気にも非常に期待でき、政府の役割の転換

を促す上でも有利です。

中国の陸運業界では、特にインフラ施設及び公的サービスにおけるコンセッション方式

の導入を試みました。その対象分野は公共交通、環境保護、水道事業、文化、スポーツな

どに及んでいます。かつ、比較的良好な経済的、社会的な効果が得られています。

ただし、現在、国レベルで立法府側のコンセッション方式に関するいわゆるライセンス

をどのように与えるか、また、政府と事業者との権利、義務関係などについても、明確な

法律の規定などが欠けています。実務においてもマニュアルどおりに事業展開したり、経

営者の権利をきちんと保証することに対しては、まだ不備があります。従って、投資者が

安定的な収益を見込むには極めて不利な条件になっており、そういうことがインフラ施設

や公的サービスにおけるコンセッション方式の導入のさらなる発展において不利に影響し

ています。そういう現状を踏まえ、今、中国はインフラ施設及び公的サービスにおけるコ

ンセッション方式の導入により、立法面でそれらを強化し、制度面での保証を提供しなけ

ればなりません。

一方、日本では１９９０年代末ごろから、インフラ及び公的サービス分野においてコンセッ

ション方式を既に導入し、２０１２年時点、このような案件は３７５件に至り、投資総額も３兆

円以上に達していました。同時に、１９９９年に関連の法律を制定し､その後の状況を踏まえ、

3回にわたり法改正を行いました。それにより、制度と実践はお互いに促進し合い、前進し

て発展してきました。従って、日本の今までの経験は、われわれにとって極めていい参考

になると思っています。

今回のセミナーにおいては、日本のこの分野で非常に著名なお二人の専門家をお招きし

て基調講演をしていただきます。さらに、中国国内で長期にわたり関係の立法に関する研
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究をされ、法律実務に非常に詳しいお二人の専門家にもお願いして、中国の現状を踏まえ

てコメントなどをいただくことになっています。

本日のセミナーの来賓として、中国の全人代、国務院法制弁公室、住宅都市農村建設部、

交通輸送部、鉄道部、ヒューマンリソースと社会保障部、文化部など、中央官庁の関係者、

その他に一部地方の発展改革委員会の方々、さらに法律の経験が非常に豊富である弁護士

の先生方、及び産業界の企業代表の皆さまにご参加いただいています。本日のセミナーを

より成功裏に、効率的に開催するために、われわれは今回、意図的に全員でのディスカッ

ションのセッションを設けました。従って、本日のセミナーを通じて、参加者の皆さまは

このテーマのさらなる理解と認識を深められると確信しています。この貴重なチャンスを

活用してセミナーを真剣に聞いていただき、忌悼のない活発な議論が展開できることを祈

念しています。

最後となりますが、本日のセミナーが実り多いセミナーになるよう、心から期待してい

ます。皆さま、ありがとうございました。

画一匿貯
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＜開会挨拶＞（２）

財団法人国際民商事法センター理事長

原田明夫

蕊 Ｊ由舘F毎

尊敬する国家発展改革委員会任瀧副秘書長兼法規司司長、ならびにご在席の皆さま方、

本日、北京において第１７回日中民商事法セミナーを開催する運びとなりましたことは誠に

喜ばしく、私ども日本からの一行はこれに参加できますことを、心から光栄かつ喜びと感

じています。

最初に、このセミナー開催に当たり、大変ご尽力いただきました任雅副秘書長兼法規司

司長をはじめとする国家発展改革委員会の皆さま方、ならびに関係者の皆さまに、日本か

らのミッションを代表して心から感謝の意を表したいと思います。

私ども財団法人国際民商事法センターは、１９９６年４月に設立されて以来、市場経済化を

進めているアジア諸国の法制度整備を支援するとともに、民商事法分野で相互に理解を深

めるためのシンポジウムや専門家による研究会などの事業を推進してまいりました。中国

とのこのセミナーは、財団設立第１年度から当時の国家経済体制改革委員会の全面的なご

協力の下にスタートし、日本の東京、大阪とこの北京にて交互に開催を続け、今回で第１７

回目となりました。日本と北京を毎年交互に開催地とし、その時々、お互いに関心の強い

テーマを選び、中国、日本、双方の専門家による講演をお願いし、意見交換の場所を設け

てきました。

２００２年に行われた第７回セミナーからは、日本法務省法務総合研究所の共催を得ること

となり、また、中国側も２００３年の政府機構改革に伴い、その中枢機関である国家発展改革

委員会に本件プロジェクトの中国側当事者をお引き受けいただきました。両国の政府機関

が、社会経済発展を支える法制度という、国の基盤に関わる事業に一層積極的に取り組ん

でいくことになりましたことは、このセミナーがより実質的な成果を上げ、民商事法分野

での両国の協力関係が一層緊密化する後ろ盾として、誠に心強いものと感じています。

さて、今回のセミナーは、中国側からのご提案に基づき、社会インフラ設備及び公共事

業プロジェクトへの投資奨励に関する法制度をテーマとしています。社会、経済の発展を

目指して努力している全ての国にあって、社会的インフラ設備を整備し公共的事業を推進

するには、巨額な資金が必要であることは言うまでもありません。そのためには、国家財

政のみならず、民間企業、団体の資金と活力を導入し、官と民がそれぞれの役割を分担し

つつ、共に協働していくことが大切だとの認識が深まっています。現在まで強力に経済及

び社会発展のために努力してこられた中国においても、その発展改革を進める中で、ゆと

りある、より持続的な社会構築という大事業のためにも、この課題は大きなものだと思い
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ます。

このことは、私ども日本にとっても同じ問題です。長年にわたって財政、経済の大きな

問題を抱えているのみならず､２年前の東日本大震災の復興という大事業を抱えている日本

にとっては、現実的かつ実践的な課題です。今回、誠に時宜にかなったテーマを選定して

いただき、共同研究する機会を与えていただいたことを深く感謝します。

今回のセミナーの日本側講師として、三井物産戦略研究所研究フェローの美原融氏と、

弁護士の赤羽貴氏にお願いして北京に来ていただきました。お二人とも長年にわたって、

学術、実務の両面から、この重要なテーマに取り組んでこられた専門家です。多くの実例

を踏まえたお二人の実践的な発表と中国側のコメンテーターとの討議を通じて、日中両国

にとって実りのある有効な成果が得られますよう期待しています。

また、長年にわたり常にこのセミナーに出席し、熟達した締めくくりの総括スピーチの

役割を果たしてこられた国際民商事法センター理事である小杉丈夫弁護士に、今回もその

お役目を果たしていただくことをうれしく思います。

最後に、大変お忙しい中、本セミナーにご参加いただきました皆さま方に心から感謝を

申し上げるとともに、本日のセミナーが実り大きいものとなることを願いまして、私のあ

いさっといたします。謝謝。
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＜講演Ｉ＞

民によるインフラ社会資本整備と公共サービス提供の

実践の在り方～背景と実践：特色と具体的事例～

三井物産戦略研究所研究フェロー

東洋大学大学院公民連携専攻教授

美原融



＜講演Ｉ＞

民によるインフラ社会資本整備と公共サービス提供の

実践の在り方～背景と実践：特色と具体的事例～

三井物産戦略研究所研究フェロー／

東洋大学大学院公民連携専攻客員教授

美原融

はじめにこのセミナーでお話しさせていただくことを光栄に思います。どうもありがと

うございます。

日本の民間主体がインフラ社会資本整備や公共サービスの提供に本格的に参入したのは

1990年代末以降です。その制度の概要と実践の在り方を実例を踏まえてご説明することが

今日の講演の目的です。

1．民によるインフラ社会資本整備

1-1．背景と特徴

まず、日本の制度が作られた背景を見てみましょう。

１９９０年代までの日本の状況は、不況が起こると公共投資によって強制的に官需を作る施

策を基本にしていました。その財源として、公債発行、つまり借金を積み重ねてきたわけ

で、不況を乗り越えると、結局、財政の赤字処理に苦しむことになります。いわゆる公共

依存型、財政給付型、公債頼りの経済が、日本の１９９０年代までの実態でした。

１９９０年代以降、政策の転換が図られ、民間企業の行動的な参加で、経済を支えようとい

う政策がいろいろと取られていきました。サービスの特性を経済学的に分類すると、公共

財と私的財に分かれます。９０年代迄の日本は、私的財の供給まで行政が関与し、公共的関

与の強い仕組みの社会でした。これを公的部門の役割を小さくし、できる限り民間事業者

の積極的な参加が社会を支えるような仕組みに変えようとしたわけです。

一方、地方政府も国と同様にさまざまな問題を抱えていました。長期にわたる不況によ

り歳入が減り、公債に頼り、借金がどんどんたまり、財政逼迫となる状況が起こったので

す。それとともに、少子高齢化が急速に進み、なおかつ高度成長期に造った社会インフラ

施設を更新する必要に迫られました。すなわち、行政にはお金がないにも関わらず仕事が

増えるという風に、地域社会を巡る環境が大きく変わってしまったわけです。限られた財

源の中で、地方政府はどうあるべきかという課題を抱えざるを得なくなってきたのです。

このために、公共サービスや行政サービスの在り方を抜本的に変えざるを得ず、改革が必

要になってきました。

この結果、実践された方法は二つあります。一つは、選択と集中により、めりはりの効

いた財政運営を行い、無駄を省き、簡素で効率的な政府を目指していくことです。二つ目
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Iま、民間主体の利活用です。公共施設整備や公共サービスを民と協働したり分担したりし

ながら提供しようとする考え方です。全てを行政が財政負担で行うのではなく、民間を利

活用しようということです。

では、どういう形で公共施設整備や公共サービスの提供に民を利用する仕組みを作って

実践したのでしょうか。このためには既存の制度との整合性を図りながら、新しい制度的

な枠組みを作る必要がありました。民にインフラ施設の整備・運営を委ねる法律上の根拠

を必要としたからです。それとともに、国としての推進の枠組み、体制を作ると共に、実

務指針やマニュアルを策定し、実践の障害になるさまざまな制度改革が必要となりました。

同様に、公的部門の人々の意識改革や能力形成も必要になりました。また、民間主体に

動機付けを与えること、競争環境を醸成することも必要でした。これは、行政にとっても

民にとっても新しい考え方、手法でもあったため、関係者の意識を変え、知識や能力を向

上させることが一番重要なポイントであったからでもあります。制度的な枠組みを作った

だけではうまく機能せず、結局、制度を実践するための、実務的なさまざまな施策と配慮

が相まって、この制度がうまく機能したことになるのです。

1-2．制度と実践の概要

民の利活用を図るという考えのもとに、英国の例を参考にし、１９９９年に「民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法)」ができました。この法律の

特徴は、基本法、手続き法であることで、一般法の規定を凌駕する法律ではありません。

もし一般法に矛盾があった場合、法律改正が必要になります。対象は、ほとんど全てのイ

ンフラです。また、個別の案件を国が認可するという考え方を取っていません。わが国で

は、省庁、地方公共団体、さまざまな公的機関が公共施設等の管理者と呼ばれていますが、

その管理者に判断の権限を委ね、上位官庁の認可や許可という手続きを取らないというこ

とが、特徴的な点ではないかと思います。

国の財政を律する法律として、わが国には財政法があります。現在でも国等は５年以上

の継続契約はできませんが、このPFI法によって、３０年の長期継続契約ができることにな

りました。これにより、インフラの施設整備を民に委ねる法律上の枠組みを構成したので

す。この法律は、拘束力のある枠組みとしては法と基本方針から構成されています。基本

方針は、拘束力のある閣議決定による方針です。それ以外に、拘束力のないガイドライン

が個別の事務項目ごとに作成されています。これは実務的な解説書の如き内容になります

が、実践に際しては、実務的な規範迄作成する必要があったのです。

１－３．ＰＦＩについて

２０１０年までの事業数．事業費の推移を見ると、実績が順調に積み重なっています。

PFIを実践した主体は、圧倒的に地方公共団体です。国の部分が少ないのは、わが国の公

共施設の過半は、地方公共団体が管理者だからです。また電力は元々民間の分野になり、

‐１２‐



高速道路は公団からすでに民営化されています。従前国が担っていたかなりの分野も行革

により民営化されたり、独立行政法人に移管されたりして、国自身が行っている分野・業

が非常に限られるようになってきたという背景があります。

具体的にPFIを実施したインフラ施設の概要を見ると､小中学校や教育文化施設､病院、

空港ターミナル施設、庁舎、警察施設等とあらゆる施設が対象になっているのが日本の実

態です。過半は社会インフラ施設で、基盤経済インフラ施設は限られます。

事業費の規模で仕分けると、巨額のものはあまりありません｡地方政府が行う場合には、

やはり中小規模の案件が圧倒的に多いのですが、あまり小さいものもないのは、小さいと

事業性が無く、事業として成立しないからです。

事業スキームで仕分けすると、ＢＴＯが大半です。ＢＴＯというのは、施設を整備して、完

工時点で施設の所有権を官に渡し、運営を契約期間に実行するスキームのことです。それ

に対してＢＯＴというのは、施設を整備して完工後、事業の終了時点まで民が所有権を持つ

スキームです。これが相対的に少ないのは、いわゆる課税上の問題で、わが国では民が資

産を保持すると、資産課税がかかってしまうからです。この点の税の差別待遇は現在でも

完壁には是正されていないという事情もあります。

実施状況を地域的にみると大都市に集中しています。都市部の方が地方よりも、公共施設

へのニーズや行政改革への志向が強いことを意味します。それとともに、行政府のトップ

による案件推進や行政改革に対する強い意思が要求されるとともに、官僚組織にも一定の

スキル、ノウハウ、知識、経験が要求されるために、どうしても地方では弱くなってしま

うのです。

PFIの推進体制を見ると、実際に公的部門の中で管理者となる主体は､省庁や地方公共団

体、公共法人などです。これら実施部隊の上に国の機関があり、この国の機関がマニュア

ルを作成し、さまざまな制度上の課題を議論し、案件の推進を図る体制をとりましたが、

直接、具体の案件にはタッチしない仕組みでした。

２０１１年まではこの国の機関となるPFI推進委員会が政府を支え、政策の立案を形成して

いました。２０１２年以降、内閣総理大臣が構成する民間資金等活用事業推進会議という閣僚

委員会が構成され、政治主導の色彩がより強く出てくることになりました。これは、さま

ざまな規制をもっと素早く緩和し、政府としてＰＦＩをより強力に推進しようという考えに

基づきます。

私は２０１１年までの体制の推進委員会の専門委員でしたが、赤羽先生は２０１２年以降の体

制の推進委員会の専門委員であられます。古い仕組みと新しい仕組みに参加した両名がお

りますので、後でいろいろな違ったお話が出てくるでしょう。

さてPFIを理解するためには､基本的な枠組みを理解する必要があります｡この枠組は、

公共施設の管理者、民間事業者、利用者から構成され、財政負担の在り方で複数のスキー

ムに分けられます。

例えば水道料金は、利用者が払ってくれますから財政負担がありません。こういうスキ
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－ムを独立採算型と呼んでいます。一方、家庭から出るごみの中間処理は、日本では法律

によって地方公共団体固有の義務になっています。ということは、利用者はお金を払いま

せん。この場合、財政負担により、地方公共団体が民間事業者に払う形になります。こう

いう類型をサービス購入型と呼びます。スキームによってリスクの在り方や官民間のリス

ク分担の在り方が異なり、多様な組み合わせがあることになります。さまざまなスキーム、

選択肢があった方が、創意工夫を発揮でき、社会的な価値を増やすことに繋がりやすいわ

けです。

２０１１年の法律改正によって、新しいコンセプトを加えることになりました。従来の考え

方では、利用料金制の案件で、公共施設等の所有権を公的主体が保持し、同施設の運営権

を切り離して、運営権だけを民に与えることができませんでした。ＢＯＴの所有権は民です

が、所有権を公共に残したまま運営権を民間に付与することはできなかったのです。

そこで、運営権を所有権から切り出し、「みなし物権」として、税法上、償却できる仕組

みにして、新しいＰＦＩの仕組みを作ったのです。われわれは、これを狭義の意味でのコン

セッション、運営権と称しています。

2．主要な実務規範と実務』慣行

2-1．事業採択

では、実務的にどのような'慣行になっているかをご説明します。

まず､PFIは官と民との長期継続契約になるとともに、民に委ねる所掌が非常に包括的で

あることが特徴です。そのため、PFI選択が適切か否かを判断するためには、官と民が各々

事業を担った場合の契約期間の総費用（ライフサイクルコスト）を現在価値化し、比較す

ることにより、民間事業者の費用を評価する必要が生まれます。それとともに、権利義務

関係が非常に複雑になります。案件ごとに官民の最適なリスク分担を工夫しながら考える

必要があるということです。

サービス提供の成果の達成にポイントを置くことも重要な特徴です。あくまでも成果が

達成されたときに、民間事業者へ支払うメカニズムを考えるということです。かつ、事業

者が破たんする場合の対処の問題、不可抗力事由が起こったときの問題など、公的部門の

伝統的な契約概念ではあまり考慮しなかった新しい考え方を取り入れることになりました。

これは、リスクを効果的に民に移転しながら、公的部門の費用を縮減し、公共施設、サー

ビスの質を高めることにポイントを置いた仕組みでもあるわけです。

政府は制度的に民間事業者にどういう支援をしているのでしょうか。土地などの行政財

産の貸し付けや無償使用など案件の実現を可能にする支援策が設けられています。そのほ

か、国による無利子貸し付けや民による土地取得に関する配慮などもあるのですが、手続

きが複雑になるためほとんど活用されていません。

一方、国が地方政府に対して補助金を与えるケースがあります。個別事業法の法的な枠

組みの中において補助金が決められている場合には、PFIであっても公共投資であっても、
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国が地方政府に同等の補助金を出す仕組みになっています。

PFIの実践は､公と民にとって新しい手法でもあったわけです｡新しい考え方や手法を採

用するために、PFIを支援するさまざまな仕組みが公と民の両方にできました。例えば、公

的部門では、政府省庁や都道府県、市町村レベルに専任対応組織を設けたのです。公募書

類や契約書類は、原則、インターネットで公開されています。情報公開度を高め、さまざ

まな経験や具体案件の知識を公表することで、お互いの知識レベルの向上を図ろうとした

ことになります。

一方、民間レベルでも、新しい手法に対する期待感から、さまざまな推進のための業界

団体、支援機構、任意団体等ができ、公共の政策をどのように進めていくべきなのかの調

査研究がなされ、研究会、セミナー、シンポジウム等さまざまな動きが活発に行われまし

た。官と民が協力しながら知識のネットワークを構成していったわけで、これは、政策の

推進にものすごく役立ちました。

具体の実践の在り方はガイドラインで規定しています。これは法的な拘束力はありませ

ん。あくまでも参考でしかありません。

実務的には、ＰＦＩの実践は、四つの段階から構成されます。第１段階は事業実施の決定

です。事業の構想・企画から費用対効果を検証し、事業を実施するか否かの判断を行いま

す。一種の費用便益分析ですから、これは公共工事の場合と同じです。

第２段階で、事業手法の決定を行います。ここでPFI手法を選択するのか、あるいは従

来の公共工事で行うのか、比較検討するわけです。この結果、PFIを選択する場合には、法

律上は実施方針の策定､特定事業の選定という手続きを経て、PFI手続きを実践することに

なります。

第３段階で入札の準備をし、公募、入札、審査・評価を経て、事業者を選定し、第４段

階で事業契約を締結し、事業を実施するというプロセスになります。

これら手続きのポイントはどこにあるでしょうか。留意すべき事項が幾つかありますが、

事業の必要性と有効性を評価する手法と、事業手法を選択する評価は全く別なことが一つ

のポイントです。まずある事業を本当に実施すべきか否かの評価があって、その後で、官

と民双方が担う場合を比較して適切な手法を決定するという考え方を取ります。

日本の特色は事業の実施と事業手法の選択の判断ですが、これは公共施設等の管理者に

委ねられます。上部機関である国が認証や認定をする手続きはありません。ただし、議会

による債務負担行為の設定や契約承認を必要としますから、一定のバランスを取ったガバ

ナンスはあるわけです。

それから、事業をどのように実施するかの枠組みですが、実質的には公的部門が準備す

る過程で民間部門と対話を続けながら、その内容を適宜修正できるメカニズムがビルトイ

ンされています。

手法の基本は、公的部門の発意による案件が基本ですが、別途、法律によって民間提案

方式も認められています。ただし、その場合には競争性を保持するために、公募に付すこ
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とが原則となり、当初の民間提案者に何等かのアドバンテージを与えるような仕組みが考

慮されています。

２－２．ＶＦＭ評価

PFI手法を選択するに際して､なぜ民に委ねることが適切なのかという評価をすることは

必須の要素です。これをValuefbrMoney評価といいます。公的部門が担った場合の事業

のライフサイクルコストの現在価値をＰＳＣと言いますが、これよりも民間が担った場合の

事業総費用の現在価値の方が安いということを評価した上で、初めてＰＦＩを実行するとい

う考え方です。これは、日本でも公的部門にとり非常に分かりにくいとされた考え方です。

経済的な概念ですから、あくまでも理論的な評価にすぎません。

ここでの考え方は、完壁な比較評価をするよりも、客観性・透明性を保持しながら、公

的主体として説明責任を果たせるような評価の在り方に重きを置いています。

入札手順と評価の考え方の基本ですが､PFIのための特別の入札制度を想定していません。

ですから、既存の法体系に基づく入札手続きが踏襲されることを基本としています。ただ

し、価格だけでは民間提案を評価できませんから、価格とともに提案の内容や実現の可能

性、提案者の力量、リスク管理力、財政的資質などを評価することも必要です。わが国で

は、こういう考え方を「総合評価落札方式」と呼んでいます。すなわち、価格評価と価格

外の評価を並行して行い、総合的な優劣を評価するわけです。

このために、公募書類の中で評価判断基準を開示し、何に評価を置いているのかが分か

る形で競争させる仕組みを取ります。かつ、落札後、評価の結果を公表します。これが基

本ですが、その他の代替的手法もあります。競争的対話方式というのは、公的部門が仕様

の判断を決めきれない場合、公と民が適宜、協議・対話を積み重ねながら仕様を決めてい

く考え方です。これらとともに、地方公共団体においては、プロポーザル方式による交渉

方式も、例外として制度的には認められています。

2-3．業務要求水準

細かい話になりますが、民間主体に提示する仕様をどう作成するかに関しては、従来手

法とは異なる考え方を採用しています。これを成果仕様といいますが、政策目的や民間主

体に要求する成果を明らかにし、これで要求水準書を作成し、この要求水準を満たすサー

ビスを提供する提案を評価して採択しようという考え方です。

なぜ要求水準が重要かというと、事業者評価の在り方と密接にリンクするからです。利

用者が利用料金を払う仕組みでは自動的に規律が働きますが、公的主体が公共サービスを

買うサービス購入型の場合には、サービスのレベルや要求水準を明確に設けない限り、民

間主体がどういう成果を達成できるか評価できなくなってしまうからです。

２－４．全体手順
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実務的には、この図のような複雑なプロセスを行っています。図３０の左側は要求水準を

作る考え方、真ん中はそれをどのように評価するかというモニタリングの考え方です。す

なわち、要求水準を決めて、モニタリングによりその達成確認を評価する仕組みを考える

わけです。右側は、それを支払い条件にどのようにリンクさせるかという契約上の考え方

を検討するステップです。すなわち、成果標準を設け、それをどのように評価するかとい

う仕組みを考え、これをどのように支払い条件に反映させるかという三つの側面を当初か

ら考え、平行的に詳細化していくわけです。最終的にはこれらの考えを契約に落としてい

くことになります。

今までの全体手順を、公的主体（発注者）の立場からまとめると、基本的な枠組みを設

け、市場のインタレストを喚起し、公募に付して効果的な競争を喚起させるプロセスにな

ります。

3．事例から見るPFIの実践の在り方

３－１．分野ごとに異なるスキームやアプローチの仕方

具体的な事例を見てみましょう。

これは一つの同じ建物ですが、左の写真は公共ホールのようで、右の写真はどうみても

中学校です（写真３３)。すなわち、一つの公共施設の中に、市民ホール、公会堂、中学校、

保育所、福祉施設等が一体化した施設です。駅前の利便性の高い場所で、市民にとって効

率の良い行政サービスを提供しようという公共施設です。結構複雑な仕組みで、行政が縦

割り組織になっていることから、二つの案件を最終的に一つにする形で複合的なサービス

を提供できる公共施設を造ることを考えたのです。

これはきれいな施設ですが、実は一般廃棄物（家庭ごみ）処理施設です（写真３５)。この

案件はＢＯＴ方式ですから民が施設を整備し､その所有権を持ち、ごみを受け入れ､処理し、

その対価を地方公共団体からもらうという仕組みです。この特色は最新技術を使っている

ことと、副生産物をこの事業者が販売することによって、副収入により、行政からの委託

料を少し下げていることです。

日本で初めての、法務省による刑務所のPFI事業もＢＯＴ方式となり、民間事業者が刑務

所を整備、所有し、運営に参加し、２０年後に施設を公共に引き渡すという仕組みです（写

真３３)。最も全てが民の運営ではなく、刑務所自身の管理者は法務省で、法務省の刑務官を

支援する業務が民の主業務です。但し、非常に斬新な試みがあります。入所後、囚人はＩＣ

タグを強制的に付けられます。監視のためのモニターでモニタリングされますが、刑務所

の中をある程度、自由に動くことができます｡監視の電子化による支援や職業訓練の実施、

ケータリング、医療の提供、囚人輸送、外部監視などが民間の主要な業務です。窓に鉄格

子がなく、囚人の行動はセンサーによって完全にコントロールされ、割と圧迫感がない囚

人施設です。

刑務所の民間委託は諸外国でも様々な手法がありますが、アメリカ、イギリス、オース
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トラリアでは、あらゆる権限の民間委託が可能だそうです。管理者が一人だけいて、武力

行使も含めた全ての行為を、民間に委託できる制度です。一方、フランス、ドイツなどの

国では、刑罰は国の専権ですから、官の担う所掌が多く、国の刑務官と民間事業者という

二層で業務を分担することから、民間の所掌は少ないのです。

日本で考えたのは、やはりアメリカ的なやり方はできないということです。しかし、フ

ランスやドイツのやり方でも面白くないので、中庸の考え方を取っています。制度を変え

て、民間事業者ができ得る公権力行使の側面のない業務を増やすことによって、民間事業

者の所掌範囲を広めたのです。これによって、刑務官の数を半減することができました。

この結果、数十社の民間事業者が関わり、それだけ複雑な仕組みとなっています。

２番目にできた刑務所にも、鉄格子はありません（写真４３)。これも契約的には複雑な仕

組みになります。

これは東京湾にある羽田飛行場ですが、次回、皆さまが日本に来られるときは、この飛

行場を使われるかもしれません。滑走路はリスクが大きすぎるので公共事業としましたが、

乗客ターミナルと貨物ターミナルは、ＢＯＴ方式によるＰＦＩで実施されました（写真45,

46)。この案件は国が国有地を民間に貸し付けて賃借料を取り、民間が自己資金で施設を建

設・運営し、利用料金で投資コストを回数するという、税金を使わないスキームですが、

これも契約的には結構複雑ですね。

地方自治体のケースを見てみましょう。図書館ですが、面白いのは地下に自動倉庫があ

ることです（写真４８)。全部コンピューターによって管理されています。わざわざ本を書庫

に探しに行く必要がなく、コンピューターが自動的に取りに行きます。本にＩＣコードが付

いていますので、司書の手を介さずに、子供が４～５冊持っていって機械にかざすと、自動

的に借りられる仕組みとなっています（写真４９)。職員の数を減らし、できる限り質の高い

サービスを市民に提供しようとしたからです。

これは庁舎ですが､国と地方公共団体が一緒に一つの公共建築を造った事例です(図５２)。

国と地方公共団体の業務委託によって、施設を造りながら一体とした維持管理をして、こ

れを包括的に民委ねたというスキームです。

これは東京霞が関の再開発ですが、政府庁舎と地域の再開発を一緒に行ったPFI事業で

す（写真５４)。土地の利権に官民が複雑に絡み、この利権を調整した上で、PFI事業として

したてたケースです。

これは中学校とプールですが、横にあった空きスペースを民間事業者の提案によって有

効活用させた事例です（図５６)。結果的に私立専門学校を誘致することに成功しました。

これは異なった四つの学校を一緒の時期に改修するという、非常に面白い事例です。所

掌を増やして、時間と費用を縮減したわけです。

天文台もPFIの対象になります（写真５９)。これはＢＯＴ方式で利用料金によってなって

いますが、一部公的負担もある混合型のスキームです。

これは小学校のケースです（写真６１)。ポイントは、学校が休みのときにプールを民間に
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開放し、その運営を民間事業者が行っていることです。

これは福祉施設ですが、この施設の中にさまざまな福祉関係のサービスが入っており、

利用者の利便性を高めた新しい福祉施設の類型で民が運営を担っています（写真６３)。

これはなかなか面白い建物です。もともと駐輪場だった駅前の細い土地を利用して、公

共施設を造りました（写真６５)。４～６階は全て保育所、託児所で、働いているお母さんが

ここに子供を預けて会社に行けるわけです。これは市民の立場から考えた、公共サービス

を提供する施設で、新しいタイプの公共施設を民の提案を踏まえて実現したことになりま

す。

4．どうすれば成功できるのか？

最後に、成功のポイントをかいつまんでお話しします。他のアジアの国々の政府の方々

ともいろいろ協議する機会がありますが、制度を作っただけではＰＦＩは機能しません。実

務上の規範や慣行をどのように構成するかが非常に重要です。同時に、民間主体が興味を

示し、積極的に競争に参加する環境を醸成することが必須の要件になります。

この図は法と実務規範とガイドラインの三つの関係を表しています。国は制度的な枠組

みとしての法律を作り、あるべき規範としてのガイドラインを設けることが通例です。法

は拘束力がありますが、ガイドラインは法律上の拘束力は通常ありません。一方実務規範

は、契約実務やファイナンス、リスク分担等の知識体系になるのでしょうが、これら三つ

の側面がしっかり機能して、初めて案件が実現できるわけです。かつ、この三つがお互い

に影響し合う関係にあります。この三つのレベルをお互いに上げていくことによって、ＰＦＩ

のレベル、内容が進化していきます（図６９)。

では、成功の要点はどこにあるのでしょうか。公共と民間、両方を考えてみましょう。

まず、民間部門は、民間主体のインフラ施設や公共施設の整備・運営への参入は新しい

分野ですから、市場に参加する主体の興味をうまく喚起させ、意識的に市場を醸成すると

いう政策が必要です。また、いきなり複雑な案件はできませんから、公も民も一定の実績

と経験が必要です。実現できるものから始めて、段階的に市場を育成していく政策も重要

です。それから、透明性のある実務手順や考え方、標準契約、規範のベースとなる枠組み

を定め、誰もが理解できるようにして案件の情報公開を高める、契約情報を積極的に公開

する等の配慮が必要です。最も重要なのは公と民を同等、公平に処遇することです。わが

国でも、官は上位で民が下位という抜きがたい慣行があったのも事実ですが、この考え方

を変えない限り、公民のベストな連携は実現できません。

一方、公的部門にとっての成功の要点は何でしょうか。まず、推進のための国の組織を

設けることが必要です。それとともに、国の組織が公的部門職員の意識改革や教育訓練を

実施し、不慣れな現場の公的主体を誰かが様々な手段により支援し、支える必要がありま

す。これができるのは国だけです。

一方、公的部門だけで考えてもなかなか動きません。一方的にならないように民間部門
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との対話を図りながら、民間主体の意見を取り入れて協調、共生していくことを前提に、

具体の政策立案と案件の推進を図っていくことが極めて重要です。そのためにわれわれは

評価手法を開発したり、マニュアルやガイドラインを作り、あるいは契約の標準化や情報

公開を徹底させたりして、公と民の知識レベルが上がることを過去１０年間実践してきまし

たが、この努力は今でも継続しています。ですから、公的部門にとってもトップから現場

に至るまで、意識改革やスキル、能力を不断に向上させる施策が非常に重要になるわけで

す。

最後に、本当に何が必要かというと、案件を進める政府による強い推進の意思です。そ

れに伴い、法や規則や制度的な枠組みを整える必要があります。また、実務的な側面をガ

イドラインやマニュアルで補足する必要があるのです。これによって民間主体の創意工夫

を発揮させ、健全な競争環境をいかに醸成させるかということに政策の焦点を当てるべき

ではないかと思います。時間となりましたので、お話を終わらせていただきます。ご清聴

ありがとうございました。
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＜講演Ｉに関する中国側コメント＞

全国人民代表大会常務委員

会法制工作委員会立法企画室巡視員

呉高盛
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篭蕊

国家発展改革委員会、国際民商事法センター、さらには日本の法務総合研究所主催のセ

ミナーにお招きいただき、大変うれしく思います。しかも、光栄なことにコメントを頼ま

れましたが、正直なところ、私はコメンテーターというよりも、勉強するつもりで参りま

した。先ほどの美原様のプレゼンテーションを伺い、大変いい勉強になりました。

このセミナーのテーマそのものは、昨今の中国にとって非常に現実的な意義を有するも

のです。先ほどの美原様のプレゼンテーションを伺って驚いたことに、本当のＰＦＩの法律

が整備されたのは９９年のことだということで、私はだいぶ前にこのような法律が整備され

ていたと思っていました｡私の理解が正しいかどうか分かりませんが､そもそもPFIやＰＰＰ

の制度を導入されたのは、今までの公共施設にしても公共サービスにしても、国をはじめ

とする公的部門が建設し提供してきました。しかし、経済が不況に陥り、さらには財政難

に陥り､お金がなくなったがゆえに民間の力を活用しなければならなくなったと理解して
よろしいでしょうか。

中国の状況を見ても、同様のことが言えるかと思います。これまで、中国の公共施設も

公共サービスも、国をはじめとする公的部門が整備し、提供してきました。しかし、現在、

社会が発展し、公共施設、公共サービスに対する社会のニーズが一層高まっています。そ

ういうものを全部、国や公的部門が一手に引き受けることはそもそもできなくなっており、

現実的ではないといえます。ですから、海外の成功事例を参考にし、民間資本の公共サー

ビス、公共施設の整備・提供に活用すること、そのような良い手法を中国も取り入れて実

施することは、非常に必要性があると思います。

確かに、見ていると、民間資本の規模は非常に大きく、膨大な力を持っていると思われ

ます。しかし、民間資本であるがゆえに、その属性から、どちらかというと利益を追及し

ていくものです。もちろん、その中に公益的な側面も一部にあるとはいえども、民間資本

である以上、主として利益を求め続けていくのがその特徴です。

しかし、政府の社会公共施設や公共サービスは利益を追及するものではありません。そ

うすると、利益を追及することを目的とする民間資本を導入する際に、公共施設、公共サ

ービスの特質と民間の狙いをどのように結び付けていき、ハーモナイズさせるかが課題に
なります。

その点について、美原様がご指摘されたキーポイントは２点あります。１番目に、政府を

はじめ、公的部門関係者の意識改革をしなければなりません。今までの官側が上位にある
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という考え方を変え、民間事業者と平等な立場にあると意識改革を遂げなければなりませ

ん。同時に、民間の公共施設や公共サービスに参加する意欲を喚起するために、どうすれ

ばいいかということを入念に考えなければなりません。

私の理解が正しいかどうか分かりませんが、プレゼンテーションの資料を拝見する限り、

９９年にPFI法が成立してから、合計３７５案件の事業があり、全体の金額規模は３兆１０００

億円ぐらいです。私の認識では、事業数も投資金額もそんなに大きなものではないと思い

ます｡PFI法が成立して実施され､そんなに年月がたっていないことも一つの理由に挙げら

れるかもしれません。

私個人の理解ですが、民間資本が公共施設や公共サービスに投資することによって収益

を上げることは、そんなに簡単なことではありません。少なくとも、非常に多額の利益を

上げることはそもそも不可能だと思われます。中国の状況に目を転じますと、日本のよう

なＰＦＩという専門の法律を制定していません。このような法制度はないものの、さまざま

な法律の中に関連の規定があったり、具体的なケースや個別案件を見ていても、PFIに似た

ような具体的な事業が進められています。

例えば、中国の法律に民間教育法があります。すなわち、民間資本が教育分野に入って

教育サービスを提供することが許されているのですが、出資者や株主が教育へ投資するこ

とによって収益をどのように上げるか、上げていいのかということについて、当時、立法

府の意見は大きく分かれていました。そして、最終的に妥協案として、法律の中では利益

目当ての教育への民間投資は許されないが、合理的なリターンを得ることは許されるとい

う表現になりました。しかし、この合理的なリターン、見返りというのは具体的にどうい

うレベルであるのかということについては、いまだにはっきりしていません。

それに似た法律や関連の制度もあります。例えば中国と海外資本が協力して医療事業を

展開する規定、さらには中国と海外資本が協力して教育を手掛けていく規定等があります

が、そのようなルールや規定も同様に営利目的でいいのかどうかという問題が浮上してい

ます。その他にも、例えば養老サービス、幼児教育、託児事業、さらには環境保全と生態

系に関わる事業等に関しても、民間資本や海外資本の参入問題、それにまつわる営利かど

うかの問題が発生しています。

日本のように基本法や手続き法が存在しませんので、さまざまな具体的な問題に関して

は個別の法律、すなわち一般法、さらには美原様も言及されたように、ルールやガイドラ

インなどの制定によって規定されています。具体的な実践を見ていますと、もちろん成功

事例もありますが、一部ながらもあまりうまくいかず、場合によっては問題を起こして後

片付けが必要となるケースもあります。

一番典型的な事例は高速道路の有料化です。国は国民に利便性の高い交通関連施設を整

備し提供しなければなりません。しかし、国の財政面の事情があり、民間資本を投入して

高速道路の整備・運営をしてもらいました。しかし、そうすると、どうしても一定期間内

の道路の有料化という問題につながります。とりわけ一部の高速道路は銀行の貸し付けに
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よって整備されていますので、借入金を償還しなければなりません。そうすると、どうし

ても料金を取らなければならなくなります。他方、国民からは、国はこのような交通施設

を含めた社会施設を整備し、非常に利便性の高い形で無料で提供してもらいたいという声

が非常に高まっています。

現在の国の方針では、公共予算によって造られた高速道路は全部、無料化しなければな

りません。そして、中国には高速道路以外に２級道路があり、このような有料の国道も漸

次、無料化を実施する方針を固めています。ただし、その中でもとりわけ民間事業者と契

約を結び、一定期間の経営を任せている道路は、今後も契約存続期間内で料金徴収を続け

ることになります。

もう一つは郵便サービスです。現在、中国の一般の郵便サービスは、国が責任を持って

非常に安い料金で国民に提供しています｡しかし､速達サービスは民間事業者にも解禁し

ています。速達となると、民間事業者は地域を選定して事業を行うことになります。例え

ば、辺ぴな地域、交通の便が非常に悪い所では、速達の受け付け、配送をしません。しか

し、国の郵便局は辺ぴな地域でも漏れなく速達サービスを提供しなければなりません。

そして、国の公権に関わるサービス、例えば刑務所等に関しては、先ほど美原様に日本

の刑務所の新しい試みをご紹介いただきましたが、中国ではまだ民間資本にオープンにし

ていません。とはいいながら、麻薬依存症の治療施設を民間資本が経営しているケースが

見受けられます。

刑事に絡む話に関しても、現在、新しい試みがあります。例えば実刑判決を受けながら

も執行猶予になったケース等があります。そして、中国独自の刑事制度である、一定の監

視を受けながらも自由に動ける在宅更生のケース（管制）があります。そのような人に対

して、中国はついこの前、コミュニティーの中で矯正するように刑事訴訟法を改正しまし

た。

社会におけるコミュニティー矯正の仕方に関しては、今後、民間の自治団体等の力を活

用することになると思われます。具体的にどのような事業者であれば参入できるのか、ど

のようにコミュニティーにおける更生・矯正を実施していくかについては、今後、コミュ

ニティー矯正法という法律を整備していく中で検討されていくと思われます。

中国にも一部成功事例があり、苦い経験もしています｡先ほどの繰り返しになりますが、

まずは海外の進んでいる経験を十分参考にし、関連の法制度を整備していかなければなり

ません。民間資本が公的サービスや公共施設の整備・提供というセクターにも入れるよう、

その意欲が喚起される仕方を創意工夫していかなければなりません。

具体的に立法に話を戻しますと、関連の法制度を整備するためには、日本の仕方等を参

考にしながら、以下の問題を議論していく必要があります。まず、公共施設と公共サービ

スの定義です。そのカバレッジは一体どこまで及ぶのかということを明らかにする必要が

あります。

私の印象に残ったのは、先ほどの美原様のプレゼンテーションには合計３７５事業ありま
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したが､規模の非常に大きいものと、非常に小さいものが見当たらないというご指摘です。

それは、ただ単に偶然の結果だとは思えません｡やはりそれなりの理由があると思います。

一例を挙げてみましょう。住宅団地で幼稚園を一つ造りたいというと、それは非常に具

体的で小さな事業になります。中国の実践の中では、こういう問題が発生しています。当

初はある事業者が幼稚園を造ったと、みんなに感謝されます。これは、コミュニティーの

住民には非常に便利なことであり、しかも、サービスを提供することになります。しかし、

そのときに主務官庁はあまり関与しません。ただし、いざこの幼稚園で何か事故を起こし

てしまうと大問題になり、幼稚園の設立を含めて、さまざまな責任追及が行われます。

ですから、公共サービスや公的施設は、以下の３タイプに分ける必要があります。一つ

は政府や公的部門が独占的に行うもの、二つ目に政府を含めた公的部門と民間事業者がい

ずれも入れるもの、三つ目に、なるべく民間事業者に入っていただきたいものです。

２番目に検討しなければならないのは、公共施設や公的サービスにまつわる話ですから、

政府をはじめ公的部門は一定の関与･管理をしなければならないということです。しかし、

公的部門と民間セクターの権利、義務、職責の度合いを明らかにする必要があります。先

ほどの美原様のプレゼンテーションでは、こういう権利、義務、職責は契約という形で定

められているケースが多いという話がありました。また、場合によっては一つの事業で複

数の契約が結ばれ、内容も大変複雑になっているものがあるというご指摘がありました。

３番目は、関連サービスのクオリティーの問題です。一方では民間資本が入ることによっ

て、必要とするサービスを確保することが求められます。他方、民間資本がこういうサー

ビスや事業を続けていくための費用体系はどうなるのか、政府の補助金制度は結果的につ

いていけるかどうかという問題もあります。

例えば中国の実践を見ていますと、こういうことがあります。ある民間事業者が政府に

依頼されて、下水処理場を造りました。本当は政府が一定の補助金を付けなければなりま

せんが、払いません。そして、利用者から処理料金を徴収するわけですが、あまりにも低

く設定されているため、民間事業者が料金を引き上げようと思っても、中国の公共料金は

政府が統制していますので、政府の価格担当部局がそれを認めません。そうすると、民間

事業者は赤字を出しながらの下水処理場経営を余儀なくされます。ですから、価格の適正

化、さらには政府の補助金の、きちんとした支払いが必要となります。

もう一つ、例えば政府が補助金を付ける場合、先ほど美原様が詳細に説明されましたが、

当該事業のライフサイクルコストをどうやって科学的に評価し、見積もるかが問題になる

と思います。それについては、非常に慎重に評価していく必要があります。なぜかという

と、公共サービスの場合、社会も住民も可能であれば無料で受けたいという気持ちがあり

ます。他方、民間事業者が行う以上、一定の収益が確保されなければいけません。そうす

ると、美原様がご指摘された、補助金を一定程度付けた上で利用者から料金を取るという

混合型のものに関しては、コストベネフィットの関係がバランス良く考えられる、科学的

な計算方法の確立が必要です。法律の中では原則を決め、それを計算するための具体的な
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ガイドラインを策定する必要があると思います。

こういうものは大体、経済活動ですので、不確定要素が付きものです。高速道路を例に

挙げると、中国の場合、旧正月や建国記念日の国慶節にみんな外出や帰省をしますので、

そのときに高速道路が非常に渋滞します。渋滞している以上、無料化すべきだという国民

の声が非常に高まり、国はこういう重要な節目の祝日には、高速道路の無料化を宣言して

実施しています。しかし、国が出資して造った高速道路であれば、無料化してもいいので

すが、民間資本が出資し経営している高速道路ですと、それに伴い収入が目減りしますの

で、そのロスをどのように補てんしていくのかという課題が出てきます。こういう不確定

要素が含まれる問題に関して、契約、さらには法律上どのように規定していくかが問われ

ています。それが解決されて、初めてPFIの健全かつ円滑な発展が見込めると思います。

美原様から最後に､PFI事業を成功裏に導くために何が重要かというご指摘がありました。

私は話を伺い、大変感銘を受けています。まずは法の枠組みを作ること、それに伴う制度

を整備すること、さらには必要とするガイドラインや規範を作っていくことが非常に重要

だと思われます。

中国でも民間資本に公共サービスや公的施設の分野に入ってもらうために、日本のよう

なPFI法の整備が喫緊の急務です。現在、国家発展改革委員会がこの法律の制定に向けて

さまざまな取り組みをしていますが、その必要性を実感しています。これができて民間資

本の公共施設、公共サービスへの参入が法的な保証を得ます。さらに、今回主催の双方が

決めたこのテーマは時宜にかなったもののみならず、現実的な意義と、中国の発展に長期

的な意義を有するテーマだと思われます。

先ほど、中国のやり方をいろいろご紹介しました。日本の言葉に「石橋をたたいて渡る」

というものがありますが、中国の今までの試みは全部、石橋の石でした。しかし、３０年以

上改革が進んでいる中、これからは法律をきちんと整備し、それをもって法の支配、法の

リードを実現しなければなりません。

最後に、美原様が幾つかの貴重なアドバイスをしてくださいました。１番目に実行可能な

具体的なルール、規範を作り上げること、２番目に民間事業者が興味を持ち、しかも参加し

たい社会的環境づくり、雰囲気を醸し出すことが大事だということです。以上が私からの

コメントです。

さらに､美原様に小さな質問をさせてください。これまでの３７５事業という数について、

先生はどう評価されているのでしょうか。順調に進んでいると思われますか。それが多い

のか、少ないのか、そして今後の事業の見通しをどう展望されますか。

（美原）コメント並びにご質問ありがとうございます。公共施設には経済インフラと社

会インフラという分類の仕方があります。経済インフラは国にとって重要な基盤となるイ

ンフラ施設です。例えば高速道路や港湾、飛行場などが基盤社会経済インフラといわれる

ものです。一方、社会インフラは小学校などの公共施設で、地方自治体レベルでさまざま
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に必要になってくる社会インフラ施設を意味するもので、趣（おもむき）が違うのです。

わが国の体系は、基盤インフラは国ではなく、既に民や公的部門である自治体や公社が行

っていて、ほとんど整備ができています。本当に足りなかったのは、地域に密着した自治

体が担うべき社会インフラ施設であったという事情があります。

呉先生がおっしゃった具体的な問題は、そういう日本社会に根差した社会インフラと経

済インフラの担い手が、そもそもそういう分担になっていたという背景があります。ＰＦＩ

自身は日本にとっては非常に重要な政策ですし、今後とも増えることはあっても減ること

はありません。

午後、赤羽先生から詳細なご説明があるかもしれませんが、２０１１年のPFI法の改正並び

に現在考慮中の国管理の空港の民委託に関する法律ができると面白い仕組みができそうで

す｡例えばわが国の飛行場のほとんどは、国自身が直接経営している国管理の飛行場です。

この飛行場の維持・管理・運営の運営権だけを切り出して、飛行場の資産としての所有権

を国が保持しながら、民に利用料金制により運営を委ね、国が一定の対価を得るスキーム

を可能にする法律を作ろうとしています。最初の分類から言うと、これは経済インフラで

すが、国の重要な既存の基幹インフラ施設の維持・更新・運営に民を絡ませていく方法で

す。新しい公共施設整備のみならず今ある公共施設をどう運営し、維持管理・更新してい

くのかに民の利活用を考えようとしているわけです。

先生のご質問の３７５件は少ないか多いかということですが、イギリスでは２０年間で６００

件行っています。日本は１０年で３７５件ですから、少ないとは思いません。案件形成に時間

がかかるのという事情もあるのかもしれません。

（呉高盛）ありがとうございました。今のお話を伺ってよく分かりました。日本は１０年

間で３７５件の案件をされましたが、恐らく、中国の発展改革委員会としては、これから相

当重い負担、仕事になると思います。中国は日本に比べると、過疎地や辺ぴな地域の基礎

インフラがほとんど整備されていませんし、特に公的サービスの分野においては、これか

らすることがたくさんあります。発展改革委員会は、これから本当に大変な仕事になるの

ではないかと思います。

本日は光栄なコメンテーターとしてのチャンスを与えていただき、本当にありがとうご

ざいました。美原様からもいろいろと貴重なご発表とご意見をいただき、本当に感謝して

います。ありがとうございました。
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く講演Ⅱ＞

「PFI法」「コンセッション方式」の要点解説

アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士

赤羽貴
鵜

（赤羽）（中国語で挨拶）皆さんとこのようにセミナーでお会いできますことを大変う

れしく思います。本当は中国語を駆使してプレゼンをしたいのですが、そこまで流暢では

ありません。日本語を使わせてください。

（司会）昨日の夜、赤羽先生は中国語を学び始めてまだ６カ月と伺いました。今の中国

語は非常によく分かりました。大変達者なものです。

ありがとうございます。それでは、これから日本語でスライドに沿ってご説明をしてい

きたいと思います。７０分ですので、全部のスライドをカバーできるかどうか分かりません

が、できるだけ皆さんの関心に沿ってご説明したいと思います。

1．ＰＰＰの流れ

PFI，ＰＰＰ（PublicPrivatePartnership）にはいろいろな種類があります。これは美原

先生からのご説明もありましたが、pFI，ＰＰＰという名前がイギリスで始まったことは、皆

さんご案内のとおりだと思います。

民間と公共、官と民の協働作業、共に働くという作業は、「公設民営」（官が造って民間

が運営する)、「コンセッション｣、もう一つコンセッションからさらに進んで「民営化」と

いうような協働の仕方があると思います。午前中のご説明で私も理解していますが、中国

では経済的インフラ、例えば道路などでＢＯＴなりのコンセッション方式は既に利用されて

いるかと思います。逆に日本では１９９０年代の後半から、いわゆる社会的インフラ（学校な

ど）から始まり、それが徐々に民間収益混合型、それから一昨年、法律の改正によって出

来上がってきた利用料金を徴収するコンセッションを可能にしていくという流れになって

います。

後半のコンセッションのところでご説明しますが、社会的インフラの中でも、美原先生

からご説明がありましたＢＴＯは、施設所有権を移転して公共が所有権を持つものが多いと

いうのは、お聞きになったとおりです。これは午前中の説明にありましたように、民間が

所有権を持っていると、固定資産税などがかかるという理由もありますし、さらに、公共

側が所有権を保持していたいという希望が強かったこともあります。

これが、後ほどご説明する日本でのコンセッションというところにも影響しています。

その特徴の一つは、公共の方が所有権は保持しつつ、運営権という権利だけを民間に任せ
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る、公共は所有権は維持したままだということです。午前中のご指摘にもありましたよう

に、公共の方は所有権を持っていたいという要望が強いですが、いざ民間の公共事業によ

る公共サービスに問題が起きたときに、公共がそれを取り戻すことの基礎となりやすいと

いう考え方です。

公設民営、コンセッション、民営化のうち、公設民営とコンセッションは所有権という

のは公共にありますが、民営化は民間に全て渡してしまうので、公共の関与はなく、所有

権もありません。そこに一つ大きな差があります。

2．PFI法の制度関連

日本でのPFI法制度の移り変わりについては、午前中に触れられたのであまり説明する

ことはありませんが、コンセッションの改正がなされ、現在、それに対するガイドライン

を作成中で、３月以降に発表の予定です。美原先生は、その法改正の前のＰＦＩ委員会の委

員でした。私は、今のＰＦＩ委員会の専門委員としてやっていますが、ガイドラインについ

ては、まだ議論が必要だと考えています。コンセッションについての論点、ガイドライン

の論点は、後ほど時間があるところで触れたいと思います。

３．ＶＦＭ評価の留意点

ＶFＭ（ValuefbrMoney）も美原先生からご説明がありましたが、二つの考え方がありま

す。一つは、事業へ公共サービスを提供するときに、公共側の財政負担を同じレベルのサ

ービスを受けるのであれば、できるだけ軽くするという考え方です。もう一つは、公共側

は財政負担が仮に同じだとしても、より良い公共サービスを民間を入れることによって、

キーコンセプトにするという考え方です。

後者の簡単な例を挙げると、やはり日本でも通常の公共事業で、例えば小学校を造って

いると、少し大げさな話をすると、３０年間ぐらいあまりメンテナンスもしないと、ぼろぼ

ろになってしまっています。これをPFIでやることによって、例えば財政負担は同じかも

しれませんが、より良くメンテナンスをしてもらうというということがあります。また、

日本では役所、庁舎がありますが、これも古いものがありまして、３月１１日の震災のよう

なときにつぶれてしまう可能性がある、耐震性に問題があるものもあります。そういった

ものもきちんとメンテナンスしていくということが考えられます。

4．PFI実績の積み上がり

実績の積み上がりは先ほども出ていて、３７５件が多いか少ないかという議論ですが、将来

的には、PFI委員会の方では、ＰＦＩのコンセッション法を導入のときに、今後５年間に今

までの実績の２倍はやるという目標を立てています。ちなみに、私のＰＦＩとの関わりを挙

げると、この９９年の法律ができて以来、１５０件ぐらいは私どもの法律事務所で関与してい

ます。
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どのサイドのアドバイザーになるかというと、その中の５０％ぐらいが公共側、２５％が事

業者側、残り２５％が金融側です。ちなみに、午前中から出ている刑務所の案件では、日本

の法務省側のアドバイザーをずっとしていますし、今まで日本で一番大きなPFI案件は、

羽田の国際ターミナルです。これは当初の事業規模で１５００億円ぐらいですが、それはプロ

ジェクト・カンパニー側を代理しております。

5．PFI事業契約の作成の流れ

日本のＰＦＩも、全て理想形ばかりではなくて、実務家としては失敗した例もありますの

で、その中で公平に語っていきたいと思います。

その中でもＰＦＩは法律と基本方針、それからガイドライン等がありますが、最終的に民

間と、PFI事業者と、公共との間を規律する直接のものがPFI事業契約ということになり

ます。

PFI事業契約は、リスクをどちらの当事者が負担するかというきめ事と考えます｡私が最

初に、１９９９年にPFI事業契約を作成したときは、何もひな形がありませんでした。それま

での伝統的な公共工事は、約款と言われる形式的なひな形で、非常に簡単なものでした。

そこで、いろいろな外国の‘例や各種の契約から、公共側アドバイザーとしてPFI事業契約

を作り上げていったわけです。

その基本はリスク分担であり、それを民間と公共で対等な立場で作るということですが、

一つ面白いエピソードがあるのでご紹介しましょう。私が公共側の代理人として契約を作

るとき、当事者が債務を履行できない場合どうなるかという条項を作ります。当然、民間

事業者がサービス提供できないという場合が－つ。それから、例えば法令変更や、不可抗

力、地震のような場合でできない場合が二つ目です。三つ目に、「では公共側が債務不履行

をした場合の条項がこれです」と言ったところ、公共の方は、「公共が債務不履行すること

はあり得ません」と力強く言われました。それは十数年前ですが、日本での公共側の意識

も、民間と対等という意識からはかなり遠かったのです。今では必ず、公共側が債務不履

行でお金を払わなかったり、なすべきことをしなかったときのリスクに対応する条項は、

全て入っているのが通常です。

6．事業のリスクの振り分け機能

先ほど契約がリスク分担、リスクの振り分けだと言いましたが、それを振り分けるため

の基本原則について述べたいと思います。

リスクの振り分け機能としては、民間がコントロールできる、もしくは負担できるリス

クは民間､公共が取れるリスク(もしくは民間で取れないリスク)は公共、もう一つは交渉で、

またはそれぞれ事業の特性によってリスクは分かれます。この表（スライド１０）を見てい

ただければ分かるように、それぞれ公共の下側と、スポンサー・プロジェクト契約、プロ

ジェクト・カンパニーの真ん中と上、それから左側に融資団というのがありますが、これ
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にそれぞれに弁護士を含めた専門家が付いて、いろいろネゴをするというのがＰＦＩの基本

的な姿です。

7．官民の責任分担・リスク分担例

リスクは当該リスクを最も管理可能、コントロールできる者が負担することが原則です。

民間が取れるリスクを少しずつ説明していきたいと思います。

設計。建設のリスクは、民間側がコントロールしてくださいということです。

運営リスクや維持リスクなども、例えば小学校を造って２０年間きれいに維持管理・運営

しろということであれば、そのリスクは民間側が取ることになります。

投資リスクやパートナーリスクは、PFIでやる場合には、設計・建設・維持管理・運営、

さまざまな業務をやるので、さまざまな業種の会社がコンソーシアムとして入ってきます。

例えばパートナーリスク、その建設会社を選ぶのはどこか。民間側が取るわけですが、き

ちんと履行できる建設会社を選定するかということもありますし、維持管理のしっかりで

きるパートナーを選ぶかというのも全て民間側の中のリスクです。

資金調達リスクは、融資団から融資を受けているわけですが、プロジェクト・カンパニ

ーが設計・建設・維持・運営に必要な資金を調達してくる責任があるということです。い

わゆる社会インフラ（学校など）であればサービス購入型と言って、公共側からお金が払

われるので、事業リスクは低く、資金調達もかなりできますが、後に述べるコンセッショ

ン型、利用料金徴収型になると、事業リスクが増えていくので、資金調達リスクも増えて

いくことになります。

公共側が取らなければいけないリスクについて説明します。例えば公共が一定の計画の

公共事業を行った場合、その計画リスクは公共が負担します。また、例えば特定の制度を

公共が変えてしまった場合は、公共がリスクを負います。すなわち、民間に生じた費用負

担を公共が負うということになります。

関連公共事業整備リスクは、簡単な例で言うと、空港や港湾への連絡道路をＰＦＩで行う

場合、もともとの空港や港湾を公共事業でやっている場合に、当該公共事業が遅れてしま

った場合のPFI事業に関する費用負担、増加費用は公共が負えということです。

公共による料金改定リスクは、午前中でも出てきましたが、例えば利用者に料金を課金

して徴収するときの問題です。その料金を決定する権限が公共にある場合、それから出て

くるリスクを（これは完全に公共が取る場合とも限りませんが）公共が決められるもので

あれば、公共がリスクを取るのが原則という考え方になります。これはコンセッションの

場合に非常に大きな問題になります。例えば空港の着陸料などが公共で決められている場

合に、需要の変動などに対してどのように対応するかという問題です。

交渉なり個別の事業ごとで決まってくるリスクの問題についてご説明しますと、用地買

収リスクというのは、例えば高速道路を造る際の底地は誰が買収するのか、そのリスクは

誰が取るのかという問題です。
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住民反対リスクも、なかなか民間の方ではコントロールできないのですが、例えばごみ

処理場を造るときの、住民反対のときのリスクをどういうふうに取るかということです。

公共が取ることが多いとは思います。

マーケットリスクは、例えば高速道路のコンセッションで需要がどれぐらいあるかとい

うところですが、多くは民間が取るということになります。ただし、午前中に呉先生のご

指摘でもありましたが、これは逆の例ですが、例えば高速道路の需要が少ない場合に利用

料金の徴収は少ないわけです。それについて、民間だけではなくて、公共側が一定のリス

クを取る。売上を一定の割合でギャランティーしてあげるという考え方もあります。

天災等の不可抗力リスクはなかなか難しいものです。特に日本では地震等の問題があり

ますので、どちらが不可抗力リスクを取るか、不可抗力でつぶれたものを復旧・復興させ

るための費用負担の問題になります。これは、皆さんご記'億に新しいかと思いますが、東

日本大震災で仙台空港が浸水してしまったときに、それを復旧させるにはどうするかとい

うことです。仙台空港は国管理の空港でしたから、当時国がやったわけですが、これを例

えばコンセッションで出していたときには、どのように復旧させるのかが非常に大きな問

題になります。これは民間の方から言うと、「それは民間がコントロールできないものだか

ら、公共が費用負担をしてくれ」と言われるのが常です。例えば通常の民間事業での公共

的な交通サービス、日本では民間が鉄道をやっているわけですが、地震で例えば線路が曲

がった場合は、補助金などは別として、基本的に民間が負担して補修しているわけです。

このように、例えば不可抗力リスクでも、事業の内容、事業のセクターによってどういう

考え方をするか、個別に判断していく必要があります。

最後に､独立採算型リスクは､独立採算で民間事業がPFIをやっているということです。

例えば簡単な例で言うと、合体型で美術館のPFIで、カフェの部分は民間が独立収益にす

るというようなことでやっている例などがあります。

8．PFIの事業契約

日本のPFI法でどのような規制がかかっているか。午前中に美原先生にも触れていただ

きましたが、日本では地方自治体が管理者の場合には、議会の議決が必要となっています。

PFIの場合は長期にわたる契約ですし、長期の債務負担行為が大きいので、それに対して、

市長など首長だけではなく、議会が民主的統制ということで入ってきます。

また、保証金やデポジットがありますが､PFI契約は長期にわたるものなので、民間の債

務不履行に対しての違約金を、担保するためのお金を積ませることがあります。例えば羽

田の国際関連は、相当な金額をキャッシュで積んでいます。

PFI事業契約についてはそれぞれの見方があります｡ここでは公共側からの観点で論点を

挙げてみたいと思います。官側の一番の関心は、継続してサービスをやってもらうという

ことです。従って、羽田の国際空港ではデポジットを積ませるような工夫をすることによ

って、債務不履行を起こしたら民間側にも損害が起きるというような形にしています。
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また､PFIの事業契約が途中で万が一終わってしまった場合には､公共サービスをできる

だけ継続させるように、第三者によって事業継続をするように、いろいろな仕組みを考え

ています。

9．Step-in

Step-inは、事業者そのものを変えてしまう場合と、プロジェクト・カンパニーのスポン

サーを変えてしまう場合があります。

10．融資契約

また、融資には民間からのお金も入っているわけですから、それには当然、お金を貸し

ている融資者側からの視点もあります。

11．プロジェクトファイナンス

ＰＦＩそのものではありませんが、ＩＰＰプロジェクトファイナンス、ＩＰＰ（Independent

PowerProducer）は発電事業ですが、こういった形で複雑なローン契約と担保契約ができ

ています（スライド１７)。

12．担保契約

以上を頭に置いていただいて、レンダーとしては、キャッシュでローンが返済されるこ

とが必要で、事業者に債務不履行はできるだけ起こさせないという観点が出てくるわけで

す。

13．直接協定

PFIで特徴的なものは､融資団と公共との直接協定が定義されることです｡直接協定を結

ぶと、公共側はきちんと事業者がローンを返済しているかどうか、融資契約が債務不履行

にならないか、その事象の発生を融資団から直接教えてもらうというメリットがあります。

融資団側のメリットとしては、事業者がPFI事業契約の債務をきちんと行っているのか、

公共側が事業者の債務不履行によって、何らかを問題視していないかということを事前に

知らせてもらえます。端的に言うと、通常の公共事業では公共と民間だけで、１対１でやっ

ているものを、融資団が入って直接協定が入ることによって、もう一つモーターする目が

増え、公共事業の継続性にも資することになります。

14．PFI事業契約の問題点

このようなPFIの当事者の関わりと契約があるわけですが､PFIの事業契約の問題点は、

重大なところは、契約の終了事由が起きたところです。先ほど不可抗力の話は少ししまし

たが、例えば民間事業者側に債務不履行があった場合はどういう結果になっていくか、解
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約までどのように結びついていくかというところが論点の大きな一つです。

例えば公共側が、民間に債務不履行があった場合でも、ただ１回の債務不履行で解約を

してしまい、全て事業契約を終えるという構成にはしておらず、数度のチャンス、例えば

違約金なり減額という制裁を与えつつ、回復への意欲も持たせながらさせるような条項が

入っています。民間が悪くて、債務不履行をして中途解約した場合にも、日本のＰＦＩのサ

ービス購入型と言われるものは、一定の金額は民間に払われ、ゼロではありません。その

ように、民間側も、仮に債務不履行があった場合にも一定の金額が払われることによって、

インフラの事業に入ってくるという参入障壁を減らしていき、融資も受けやすくするとい

う工夫です。

また、先ほどから違約金というのも出ていますが、できるだけ長く民間が事業契約を継

続するインセンテイブが働くように、事業契約の初期でやめてしまった場合には、違約金

額が多いけれども、継続すれば継続するほど、違約金の額が減っていくようにしている場

合もあります。そうすることによって、公共側もできるだけ民間に継続してくださいとい

うインセンテイブを与えようとしています。

15．PFI案件の傾向

PFIの従来の形は、コンセッションの改正前までは、多くはいわゆる箱物を作って、ＢＴＯ

で単純な維持管理をするという方法がほとんどでした。今後は運営型、独立収益型、コン

セッション制度が導入されて、変わっていくことになります。

16．改正前のPFI法の課題と改正の背景

コンセッションの導入について述べたいと思います。このコンセッション制度が始まる

前までの、従来の日本のPFI法の課題と改正の背景を簡単に述べたいと思います。午前中

も少し出ていましたが、従前のPFI法は、ほとんど手続き規定であり、他の行政法。規制

法などを乗り越える、新しい権利を付与するという法律ではありませんでした。従って、

日本でも公共事業、公共の施設は公物という概念があり、これは行政がやるのだ、公共が

やるのだという意識が非常に強かった。今でも強いところはあります。午前中に美原先生

からもご説明がありましたが、そういう意味では、公権力の行使で、こうした公物関係の

最たるものは刑務所における身体的拘束でした。日本の法務省の取り組みは非常に先進的、

積極的だと思いますが、最終的な受刑者の身体的な拘束力のところは刑務官という公が行

い、それ以外の多くのところは民間に任せて、PFIで刑務所をやっているわけです。

ちなみに、法務省でPFIでやっている、もしくは公設民営、民間委託で、何らかのＰＰＰ

が入っているものは、全体の受刑者の約１０％で、かなり大きい部分になります。

皆さんは、なぜコンセッションの具体的な事例について話さないのかと思っていらっし

ゃるかもしれません。法律は通っていますが、プロジェクトはまだ１個もクローズしてい

ないのです。
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１７．改正PFI法の概要と要点

もし今後立法される場合の参考になるように、簡単にお話しします。先ほど申し上げた

ように、コンセッション、公共施設の運営権という権利を特別に作りました。これは日本

で言う物権として作っています。施設の所有権は公共に残しておき、その中から運営する

権利だけを特別に物権として括り出して創設したわけです。日本では５０年ぶりの新しい物

権と言われています。

この物権はみなし物権ということですが、不動産に関する規定を準用して、これを抵当

に取れる。それによって、融資を付けようということです。さらに不動産と同じように考

えていますから、登記・登録制度も似たようなものを作ります。

１８．コンセッションスキーム

コンセッションは、既に出来上がっている公共施設（ブラウンフィールド）でも使えま

すし、これから造るもの（グリーンフィールド）にも使えます。ブラウンフィールドの場

合には、もう施設があり、そこから運営権だけをくくり出して物権として設定すればいい

わけですから、特に問題はありませんが、グリーンフィールドの場合は一つ問題がありま

す。これはみなし物権としたために起きている問題ですが、みなし物権は、施設ができて

初めて所有権というところから出てきますので、施設を造らせる前の段階では、所有権は

ないため、実はコンセッションの運営権はないという形になっています。日本の場合には、

かなりインフラが出来上がって、既設部分をコンセッションに出すことが多いでしょうが、

グリーンフィールドとして新しくこれから道路などを建設する場合には、所有権を前提と

した考え方、物権という考え方でいいかどうか、仮に中国において立法されるときには慎

重に考えられた方がいいと思います。

19．民間資本の導入促進に関連する改正法の論点

改正法の論点としてはいろいろありますが、要は運営権というものの価値は、経営の自

由度がどれだけあるかによって全然変わってくるわけです。従って、例えば先ほど呉先生

のお話にもあった水道料金や、空港でも着陸料など、その料金設定の自由度をどれだけ民

間に与えるかによって、そのコンセッションの事業価値が全然変わってまいります。

また、コンセッションでも、事業が途中で終わってしまった場合が一番大きな問題です。

法律には、公益上の取り消し事由、公共側が勝手に止めてしまった場合などのことしか書

いていません。取り消し事由が起きた場合に、損失補償するという規定があるのみです。

これは一つ技術的な問題があります。運営権の設定を、物権を作るという意味で、契約行

為ではなくまず行政処分によって作り出したところから来ている規定の仕方になっていま

す。従って、法律上規定されていない不可抗力で終わった場合や、民間事業者債務不履行

の場合には、どのような支払がおきるかは、契約によって規定されます。そのような場合

における考え方を、今、ガイドラインで書こうと検討しているところです。法律上の規定
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がないので不可抗力で終わった場合にゼロ、即ち補償はないとまで決まったわけでもあり

ません。

20．インフラ事業への活用可能性

コンセッションで、今後、日本において出てきそうなものを簡単に触れて終わりにした

いと思います。先ほど触れました、関西空港と伊丹空港の統合によるコンセッションは法

律が通っています。国管理空港は２７空港ありますが、これも少し法律を変えなくてはいけ

なくて、今度の国会に提出予定です。

あとは有料道路です。世界的には道路が一番コンセッションになじんでいますが、日本

でも有料道路はまだまだ造りたいということと、有料道路を５０年間で無料化するというポ

リシーがあり、これを変えないとずっと有料化はできないのですが、これも一部検討され

ています。

最後にもう一つだけ、大震災の後のインフラ整備にコンセッションが使えるかという議

論がありますが、これはやはり復旧に時間をかけられないので、最初は、公費で、国や地

方自治体のお金でやっていると思います。これが整ってきた場合、例えば上下水道コンセ

ッションに出します。それによって、公共は資金を回収して、さらに必要なところの公共

事業にお金を使えるという考え方を取れば、直ちにではありませんが、将来的に必要なお

金を公共事業に回すことが考えられると考えています。

時間を超過したので終わります。最初の中国語での挨拶に集中しすぎて、コントロール

ができなかったかもしれませんが、ご質問などがありましたら、後ほどお願いいたします。

（司会）５分間しか超過していませんので、見事に時間をコントロールしていただいたと

思います。

それでは、コメンテーターとして、北京市共和法律事務所の徐斌弁護士にお願いしたい

と思います。
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＜講演Ⅱに関する中国側コメント＞

2．中国政府における規制・ルールづくり

そして、これに関する政府の規制ないしルールづくりとして挙げられるのは、１９９５年、

今の発展改革委員会の前身である国家計画委員会は、外国資本を活用して、コンセッショ

ン経営による中国インフラの整備の審査・承認に関する意見が出されます。

さらに１９９７年、中国国外、すなわち海外におけるプロジェクト・ファイナンスに関する

管理規則を制定しました。これらの関連規則の制定は、海外資本を呼び込んで、中国国内

における発電所・上水道などのインフラ整備に大変役に立っていると思われます。

そして、当初は海外資本を呼び込むためのものでしたが、このようなコンセッション方

-３６－

北京市共和法律事務所弁護士

徐斌

大変素晴らしいプレゼンをしていただき、ありがとうございます。とりわけ、弁護士の

同僚として、赤羽先生は一弁護士でありながら、政府のアドバイザーをし、しかも政府か

らフイーをきちんと取られたということに感謝しなければなりません。

私が聴講しましたところ、やはり日本はPFI，そしてＰＰＰのいずれの内容に関しても非

常にきめ細かく分析し、どういうものからなっているのか、どういうタイプのものがある

のかについて、大変撤密に分析・研究をされたとつくづく感じました。そして、法律制度

その他を通じて、それを実行可能なものにしたわけです。その結果として現れてきたプロ

ジェクトは、日本の生産ラインのように一つ一つクオリティーが高く、しかも実際にうま

く回っているわけです。

1．中国におけるコンセッション

実は、この公共施設ないし公共サービスの民営化の法律的ステータス、さらには具体的

な事例について、われわれも若干聞き及んでおります。そして９０年代、中国はインフラを

整備していく中で、財政予算不足の問題もあり、例えば発電所、上下水道、高速道路の整

備等についてコンセッション方式をたくさん採用しました。もちろん、このコンセッショ

ン方式は、主としてＢＯＴモデルを採用し、しかも中国の民間資本よりも外国資本を呼び込

んでコンセッションをしていただいたわけです。

その中で名前がよく知られている事業をご紹介しますと、広西省にある高速道路や、四

川省の成都にある第六浄水場、そして香港の地下鉄事業会社と、北京市の首都キャピタル・

カンパニーと共同で実施する北京地下鉄４号線､さらに上海の都市部を貫通する高架道路、

延安道という幹線道路について、コンセッション経営を実施しました。



式は、中国国内の事業者にも解禁しました。例えば２００４年、当時の建設部（現都市農村建

設部）が、都市部のインフラ・公共サービスのコンセッションに関する管理規則を公表し

ました。その中では、明確に市場原理を生かして、都市部のインフラ・公共事業のための

事業者選びをすべきだと訴えています。具体的に言いますと、一定の期間を設け、都市部

における電気・ガス・水道。熱・ごみ処理、公共交通機関を、民間事業者にコンセッショ

ン方式で解禁するという内容のものです。

さらには２００９年、中国の現行監督当局であるＣＢＲＣは、プロジェクト・フアイナンス

ヘの融資に関するガイドラインを公表しました。この中では、金融機関がプロジェクト・

ファイナンスに関してどのような融資をすべきかという規定をしています。そして、具体

的な建設をした中で、中国は９０年代以降、世界銀行のローンを使用し始めました。これら

の海外金融機関の融資も、主としてインフラ整備に使われています。

世界銀行の融資を使用する以上は、その規定に基づき、全ての世界銀行が融資を出すプ

ロジェクトに関して、世界銀行のルールに基づいてやらなければならないと求められてい

ます。その中には、例えば事前に非常に周到なＦＳを行うこと、そして、きちんとした手続

きを踏んで評価・審査をすること、さらには、調達・購入するときに入札を行わなければ

ならないことです｡そして､具体的な実行段階においては､ベイルイン条項(Bail-InDept)、

そして工事に関するスーパーバイジングをきちんと行うことが求められています。そして、

プロジェクトの建設が終了した時点できちんと合格しているかどうかの確認を行い、しか

もアセスメントを行うことが求められています。

実はこのような世銀が最初に提唱したプロジェクト整備に関する手続き等は、ほとんど

中国の国内法に反映され、中国国内の政治調達やインフラ整備に活用されています。

以上ご紹介したものは、中には法律・ルール・規定等がありますが、中国政府がインフ

ラ、そして公共事業・公共施設の整備に、中国の国有資本、民間資本を問わず、民間事業

者を呼び込むための法的枠組みを形成しています。午前中にご指摘がありましたように、

現在のところ、中国国内にはまだ手続法、基本法としてのＰＰＰないしPFIに関する法律は

ありません。

3．中国政府の奨励策

続いて、中国政府は公共施設。公共事業の民営化に関して、どのような奨励策を取って

いるのか、そして現在どういう問題点に直面しているかについて紹介したいと思います。

実は近年になり、中国は民間資本の一層の発展、さらには民間資本を活用して、公共施設

を整備し、またはその民営化を奨励しています。その中には、国民レベルの若干の意見、

閣議決定されたようなものですが、２００５年に個人経営・民間資本を含めた資本の発展をさ

らに応援し、奨励し、リードする指導委員会があります。その中には、非公有資本、すな

わち国や地方政府が有する資本のインフラ・公共事業への参入を奨励することを明確に打

ち出しています。そして、さらに２０１０年、国務院の名義で、民間資本の健全な発展を奨励
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し、リードするための若干の意見を公表しています。その中には、政府の投資の範囲を明

確に規定しなければなりません。政府の投資は、国の安全保障、さらには市場の力で資源

の最適配置ができない経済や社会分野に限定されると明確にうたっています。市場原理が

生かせるようなインフラ、そして公共サービス・公共事業に関しては、民間資本の参入を

奨励し、誘導しなければならないと言っています。

それに対して、国有資本は、国家や国民の経済運営、さらには肝心な国の経済の命脈に

なるような分野に、より集中しなければなりません。競争分野においては、民間資本のた

めに、より広々とした空間をつくり出さなければなりません。今言っている建前の話はい

ずれも聞こえがいいです。しかし、現状を見ていますと、むしろマクロ環境の中で、国有

資本、ないし国がマジョリテイを取っている企業は、中国の全ての分野、とりわけ市場原

理が十分生かせる競争分野で大いに猛威を振るっているという展開があり、民間企業の生

存空間が大いに圧迫されています。現在でも中国で激しく議論が展開されていますが、「国

進民退」といって、国ないし国有資本が進み、民間が撤退するという現象が後を絶ちませ

ん。

現在直面している一番深刻な問題は、例えば民間企業が落札して、より良いサービスを

提供し、より良くプロジェクトを運営していくことではなく、むしろ入札が行われても、

その競争に民間企業が、国有企業に負けてしまい、落札するチャンスにほとんど恵まれな

いことです。国有企業は、あまりにもパワフルです。中国ではたくさんの民間資本を発展

させる政策を打ち出してはいますが、掛け声倒れになっています。これはボクシングで例

えれば､私は７０kg級の者で､ボクシングのプロの方と戦うのと等しいものです｡私の体格、

そしてプロの方との間の格差を埋めてくれるようなルールが確立されなければ、いくら戦

っても、勝ち目はありません。そうしないと私もあえて挑戦に出ることができません。

では、最後に赤羽先生に質問したいと思います。日本は中国に最も近い隣国です。そし

て、中国の言葉には、当事者よりも傍観者がよく分かるというような言い方があります。

ですので、例えば中国の民間資本、民間事業者の競争力を高め、公共施設．公共事業によ

り参入させるためには、どうすればよろしいでしょうか。

（赤羽）第三者としてですが、これは実は、まだ日本でも存在する問題です。例えば、

先ほど言いましたが、有料の高速道路の大部分は、高速道路株式会社というところが管理

していますが、これは日本の中央・地方政府の子会社で、法律上民間事業者はできないこ

とになっています。これは規制緩和の対象からまだ外れているところですが、日本は規制

緩和といういろいろなレギュレーションを、公共事業でできるものなどいろいろな対象の

業務に対して、１０年ぐらいやってきました。もちろん、リーマンショックの後、若干後退

したことはありますが、それまでかなり強力に小泉政権以来やっており、今回の新しい自

民党政権でも引き続きやっていくと理解しています。

しかし、規制緩和は簡単ではありません。その前段階として、規制が何かということが
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分からなければ、規制緩和はできないのです。私が弁護士を始めた二十数年前は、日本も

行政指導が強力にあり、まずは何に基づいて、どういうガイダンスがされているのかとい

うこと自体が、不明瞭でした。それで、われわれの金融部門での仕事は、当時の大蔵省に

確かめて、これはＯＫかどうかというようなことから始まっていたわけです。それから十

何年かけて、規制が何かということをはっきりさせ、法律上の根拠に基づかない行政指導

をやめるという流れになりました。これは民間企業がやはり声を大きくして言ってきたこ

との、地道な努力の結果だと思います。私の理解するところでは、民間企業に下駄を履か

せるようなことは、今まではしていなかったと思います｡私で分かるのはこれぐらいです。

もしかしたら、美原先生からコメントがあるかもしれません。

（美原）私は中国の状況はまだよく分かりませんが、公正な取引、公正な競争とは何か

を、ご議論された方がいいと思います。それは国有企業の大きさなのか、規模なのか、あ

るいは業域を全て国有企業が担っていて、民間事業者の範囲は小さいのか、それによって

も違ってくると思います。もし、公平な競争、健全な競争が必要だとするならば、そうい

う競争政策を取るべきでしょう。そのときに、何らかの規制が国有企業にかかるかもしれ

ないし、国有企業を小さく分解し、もっと活力のある事態になってくるかもしれない。そ

れは御国の競争政策の課題でないかと思います。

（徐斌）今、日本の状況が経済全般として、民間が主流になっているのか、私は存じて

おりません。少なくとも中国の状況を見ますと、実は特に近年、国有企業が株式会社化や

上場などを通じて、国有資本以外により多くの民間資金も取り入れ、獲得したわけです。

従って、それが資金力となり、一般競争の業界にまで食い込んでいることが現状になって

います。ですから、今、中央政府は既に方針として、国有資本あるいは国有企業に関して、

今後、投資のターゲットとして、国の基幹的な産業、要するに国の運命に関わるような重

要な産業だけに絞りなさいという意見も出しています。

そこで、私個人として、国家発展改革委員会に対して、少し提案をしてみたいと思いま

す。例えば当時、外国資本を誘導するために、外資企業を奨励するような産業の目録を作

って発表しています。ですから、今からはむしろ国有企業あるいは国有資本の投資に対し

て、禁止あるいは制限するようなリストを明確に作ってはいかがでしょうか。それならば、

プロのチャンピオンの選手に、あなたはこのレベルの試合には参加する資格はないという

ことが、多分堂々と言えることになります。
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＜討論及び質疑応答＞

（司会）皆さんの反応を聞いてみると、プレゼンテーションの内容もコメンテーターの

お話も、皆さまはかなり高く評価されているようです。特にお二人の先生の講演のお話は

非常に幅広く、かつ、非常に明瞭にご紹介いただきました。また、お二人のコメンテータ

ーの先生も非常に要領良く、かつ、非常に重要なポイントをしっかりとつかめ、われわれ

に非常に重要なヒントを与えてくれました。

今回のセミナーの成果をより豊かにするために、全員のディスカッションのセッション

を設けました。昨晩、お二人の講師の先生といろいろお話をしましたが、お二人ともフロ

アからの質問をかなり期待されているようです。なるべく多く、また、なるべく難しい質

問をしてください。非常に貴重なチャンスですので、皆さん、ぜひ逃さないようにしてく

ださい。もし皆さんから前向きな質問がなければ、私の質問のストックが少なくとも１０問

以上ありますが、司会ですから、なるべく皆さんを優先します。

（栄朝和）まず、私からご質問させていただきます。私は北京交通大学から来ました栄

朝和と申します。恐らく、今日ご在席の皆さまは、ほぼ全員が法律分野出身の方で、私だ

けが唯一、法律畑ではありませんので、あえて先頭として質問させていただきます。

このセミナーは民商事法セミナーということですが、今日、議論している内容は、従来、

政府や公共団体が担うべき事業に、民間が積極的に参入するというテーマです｡要するに、

法律制度で言うと、普通の民商事という範嬬法律の主体の行為に対する法律の調整なの

か、特殊な主体に対しての法律、普通の民商事の主体の行為に対する法律の改正なのか、

それとも、特殊な主体に対しての法律の範!篤のことを議論しているのか。できればそのあ

たりのコメントをいただければと思います。

この質問の背景をご説明しますと、日本には特殊法人があります。例えば財団法人など

が存在し、いろいろな公団もあります。郵政、鉄道、高速道路などの公団は特殊法人で、

そういう特殊法人が、特殊な分野での事業を行っています。今日、議論している民間の利

活用ということについて、今後の法律改正に伴って事業を進めていくと、従来から存在し

ている特殊法人がなくなり、普通の法人格に変わっていくのでしょうか。それとも、ＰＦＩ

のような事業のために、新たに特殊法人を作り出すのでしょうか。あるいは、特定の特殊

分野として、特殊法人格を与えて事業を展開するのでしょうか。そのあたりのお話をご紹

介いただければと思います。

（小杉）私が知る範囲でお答えになるかどうか分かりませんが、ご説明しようと思いま

す。

まず、日本の法体系の中で、公法と私法は非常にはっきり分かれています。それは明治

時代、日本が西欧の法律を導入したときからの経緯があり、特にドイツの影響で公法と私
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法を分けました。それがいまだ尾を引いており、先ほど赤羽さんが説明されたように、公

共施設の運営権をどう扱うかということは、日本の法体系の中では大変難しい問題です。

公共のものは公物という物の考え方をしており、普通の民法の所有権とは違う概念です。

それを今のように民間資本を導入するときに、いかに民法の考え方と整合させていくかと

いう問題が出てきます。先ほども話が出ていた「みなし法人」という考え方があり、まず

そこなのです。

（美原）PFI契約は、わが国では行政契約です。行政契約は、公法上の目的を達成するた

めに、私法上の手段を用いて行う契約ですから、権利義務関係はあくまでも私法上の契約

です。ですから、公法と民法を橋渡しするような契約が行政契約だと思っていただいた方

が分かりやすいかもしれません。契約そのものは、民法上の考え方でもあるわけですが、

公法上から見ると、あくまでも公法です。公共サービスや公共施設を提供することは、公

法で事業として決まっているわけです。それを実現する手段として、民法とブリッジして

いるという考え方になると思います。

（栄朝和）いわゆる特殊分野という概念になるかと思いますが、コンセッション方式で

あるプロジェクトのカンパニーや会社が作られるのですが、投資側には投資者がいて、実

際の業務の内容は特殊な分野の業務ということになるわけです。これが民法上で言ってい

る法人格の概念とは違う、いわゆる特殊的な性格の法人になるのですか。

（小杉）今の質問は、公法と私法とは関係ない話だと思います。主体が法人の場合と民

間の場合があるということだけだと思います。

（赤羽）今のご質問は、コンセッションでもＰＦＩでも行政と民間との契約になりますか

ら、行政契約という公法と私法の中間的な性質の合意協定になります。民間事業者自体は、

基本的に特殊法人でも何でもなく、普通の法人で、典型的には株式会社です。ではその資

本に、特殊法人はなれるのか、資本的な規制があるのかといった問題はあるのですが、そ

れは原則ありません。

（原田）国際民商事法センターと国家発展改革委員会が共催して、このセミナーが「民

商事法セミナー」となっていますが、最初のご質問は、伝統的な民法、商法、訴訟法とい

うものから、今回のテーマはかなり離れているのではないかということだったと思います。

そういう疑問を持たれるのは当然だと思います。しかし、過去１７回、私どもは中国の当局

と一緒にこのセミナーを行ってきましたが、最初のうちは伝統的な民法、伝統的な商法、

訴訟法ということが、かなり長くテーマになってきました。その後、独占禁止法の問題や

不正競争防止法の問題、労働法の問題、知的財産に関する問題、環境を保護するための法
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制ということで、テーマがどんどん新しく展開し、広くなってきました。

中国と日本がさまざまな形で理解を深め、基本的な理解は相当行き渡ってきた、そして

テーマが発展してきたと思います。今回、国と民間が協力し、社会の持続的な発展のため

に、どのような法制が必要なのか、どのような実例があるのか、問題は何かということを

テーマにしたのは、現在、中国も日本も、重大な問題に直面しているからだと思います。

中国におかれても、日本でも、今抱えている問題はとても大切で大きな問題で、いろい

ろな知恵を集めないと、解決できない問題が出てきていることは、今日の午前中からのお

話でお分かりいただけると思います。日本も、大変困難な問題を抱えています。しかし、

それはパブリックな利益とプライベートな利益をどう調節したらいいのか、そして国民の

多くが安心して信頼できる国の経済体制を作っていくには、どうしたらいいのかというこ

とが、根本的な問題意識なのだろうと思います。

（栄朝和）全くおっしゃるとおりです。中国としては、日本の経験や今までの発展の歴

史などについては、参考になること、学び取ることも多いと思います。例えば特殊法人に

ついて、今、中国には特殊法人というコンセプト、概念、分類が存在していません。

今、非常にホットなイシューとして、国有企業の改革という課題があります。国有企業

をどう改革するかということについて、一般法人として改革すべきだ、変身させるべきだ

という考えがありますが、この考え方自身が間違っているのではないかと思います。例え

ば、中国にも特殊法人という概念があれば、まさしく国有企業はある意味での特殊法人的

な存在だと理解しています。

先ほど弁護士の徐先生もおつしやったように、今、国有企業と民間企業の間の競争環境

は全くアンフェアです。今後、国有企業をどう改革してくのかということについては、日

本の特殊法人が参考になるのではないかと思っています。

（原田）これも大変重要な問題だと思います。明治以来、日本の重要な産業は、国が参

加して興してきたことは事実です。最初は鉄鋼会社で、それから鉱山、造船（船を造る)、

国鉄（レールを敷く)、そして郵便局、その他たくさんの国有企業がありましたが、民間に

することによって、より国民のためになるという考え方が急速に出てきて、これらの特殊

法人は、かなりの部分が民営化されました。

日本の場合、これらの特殊法人は、国の発展のために一定の大きな役割を果たしたと思

います。しかし、これが長く続いたために、一部の特権を持った人たちの支配するものに

なってしまったという批判が起こりました｡そして､このことが経済的に停滞に陥った１９９０

年代に入ってから、規制緩和の中の中心課題になり、ことごとく民営化しようとする動き

になっていったわけです。

しかし、歴史的な発展過程の中にあって、どういう形態の会社を作っていったらいいか

ということは、その社会の歴史の状況に基づくものですから、なかなか判断が難しいので
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す。日本の場合、あまりにもそれに頼りすぎたということで、さまざまな社会的な問題が

障壁になりました。いわばその負の遺産、間違った遺産を、今の日本は受け継いでいるの

だと思います。

（栄朝和）本当に貴重な話をありがとうございました。先ほどはあまりにも重い質問を

してしまいましたが、今はよりリラックスできる質問を、赤羽先生にお伺いしたいと思い

ます。

先ほど先生は、現在、弁護士でありながら、政府のPFI推進委員会の専門委員も務めら

れているとおつしやいました。しかも、先生がお勤めの法律事務所は、これまでさまざま

なＰＦＩの案件のアドバイザーになり、そのうちの約半数は政府のアドバイザー、２５％が事

業者側、残りの２５％ぐらいが金融機関、融資の側のアドバイザーだということでした。も

ちろん、弁護士として、自分のクライアントの立場に立って物事を言うのは当たり前です

が、政府の委員会の中では、誰の立場に立って発言されるのでしょうか。

（赤羽）それは私個人の立場で、自分の考えで意見を述べています。専門委員は非常勤

ですが、何を期待されているかというと、専門的な見地から意見を言うことです。

一つだけ付け加えると、私としては、この制度で社会的な公共サービスもきちんと行っ

ていきたいのです。あまり不合理なアドバイスや、一方的に民間や公共に偏ったアドバイ

スをしても、私個人としては、意味がないと思っています。やはり合理的なな取引条件と

いうところから、PFIがどう発展していけばいいかということは、常に根底に置いて考えて

いるつもりです。

（栄朝和）よく分かりました。一専門家として、自分の専門性、知見を生かし、関係各

社、ひいては社会の公益のために奉仕されているという理解でよろしいですか。

（赤羽）そのように理解されると、すごく格好良く聞こえるのですが、答えはイエスで

す。政府の専門委員としてはは、通常業務に比べるとほとんど報酬もありません。

（栄朝和）大変貴重なお話をありがとうございました。日本の場合、専門家委員会や審

議委員会をきちんと設け、専門家の意見を聴取した上で物事を決めていくことが分かりま

した。

実は、中国にも専門家による審議委員会がたくさん作られています。しかし、こういう

専門家委員会は場当たり的です。例えばあるプロジェクトに関して、その場で専門家委員

会を設けて審議します。日本の場合、こういう専門の審議会や委員会は、きちんとした手

続きを踏んで専門家が選任されます。そのときには任期もありますし、継続性があります

から、選出された専門家が発言するときには、きちんと責任ある姿勢を取るわけです。中
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国の場当たり的な専門委員会は、窓意的で往々にして行政側に喜ばれる人、何か投票を行

うときに、行政側に１票入れる人だけが選ばれるわけです。そうすると、このような専門

家委員会があっても、果たしてどこまで役割を果たしているのか、’壊疑的になります。

私は交通エコノミーという分野の専門家で、これまで幾つかの専門家委員会の委員も果

たしました。しかし、自分はあまり役割を果たせていないと思います。

ですから、日本の方に確認したいと思いますが、日本の審議会や推進委員会の専門家は、

どのように選任されているのでしょうか。そして、皆さまはこれを非常に神聖で崇高な意

義を有するミッションとして受け止められ、自分の所見をきちんと述べられているかどう

かを確認させてください。それを受けて、今後の中国の専門家委員会の組成や仕事の改善

につなげていければと思っています。

（美原）これはPFI法によって定められた審議会で、審議会の中でも非常に格の高い審

議会だと思ってください。それ以外の国の審議会は、さまざまなものがあります。残念な

がら、日本の学者の中にも、少し行政に偏った意見をする方もいて、われわれの委員会に

も実は若干おられますが、大半は赤羽先生のような中立的な方かもしれません。

（司会）ありがとうございます。先ほどの栄先生のご質問に、日本の専門家から大変素

晴らしいご回答をいただきました。

１点、皆さんにお願いがあります。時間がかなり少ないですし、質問されたい方もたくさ

んいますので、質問される方は、自分が最も聞きたい質問を絞り上げて質問してください。

（Ｑ２）先ほどの栄先生のご質問は、非常に簡単に聞こえますが、なかなか答えにくい質

問だったと思います。それよりは、はるかに簡単な質問をさせてください。

先ほどの二人のプレゼンターの話では、いずれもPFIではバリュー。フォー・マネーと

いう評価手法が用いられているというご説明があったと思いますが、その比率はどれぐら

いあるのでしょうか。全事業に用いられているのでしょうか。行政側がＰＦＩのプロジェク

トを立ち上げようと企画する段階から導入しているのか、それとも、従来型の手法も取ら

れているのでしょうか。

さらに、追加的な質問をさせてください。当初、立案のときにバリュー・フォー・マネ

ーの手法が用いられることは理解できました。では、いざ公募を始めて入札し、入札の書

類を全部そろえたところで、複数の入札者がいたとき、事業者を決めていくわけですが、

そのときに再度バリュー・フォー・マネーの手法を用いて計算することはありますか。

なぜかというと、当初のバリュー・フォー・マネーの試算は、あくまである仮説に立っ

た試算で、全ての入札者の書類がそろうと、今度はそれを比較しなければなりません。私

が聞き及んでいるところでは、英国の場合、入札が終わった後に、全ての入札参加者の書

類をもう一度見比べ、当初立てたバリュー・フォー・マネーの前提条件が成立するかどう
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かの再評価をするそうです。シナリオどおりにいくかどうかの再評価をすると思いますが、

日本はどうでしょうか。

（美原）強制ではありませんが、ガイドラインではそういうことを推奨しています。た

だし、前提があります。それは、パブリック。セクター・コンパレーターと呼ばれる公共

側の当初の判断基準の前提を変えないことです。もし、これを変えてしまえば、おかしく

なってしまいます。当初の合理的な推定が正しかったか否かを検証するステップとして、

事業者選定のとき、契約のとき、それを事後検証しながらノウハウ、ナレッジをためてい

き、最初に取った前提が本当に正しかったかどうかを検証することは、好ましいステップ

ということで、ガイドライン上は推奨されています｡多段階で判断を検証するわけですね。

そこは、バリュー・フォー・マネーの多寡を問題にしているわけではないのです。あく

までも最初の前提が、合理的で正しかったかという説明責任がありますから、それを検証

していく制度として捉えるのです。大きくなったり小さくなったりすることを対象にして

いるわけではないのです。

（Ｑ２）地方のバリュー・フォー・マネーの検証は、当初の意思決定がリーズナブルで合

理的であることを、検証するためのものと理解してよろしいですね。

(美原）そうです。それにより説明責任を果たすということです。

（Ｑ２）台湾にもＰＰＰに該当する法律がありますが、政府がコントロールできる資本（国

有資本）が、その事業者の中に２０％以上の持ち分になった場合に、それはＰＰＰのプロジェ

クトに該当しないという規定があります。日本のPFI法の中には、同様の規定があります

か。

（美原）そういう規定はありません。ただし、第３セクターという形で、公的部門が民

間事業者に出資することは否定されていません。法律上は禁止されていませんが、地方自

治法上、監査対象になるパーセンテージ以上に、地方公共団体が出資率を上げて参加する

ことは、必ずしも好ましいとはされていません。民間主体の経営の裁量性に影響力を与え

てしまうからです。勿論、好ましくはないと言っているだけで、禁止されているわけでは

ありません。

ただ、先ほど台湾のご質問がありましたが、去年、私は台湾の行政院に呼ばれてやはり

ＰＦＩの話をする機会があり、意見交換してきました。台湾のケースは非常に特殊で、制

度としてはＢＯＴ法で、利用料金制でのみ成り立つＢＯＴしか前提にしていません。官と民

を明確に峻別し、中途半端な考えは無いという考えですから、公的部門の参加には、もの

すごくセンシテイブな考え方をお持ちになっていると思います。
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（陳恵蓉）私は発展改革委員会の価格司の者ですので、価格、さらには料金について聞

きたいと思います。

まず、中国の状況をご紹介しますと、中国では公共サービスや公共財に関して価格の制

限をしています。一部の価格は、政府が直接決める指定価格で、若干の変動幅はあるもの

の、行政側がその上限ないし下限を設けています。では、日本の公共サービスや公共事業

の価格設定に関して、日本の行政は同様の管理手法を取っているのでしょうか。

そして、２間目も先ほどと非常に関連性があります。仮に民間事業者がＰＦＩの形である

公共事業に参入し、それがＢＯＴ方式で行われるとしましょう。そのときに、この民間事業

者は、独自に料金設定できるのでしょうか。また、政府が一定の関与をすることはあるの

でしょうか。そしてこの点に関して、日本は法律で明確に決めているのでしょうか。

さらには、プレゼンテーション資料を拝見する限り、コンセッション法のガイドライン

に関して、現在も意見が分かれているというお話がありました。では、法律の中で事業者

側による価格設定や行政の関与に関して、どのような具体的な規定をしているのでしょう

か。

（赤羽）１問目に対しては、事業によって違うというのが回答です。例えば水道料金は市

などが行っていますが、この場合は基本的にコストの積み上げ方式で申請がなされていま

す。有料の全国的な高速道路の運営は、ほぼ100％、国の子会社が行っている関係もあり、

基本的にその会社が利益を出してはいけないという料金ですから、利益項目はないのです。

飛行場の例を挙げますと、飛行場で大きな料金には飛行機が着陸したときの着陸料と、

パッセンジャーが払うＰＳＦＣがあります。これは原価方式ではなく認可なのですが、上限

認可などの方式があり、ある程度の幅が認められています。従って、先ほど申し上げたよ

うに､羽田のターミナルビルは日本最大のPFIですが､いろいろな料金の種類があり､ＰＳＦＣ

とさまざまな物品販売で利益を上げています。

２番目の質問のお答えも同じで、ＢＯＴ方式でも事業によって異なります。従って、道路

は利益を出してはいけないという考え方は、ポリシーとして今後変更するか否かだと思い

ます。

（Ｑ４）赤羽先生に法律に関する質問をさせてください。先ほどのご紹介のPFI法改正の

ところで、運営権をみなし物権というお話がありました。抵当権設置もできる改正があっ

たという話もありましたが、そのみなし物権についてです。例えば担保の設置ができる権

利には、所有権があって担保を設置できる権利があります。もう一つは、それを所有する

のではなく、占有することによって、ある程度の収益をもらえます。その権利はお互いに

対立し合う権利です。ですから、みなし物権と担保物権は基本的に対立するものです。

そのあたりは、中国の法律の中では、公益的な施設については基本的に担保の設置は禁

止されるという明確な規定があります。日本の法律の中で、こういう二つの対立し合う権

利は、矛盾しないでしょうか。不動産としてみなして、みなし物権として担保権設置がで

きることになると、中国側としては理解しづらいのです。
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（赤羽）一つの方法は、ＢＯＴです。ＢＯＴの場合、所有権が民間にありますから、公共サ

ービスであっても、所有権として担保に出せるわけです。もう一つは、所有権が行政にあ

った場合、担保に取るものがないという問題があったので、何らかのはっきりした権利を

作り出さないといけない。それは運営権という権利で、これをみなし物権としたのです。

物権というのは､所有権などの一定の決まった権利で､必ずしも物権化する必要はなく、

何らかの担保にできるような財産権であれば足りたとは思うのです。所有権は公共として

保持しており、その運営権をとにかく担保の対象にできる形にしたいがために、みなし物

権にしたという都合があります。これは韓国もそうです。

日本でも行政財産は､当然のことながら担保には出せません｡処分が禁止されています。

ですから、所有権は公共にありながら、何らかの担保を作り出すための精いっぱいの形と

して、みなし物権という権利を運営権として作り出したというのが、法律の構成です。

（Ｑ５）２点ほど聞かせてください。一つ目が、恐らく、日本でPFIのプロジェクトをす

るときに、中央政府や行政として補助金を出す制度があると思います。具体的にその補助

金は、どのように運用されているのでしょうか。

二つ目が、先ほど、政府の新政策として、土地を提供するという話があったかと思いま

す。ただ、日本では土地が私有のものですので、PFIのプロジェクトのために行政が土地を

提供することになると、行政がいったん土地を買い上げてから提供するということになる

のでしょうか。

（赤羽）１番目の質問は、例えば小学校を造るのは基本的に市単位の義務ですが、補助金

は中央政府から出ます。では、PFIにした場合にどうなるかという問題があります。いろい

ろな考え方があり、いったん地方政府に補助金を出すという考え方もありますが、基本的

には公共工事と同じような考え方をすることが多いと思います。

極端な例はごみ処理場です。ごみ処理場の場合には、ＢＯＯやＢＯＴでオペレーションし

ている間に、事業者が所有権を持っていることが多いのですが、これに対しても直接また

は間接的に補助金を出すことがあります。従って、基本的には同じような形で行います。

補助金が出ない事業であれば、PFIであってもPFIでなくても、出ません。従ってPFIだ

から出るということはありません。

２番目の答えですが、日本の土地は私有制ですが、地方自治体や中央政府が持っている公

有財産たる土地は、例えば東京の霞が関、官庁街の土地は、ほとんど行政財産です。それ

をさらに有効的に活用するために、美原先生がご説明された、官庁とオフイスビルを一緒

に建てること（合築）を許すために、行政財産である土地に一部、民間事業者に賃料を支

払ってもらって、利用させている事例があります。

（Ｑ６）私から２問、聞かせてください。例えば図書館や公民館は、本当に純粋に公益的

な施設であって、空港や高速道路、病院などとは少し違い、収益が見込めないものです。
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こういう純公益的なプロジェクトには、何らかの特別な扱いがあるのでしょうか。

２つ目に、今日、先生方のお話で強調されているように、PFIのプロジェクトでは、官と

民の平等を極めて重視し、かつ特別なコンサル的な顧問委員会のような組織があるとおつ

しやっていました。その委員会は、弁護士事務所が担っているのでしょうか。また、その

ようなサービスを提供するために、何らかの基準、資格はあるのでしょうか。

（美原）一つ目の公民館や図書館に、特別の制度的な取り扱いがあるかということです

が、あるケースもあれば、ないケースもあるというのが実態です。例えば図書館は国の補

助金は全くありません。図書館法という法律はありますが、官が整備したり、民整備した

りすることも可能で、かなりフレキシブルな制度になっています。公民館に至っては、制

度も補助金も何もありません。整備するか否かは、地方政府に全て委ねられているのが実

態です。もちろん、個別の法により一部、補助金が出るケースもありますが、主に社会イ

ンフラのこういう施設には、国の援助や特別な支援はほとんどありません。

２番目のご質問ですが、公的部門が具体の案件の構想、計画、公募をするときに、さまざ

まな外部的専門家を雇用することになります。この雇用は、公募もしくは提案公募によっ

て、専門家から提案を募り、価格、評判、評価、パフォーマンスを個別に評価して選定し、

有償によってコンサルタント、アドバイザーを起用します。もちろん、有償ですからお金

を払わなければいけないのですが、これはあくまでも公的部門を支援するためのものです。

相応の費用がかかりますが、高いコンサルティングの質を求めれば、必要不可欠の費用か

もしれません。

（司会）最後に、司会としての特権を生かして、私から質問させてください。

ＰＦＩの立法に関する全体の枠組み的な質問です。いわゆる伝統的なＰＦＩと、今、コンセ

ッション方式の導入で、法律の改正も進めているという話ですが、特に赤羽先生のお話で

は、本格的なコンセッションの案件がまだ表れておらず、今後は空港や有料道路を可能性

として見込んでいるとのことでした。

ただ、美原先生のお話では、今、羽田空港が最大のＰＦＩのプロジェクトとのことでした

が、今のコンセッション方式のPFIと、従来のＰＦＩとの大きな違いは、一体どのあたりで

しょうか。

（赤羽）今、法律的にコンセッションとして設定できるためには要件があり、事業者が、

利用者から利用料亀金を収入として得るという形態が一部でも入っていなければ、コンセッ

ションという運営権は与えられないというのが、法律上の定義です。

少しややこしいのは、羽田は完全な独立収益型で、コンセッション法が導入される前に

できたのですが、国との契約は、ターミナルビルが建っている国有地を貸しているという

のが基本です。他方、今度、コンセッション法によってしようとしているのは、国が課し
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ている着陸料、それからターミナルビルが課金するその使用料も、一括して民間に運営を

任せて利用者から徴収してもらおうということです。

（司会）つまり、こういう料金を徴収する権利があるかどうかということに引っ掛かる

と思うのですが、美原先生の午前中の話では、独立採算型のＰＦＩもあると思います。それ

と、今おっしゃっているコンセッションのものとの、違いは何でしょうか。

（赤羽）コンセッションの場合には、所有権は必ず公共にあります。例えば空港の場合、

滑走路自体の所有権は国にあるのだけれども、それを運営する権利を民間に与えるという

ことになります。独立収益型では、いろいろなパターンができます。先ほどの羽田も、タ

ーミナルビルはターミナルのものですが、底地は国のものですし、霞が関の合築のような

民間方式が入るものも独立収益型で、建物の区分所有権自体は民間にあります。

（司会）所有権と運営権という話からすると、日本にはコンセッションの法改正前に、

BTOという形態が存在しました。なぜ、わざわざ今回のコンセッションの法改正が必要だ

ったのでしょうか。

（美原）独立採算型は、財政負担があるかないかという考えから来ています。税金を使

うのか使わないのか、サービスの受益者である利用者から料金を取っているのかという分

け方です。コンセッションは、あくまでも所有権に着目した考え方です。

中国でも日本でも、飛行場の滑走路を民間に売却するわけにいきません。これはやはり

公共資産で、公が持っていた方がいいのですが、施設を運営する権利を所有権から切り離

すことによって、よりうまく運営できる公共施設のパターンがあるわけです。しかし、タ

ーミナルは建物ですから、全て民間に所有させても問題はありません。このようにうまく

切り分けて、社会的な選択肢を増やしているのです。そうすることによって、いろいろな

PFIができるようにしようというのが、わが国の政策的な考え方です。

（司会）いろいろと突っ込んだ質問をさせていただきましたが、これをもって質疑応答

を終わりにします。

続いて、小杉様から総括のご発言をいただく前に、原田様からごあいさつをちょうだい

したいと思います。原田様についてご紹介させてください。皆さまはよくご存じかと思い

ますが、現在はこの民商事法センターの理事長で、もともとは日本の検事総長、その前に

は日本の法務事務次官を務められた重鎮です。恐らく、現役時代はかなりの権限を持って

おられた方ですが、今も非常に厚い人望を集めておられます。それでは、よろしくお願い

します。
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（原田）私は議論の途中でお話しさせていただいたので、遠慮しなければならないと思

っています。しかし、１点だけ付け加えさせていただくならば、戦後、日本は大変な経済的

発展をしましたが、いまだに多くの問題を抱えています。経済的にも社会的にも、また国

際的にも多くの問題を抱えています。

私は４０年間、法務に関わる政府の一員ですが、これからの日本の社会は、公の仕事を担

う国や県、地方政府という官の立場と民間にある人たちが共同して働かなければ、多くの

国民の支持を得られない、難しい段階に入ってきたと考えています。

PFIは､多くの教訓を得ることができるものですので､これからの中国の発展のためにも、

これからもこの問題について、さらに共に経験を交流し、協力していければと考えていま

す。ありがとうございました。
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＜総括＞

財団法人国際民商事法センター理事

松尾綜合法律事務所弁護士

小杉丈夫

E蕊
蕊

職

本日のシンポジウムは、午前中に日本側の美原融、赤羽貴両講師から、周到に準備された

事例と実際的な発表があり、それに対して中国側の呉高盛先生、徐斌先生から、適切なコ

メントを頂戴して、実りある討論会になりました。また、午後の参列者との質疑応答では、

原田理事長や私も議論に参加させていただいて、自由闇達な意見交換になったことを大変

うれしく思います。

まず、社会インフラの整備、公共事実への民間資本の導入が、日中両国にとって、これか

らの経済の社会発展のために共通の課題であることが確認されたことが重要です。

PFI法は、１９９９年に制定された法律で、日本にとっても、まだ新しい法律です。民間資

本の活用の原型は、御承知のとおり、英国のサッチャー政権が１９９２年に導入し、大きな成

果をあげた法制度にあります。日本では、それ以前の１９８６年、民活法という法律をつくっ

て、民間資本の導入を試みたことがあります。しかし、この法律は、公共財には手をつけ

ず、その周辺のサービスのみを民間に開放するもので、官主導で、入札制度もなく、不完

全なものでありました。このため、日本のバブル経済崩壊後、倒産、清算の事例が相次ぎ

ました。

日本のPFI法は、このように、過去の失敗から学び、英国をはじめとする諸外国の法制

を研究しながら取組んでいるもので、今なお、進行中のものです。中国は現在、この分野

の立法を検討中であることから、その関心事項が具体的で、そのことが今日の議論を深め

たと思います。

本日の討論の中で、日本側からは、法律を作るだけでは足りず、その目的を達成するた

めの政策や、それを補完する制度整備が必要であることが強調されました。公務員の意識

改革、ガイドラインや指針の整備、情報公開による社会全体の知識の共有とレベルアップ

の必要性などです。

また、ＰＦＩの成功には、客観的な事業の評価（VＦＭ）が鍵になることも指摘され、理解

を得たと思います。

立法技術については、物事の性質上、難しい議論がありました。

日本は、１９世紀の明治時代以来、大陸法、特にドイツ法を継受して、公法と私法を厳密

に区別する法体系を形成してまいりました。

例えば、国や公共団体の施設には“公物”という概念を用い、民法が適用される私法上

の所有権とは異なる性格のものと位置づけています。
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このことが、２０１１年PFI改正法の「公共施設運営権をみなし物権とする」という立法上

の工夫に現れています。基本的に、大陸法を基礎とし、民法体系の中に物権法を位置づけ

ている中国でも、このような法律技術の問題を解決する必要があります。

PFI法は、英国の法律から学んだものであることを申しましたが、英法には、大陸法のよ

うな公法、私法の区別がないので、日本や中国では、このような立法技術の面での創意工

夫が必要なのです。

呉高盛先生からは、民間企業の利益追及と、公側の公共性確保の要請を如何に調整するか、

という問題提起がなされました。まったく、その通りであって、諸々の補完の施策や、客

観的なＶＦＭは、正に、その目的のために行われるものです。

そして、この点に関して指摘したいのは、赤羽先生が詳細に説明された、契約の重要性

です。契約は、立法とは関係ないと思われるかもしれませんが、そうではありません。公

と民が、対等の立場に立って、長期に渉るリスク分析をして、お互いにリスクを取って、

相互に協力しながら、多数の関係者が事業の成功を目指すことが必要なのです。官の側か

らの一方的な指示、命令ではＰＦＩは成功しません。このことが、先に述べた公務員の意識

改革や、情報開示の論点に深く係っています。

このような綿密な契約による制御の手法は、英米で発達したものであって、日本にとっ

ても新しいものなのです。日本でも、契約書は短いものであり、官民間の契約関係は、官

が作成した一方的な約款に依拠するのがこれまでのやり方でした。日本も、英米の契約書

に学びながら、意識改革をしつつ日本の実情に合ったものを作りつつあるのです。

本日、日中が共通して抱える、「社会インフラ整備と公共事業への民間資本の導入」のテー

マについて、私が予想していた以上に、率直で有益な議論ができました。私は、この日中

民商事法セミナーに第１回から関与してまいりましたが、今回のような討論会形式は初め

ての試みでありました。中味の濃い、しかも、本音を率直にぶつけ合った、本当の意味で

の討論会になったと実感しています。今後の日中セミナーの企画に是非生かして行きたい

と思います。

司会として難しい議論を見事に捌かれた張治峰先生、お二人の通訳、そして御参加の皆

様の御協力に深く感謝して、本日の討論の総括と致します。

ありがとうございました。
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＜閉会挨拶＞（１）

法務省法務総合研究所長

酒井邦彦

尊敬する国家発展改革委員会外事司・副巡視員、林大建様、ご列席の皆さま、第１７回日

中民商事法セミナーを終わるに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。

先ほど、小杉先生から総括がありましたように、本セミナーは大成功に終わりました。

これも献身的に準備に当たっていただいた国家発展改革委員会の皆さま方と、国際民商事

法センターの皆さま方のおかげと思い、深く敬意と謝意を表したいと思います。

一日でこれだけ密度のあるＰＦＩの研究ができたのは、ほとんど奇跡に近いと思います。

私も、多くのことを学び、今晩は興奮して眠れそうもありません。しかし、私の名前は酒

井（ジユウジン)、酒の井戸ですから、今日は少しマオタイ酒でも頂いて寝ようかと思って

います。

午前中のコメンテーターの呉先生の話にもありましたが、社会資本インフラは非常に大

切ですが、もう一つ大事なインフラとして、法の支配ということがあります。これまでも

日中両国は、法の支配を確立するために協力してきました。本日、ここに参加されている

方々は、皆もう友人です。これからもアジア地域に法の支配が行き渡るように、お互いに

協力していけたらと思っています。

第１８回日中民商事法セミナーは日本で開催されます。またお会いできるのを楽しみにし

ています。謝謝。
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＜閉会挨拶＞（２）

国家発展改革委員会外事司副巡視員

林大建

尊敬する原田理事長、ご来場の皆さま、大変お疲れさまでした。

鍵鍵
ご存じのように、共産党の１８回党大会が開催されました。そして現在、開催中の全人代

によって、新しい政府が選出されます。この新しい人事は、中国の今後１０年間の発展に極

めて重要な人事配置になるわけです。しかも、中国社会の安定は中国にとってのみならず、

アジア、ひいては世界の安定と繁栄に大きく影響を及ぼすと認識しています。

中国の社会を発展させ、安定させるためには、法制度の整備イノベーションが必要不

可欠です。すなわち、われわれは政府の機能転換を急ぎ、本当に国民のために奉仕する、

良い政府を目指さなければなりません。この政府によって提供されるサービスは、良いサ

ービスでなければならず、持続可能で高効率でなければなりません。そのために、本日の

議題であるPFIは、一番良い回答になると思われます。

先ほど、原田理事長のお話にもありましたように、戦後、日本は経済社会を発展させ、

その中でもさまざまな問題に遭遇し、それを克服してこられました。そのような経験や教

訓は、今後の中国の発展に非常に有益で参考になると思われます。以上が私の感想です。

続いて、感謝の言葉を述べさせてください。今回のセミナーが大成功を収められたのは、

各関係者の協力．ご支援のたまものだと認識しています。中国側主催者を代表し、まず講

師のおこ方、コメンテーターのおこ方に感謝させてください。皆さまの博学、鋭い思考、

細かいプレゼンテーション、解説などは、参加者一同にとっては大変いい勉強になったと

思います。そして、中国全国人民代表大会、国務院の関係省庁、さらには地方の発展改革

委員会の同僚の皆さん、関係企業や法律事務所の関係者の皆さんに感謝したいと思います。

皆さまが本日の会議にご参加いただいたがゆえに、今後の仕事に結び付けていただき、豊

かな成果を上げることができると確信しています。

そして、通訳の２人にも感謝しなければなりません。通訳が頑張ってくれたがゆえに、

今回のセミナーを無事終了することができました。また、今回の実施者である中国購買と

入札ネットワーク、さらには会場を提供してくれた新世紀日航飯店の裏方の皆さんに感謝

したいと思います。今回の成功のために、裏で本当に多くの仕事をしてくれました。

最後に、盛大な拍手をもって、さまに、心より御礼申し上げましょう。ありがとうござ

います。

－５４‐
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②

罵臆よ愚雫::参フ謬徽会資本整備と

鶴共サー露ｘ提供鱒実践鱒喪戦方
～慧景塗鍵践:特懲蟻農懲的事嬢一

露麓錘｡風車民震蕊議奮ミナ…

美原融

三井物産戦略研究所｡フェロー

(東洋大学大学院公民連携専攻｡客員教授）

内容

農によるイン謬議社会資本慧備：
－背景と特徴

一制度と実践の概要

主要奪実務規蕊壁実務慣行：
－事業採択(手順､評価等）

－ＶＦＭ評価(考え､手法､課題）

－業務要求水準(仕様設定の在り方）

－全体手順(何をどう処理するか）

事鱗震罵る婁践韓議り方：
－分野毎に異なるスキームやアプローチの仕方

ど量誉撫Ｉ裁瀧蕊するのか？：

－５５－

２



Ｉ

３

背景①国鱒状況
～90年代末までの日本の状況～

冒嘘鴛寧睡渥霧

熟

瀞

ｆ
畷
捨

礎
一
一

一
雛
一
一
一

万
雷
．
一

一
汗
撤
３
－

、
・
・
籾

民間企業の行動的な参加が経済を支える社会
アーー”

。政策誘導による民主導型需要創出

・自立型、自己責任型

．不況→財政出動→強制的な官需創出
→財政赤字処理

・公共依存型

－５６－

‐匂勾■■Ｅ３⑨．

(その後の現実lま…公共投資削減｡抑制､不況｡歳入減､公債費増､少子高齢化に伴う社会
福祉費負担増､財政逼迫｡｡）

鶴i轍患イン謬尋社会資率蕊繍
～背景｡特徴｡実践の概要～

凶

４

、臨三＝凸ヨキーーiエ毒=鍔竜苧塞毒琶噌幸一空く･

轍
０
曲
叫
呼
唾

▼

｡ ｏｖ

･‐･･も

サービス

：の特性

担う主体

ｈ鳴孟㈹ふき理16-,,z__ら､､配.fＬ

公共財

ａ色■

私的財

Ｉ毎ｓ‐

lTFo沙昌!も､･魂

サービス

の特性 公共財、 私的財

担う主体



､

地方自治体を巡る環境も国と同様

総合調整の実施､実務規範の策

唾茜Ｉ－ｑＴＩ■E』

Ｉ

：
！

５

民繍篭体鱒識活溌

基盤インフラ整備に民間の資金､能力､経験､創意工夫を活用する｡実現の為に取られた政策は下記。

③実現のための障害を取り除くあらゆる施策と試み(制度改革､規制緩和）
』'雪鍔 雷雲藍議雲義挙亨塞鐸韓癖f錨鐸建読霊霧蕃蕊髪塞藷議蕊拳参琴塞講毒毒銭蓉鐸鐸提識孝…誇詫華鐸義語護憲塞毒誘鐸華塞裳琴毒鐸霧寒塞鐸挙菱謹領謹』

一貫性）

背景②憲治体の状潟

Ｌ，
張銅零弾¥砲零詞亨ｬ冠電¥打刻q貞舜詞師⑮寺誰ｺﾏ?晶罫惨

可

【
叩
・
Ｊ
Ｏ

Ｆ
（
旭
）

民間主体が中長期にわたる社会資本整備事業に投資できる環境を如何に整備するかが鍵
（制度のみならず､実務面での様々な施策と配慮が必須の要素になる） ６

話i遥鐘薙鐸霧寒謹毒雲雲毒舞議塞韓鐸蕊罷'蒜票鐸霊j誇鱈歩謹誇毒議善舞雲萎雲鋳塞義零鐸毒塁湊翰窪鐸譲議翁譲舞錘噴…鋳謹詫曾鐸舞鐸華毒養霊塞毒拳錘琴蓉鐸＝誇逃拳……拳雲鍾………鐸塞蕊誇葬拳……鍔＝…雷竜曹雷藷鱒鍾鏡多

公共サービスや行政サービスのあり方の抜本的な改革の必要性



3５０

～1999年創設～

弓嘉＝

／ 、

民間資金等の活用'二よる公共施設等

の整備等の促進に関する法律

（略称:PFl法､1999年法律第117号）

3００００

※

、
需
暑
急
…
…
書
…
…
鎮一

．

基本方針

(閣議決定）
2011年改正

ガイドライン

(PFI推進委員会）
歩

3』巳｡ＤＩＭ凶型､、ムジジーＪーＦ１牽邑も卜棉診ガコ･坐十Ｊ宅

霊蕊霊雰署T霊写字T司守Y宗癒尋享認畢認露雲＝Z署鐸震雲昌誤謬零雪国竪需＝袈理軍毎塁L

ZOO1年､2005年､Ｚ011年改正

(pFlの実践を容易くするための

共通の方針。自治体にとっては

参考）

(実務指針｡法的拘
束力は無い）

-憲謹謬塞
)事業実施プロセス

）リスク分担
）ＶＦＭ

）契約

）モニタリング

｜
ｊ
ｌ
Ｌ

特徴

①基本法､かつ手続法《÷般法の規定を凌駕できない）
②ほぼ全ての公共施設分野が対象
②国息国の機関､露地方公共団体等の公共施設等の管理者等
に大きな裁選権の付与：

③尉政法を改定し国は長期継続契約(30年迄)が可能に

①
②
③
④
⑤
⑥ 標準契約

霊.忽痔塞鍾拳雲雲霧零冒琴舞尋露騨塞鱈〃．…雪‘っ騨琴簿謬譲i桑謹毒舞華署-顔辱息謬曙＝F尭云＝勇寒漫塞潅望■＝F垂ご壬4軒享幸名2進

７

PFI:事業数｡事業費の推移
事業数(累計） 事業費累計:単位:１億円
4００ 3５０００

1５０

ﾛ匹沼,r･口齢睦.､勇葬男鹿密詞塞霧詫詞塞老零罷辱TW男雰■?吾

Rﾖ

ＰＦＩ:制度

1００００
1００

目

3００

2５０００
一己

／250

2００００

／2００

1５０００

9

－ｉ〆
一：'‘

ノノ〆‐軒

1999年に法を制定し､2010年末までに375事業が実現｡想定総投資額:約3兆1369億円

－５８－

5０００
5０

０

４

１

ロ

1９９９２０００２００１２００２２００３２００４２００５２００６２００７２００８２００９２０１０

出所:内閣府
|画事業数一一事業費(億円）



『

事業数 公共施設等の管理者等

０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
５
０
５
０
５
０
５

４
３
３
２
２
１
１

鎚曲画一

一騨甲胃9W9霧

Ｆ
‘

_=",口鳳q露 体の共団層鴛-認匿塾源

銅魚ﾘmQ1f 多い

多徽認

坪::実施主体

鎚曲画一

秤;:実施状況①

年
『

１９９９２０００２００１２００２２００３２００４２００５２００６２００９２０１０

口国■国の機関等■地方公共団体’出所:内閣府

法は公共施設等の管理者等(国､独立行政法人等の国の機関､地方公共団体)にPFI事業を企
画し､実践する包括的な権限を委ねている。 ９

閣府

PFlの適用分野実績(異なる53分野に跨る)｡経済インフラより社会インフラが多いのが特徴
（地方が主体､基盤経済インフラは公的部門による整備がかなり進んでいたという背景）

－５９－

卸
水
業

1０



灘I：実施状況②

事業費による分布 施設の所有形態による類型別事業数

□ｏ～１０億円

囲５０～100億円

画200～1000億円

辺１０～50億円

回１００～200億円

■１０００億円以上

□ＢＴＯ■ＢＯＴ■ＢＯＯ□ＲＯ団複合型他

出所:内閣府(2009年末段階） 1１

坪'1：実施状況③

Ｒ、例）

－６０－

し､ｏ
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20年筋鐘 202隼以陣

率

▲
・
・

・
■
・
面
》

Ｉ ’

(関連全省庁高級官僚会議）

Ｉ内閣総理大臣 民間資金等活用事業推琵会謹Ｌ零韓号雪宮零浬＝毒琴幸宇冨菅俣
：十這一霊毒宅毒舜毒…毒＝＝串悪霊弓皇主~P空､』

▲

一畳皆霊一詞甲弓毎コ

里 早

諮問：ｉ推奨｡意見
(会長:南閣総
海：
理大臣､委員:関連する国務大臣）

■■

一.詔塞＝二毛露露＝弔蓉＝一宇都,影･嘘4奄午,滝-i曽尭学

領宇

↓雲典』態難;戦X織瀧ｊ
制度改革や省庁間の調整は閣僚委員会の判断に｡より
政治主導の体制に転換し､ＰＦ|推進のための環境整備

が効率的､効果的になる仕組みを志向。１３

▼Ｐ

関連省庁副大臣会議

鵬卿1期#1鋤J(継職ｌ
有識者委員会が方針等を審議｡個別省庁毎に分野別
マニュアルの整備や実現手法の調査検討｡自治体も国
に倣い､独自の方針やガイドラインを制定。

！ Ｉ ’…璽鎮塞鐘塑議議鐸鎮含
一軍』 Ｌ客冨苗

・推進に関する調査審議｡総合調整
･ガイドライン･実務指針等の作成
･内閣総理大臣に対する建議､意見等

△

Ｖ

施設整備補助金
Ｆ■■■■■ｓ■■唇■■■■■■■■■■固■■■毎■毎回Ｂ虹■■函■■■■■■■■■■■■■■●■■■■句■■■■■■■■も

’

評|I:推進の枠組み

公共法人等

評!:基本的な枠組み

墜雪＝琴＝弄雰弓雲孟雲牽毒毒馨＝葎毒百一＝鼻函季手玉雷電＝雷雪雲毒写＝壱莞牽露蓉璽彩記]蓉宅電電琴霜琶琶塞幸竜響男篭鐸悪霊霊＝ぞ垂需｡毒苓存雷鵠2J夢戸悪玉再電電琴霊躍塞碧雲老塞霊電電辱電零詐邑智睦密奇喜雪宅宅密軽-召琴謬畳琴霊雲弓琴雪蚕W釜ご学:占弓誌員宅'一毛－一j笥謹零彰輪舞霊室笛E舞牽尭篭蓉蓋馬装誇牟唾宅署こ』

▲
・
・

・
・
ん

ｈ』

Ｉ

サービスの対価を行政が支払うのか(サービス購入型)､利用者から徴収するのか(独立採算型）
、両方から徴収するのか(混合型)により､リスクの在り方も契約の内容も大きく異なる

扉一壱診鑑窪塞毒議鐸零塁弓＝寝＝可Ⅱ写毒露＝覇翻＝幸司謬顕雰塁塞寒哩喝雰霊患李＝弓冒電凋面程，蓋二一主審鐸害学寒寒急詫奉＝＝＝雪謬塞.‘冒刊麹唱電＝霊零甥J…_鍔塞苫琴莞塞局寓-霧鑑シ‘-…-壷子掴鐸電零坤琵霊鐸委、露悪毒雲廉＝理忍野両雷安”毎.－＝曹狸鐸畜＝塞毒塞客舞零毒零些増謹垂厚＝

雁
！

’

公的主体がサービスを民間から購入す

る(公的負担がある）

例：庁舎､刑務所､一般廃棄物処理等

(独立採算型）

利用者が支払う料金で全てを賄う

(公的負担は無い）

例：高速道路､水道等

－６１－

公共法人等省庁

、
曇
1４

(サービス購入型）

酢

サービスの提供

対価支払い

(混合型）

内閣府民間資金等活用稚准宝
角祇小ＷＡｌＷ掴ｉｂｂＮｋ,Nいき1Jb,1ｍ冠崩ｗ･引間奇.詞も､承墓吋勾守,岬、,ｑｗ甲ｈｗｘＷﾍいL,いい州浄1⑪､､､P』袖典哩いい

民間資金等活用事業推進委員会

…鐸職制鴬驚議熱R燕熱公共施設等の管理者等:事業の実施主体

民間資金等活用事業推進会謹幹事会

内閣府民間資金等事業推進室

;公蕊蝋管理善
‘(全体の管理者､仕組み｝
を創出しﾐ供給をﾓﾆﾀー)ｉ
ｎ｡′.割.．････『．'.'
､6』一“.､割…鶴､《.‘“…－，．－，秘
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2011年PFI法改正:コンセッシヨン方式の導入(独立採算型の一類型）

運営権対価支払
■

親■■■■■■■■■■印■■■■■■■■■■■■■■■■■■■官■■■■■■■■笛■■■q■■■■■■■■■■■■■■■■p

患華雲雲鍵籍議蕊謹塞議鐸…雲‘霊…霊

▽

公共施設等運営

権の付与

〆 、

公共施設等運営権実

施契約
サービスの提供
■■■■■■■■■■■■■■■■q巳■■■ｑ■

対価支払い
利用者感受益者

両

『
二

■

PFI:新たな枠組み

牛

塞尭雲褒牽悪琴塞君毒託毒髪理窯零塁＝弓再=＝ｰ一塁蚕至霧寒電露萌霧毒窒塁表琴毒垂悪毒_,華マーマー弓声更雰弄守悪電一男零F誇舜毒曇華震藍零＝＝輯モーー宮.串--語＝も罫

、

1５

資産の所有権と運営権を切り離し､資産を公的主体が保持した
まま､(登記重譲渡可能な｢みなし物権｣としての)施設の運営権を､民間主体に一定期間付与。
尾謬男雲霧宰璃弓電嬰毒塞悪爽唄塞客マーー…姥宅宅＝金＝顎骸蓉塞舞毒琴鐸逢鐸●悪…＝＝＝＝＝雪辱享顕雲塞毒窪毒塞毒錠窪培種拒?夢一両車＝一F覗奉蓉塞黒塗鐸雲塞･一芳岸二面J蓉信一一今唖一・・…-ぜ…＝…琴多…＝＝=＝ー一壱忘憂画零ｭ塞誤…＝客塞＝2審拳牽塞謬＝理聞

1６

－６２－

既存の公共施設の長期コンセッシヨンリースが可能になる

蕊蕊憲溌範《1鎮蕊‘瀧行
～実践の過程で実務規範を整理し､標準化や考え方や手法を纏めるこ

とでより実践が拡大する～



Ｆ
・
・
鈍

－

公的主体にとり､伝統的な調達手法とは異なる新しい手法､考え､手順の採用と実践が要求された

、
壷

ｒ
、
・
・
至

り
Ｉ

'１ 主要な特徴｜； 志向された目的

PFl法に基づく支援措置

（根拠:PFI法）
崇瑳義窪毒髪舞議需鐸肇莞謡霊鐸詮毒鑑塞塞孝塞葬拳署馨鐸塞隷鐸毒篭轄索霧票鐸塞毒塞彰塞雲

局ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄによるｱﾛーﾁ、
②宮民間の最適なリスク分担

③成果(アウトプット)に着目した仕様の
設定

④成果に応じた支払いメカニズム

⑤長期的な公民の協力･連携関係
；⑥事業破たん時等への対応規定

業を所管する省庁による支援措置

（根拠:関連する業法等）

／ 、
①効率目標を設定し､これを達成する

②決められた期限｡予算内で施設整備を実現する

③公共サービスを改善する(質､早期供用）
④長期に亘りサービス水準と維持管理水準を保持
する

⑤リスクを民間部門に効率的に移転する
≦⑥公的部門にとっての費用を縮減する

震ノ

1７

灘I支援繕置

過度な民支援はしない｡原則は公共投資とイコール・フッテイング

－６３－

①案件の実現を可能にする支援①公共投資と0；ｲｺｰﾙﾌｯﾃｲﾝゲ
②案件の組成を容易くする支援②自治体にとりPFlを選択することが不利

にならない為の配慮▼

現実的には採用されていない支援措置

①手続きが煩雑｡調整できにくい

②土地取得は民に委ねるにはリスクが大きすぎる。１８

坪::基本鏑Ⅱな属性

i島牟， 」

､

P弔亭亜和字年夢珂石宇謬喝零霊葬弔詞

…Ｅﾛ-茜３需亨誌寺

馨….国繭債務萱担行為(5年当F30年)…~：
◆行政財産の貸付

◆国公有財産の無償使用等
｡…■……….､……………･……ﾜ………･…･…………｡…･……………ﾛ：．．

◆無利子貸付

◆資金の確保等及び地方債等への配慮

◆土地の取得等に関する配慮等一

、／

◆（既存の制度と同様の)補助金等

◆従来と同様の交付税措置



様繍癒支綴総織聴情報共構綴
官民双方の努力によるナレッジ．ネットワークの構築が市場拡大に貢献した

公的部門民間部門

〆

雨

瀞礎′‐ PFI/PPE推進協議会．.．層.

～日本プロジヱグ譲准協議会
地域画業界単位でのPFl推進の民間団体

（社)日本鐸団蓮

ＮＰＯ法人日本PFI協会

||民間事薬着の選定

①内閣府HP,管理者のHPで公募書類や契約書案等の事業情報を原則すべて公開。

②基本方針やガイドライン､実務指針等の情報公開ややデータ等の積極的開示。
③セミナー､イベントなどの開催。 1９

事業実態手順:①基本
透明性の高い実務手順と評価の在り方を予め定めることで､市場の信頼を得ることが必要

'1説明会質疑応答修正等

＊
＊

／ 、

第１段階:事業実施の決定

＊事業として成立するか

＊事業効果(B/C)等

一＊財源(財政負担能力)､事業の優先順位
《彰農～…一傘公一”‐＝｡…-_‘．…＝＝一．一.雫鐸一一‐．。砂

酌

長期計画との整合性､有効性｡必要性の検証

【ア

l事業実施の大まかな方針策定｡公表

〆

第２段階:事業方式の決定

＊従来方式よりPFlが適しているか

＊市場調査
華＊ＶＦＭ評価

、

ｌｌ
Ｌ』

事業実施の大まかな方針策定｡公表

………＝(L,篭&＝鍾藷塞薙謹霊鐸華琴…塗…尋厚Ｉ鱈j窪霊夢

8企画

Ｉ

‐ﾛ

Ｌ』

||長期計画との整合性有効性｡必裏性の検

、

第３段階:民間事業者の選定

公募原則

総合評価方式(価格と非価格要素の評

匝)童厩墾量j豊鍾蕊j一一一一一_〃

民間事業者の選定

Ⅳ

説明会｡質疑応答回修正等
評…才奔参議凝議華髭華と毒萄鐸塞議当季…I国華痔劣索毎jF

動検討｡実現手

〆 、

第４段階:事業実施

契約締結(設計画建設｡維持管理｡運営）
モニタリング

－６４－

＊
＊
・』

2０

F＝吋画弛孟T-万琵砂七壱コ

"……………蝋契約,綴結………………

……_…_裏案⑫携想且企画……………

……_窯業実施可能性調査……

､…案施友針囚公表鰻E1法篭5条)鋤…

実現に向けての詳ｉ
法の選択｡ＶＦＭ評｛

…癒譲蕊恕濯罵J照!i:1駕識熊》…，

JML公隷居間蕊桑煮か黙p提嘉蕊蕊）

特定事業として選定､PFl実施判断

入i札息民間蕊業者力患い提案酌I窓(p認価



ク

事業婁繊零鵬:③蕊点

凄
“

事業の必要性｡有効性評価
と手法選択評価を峻別する

まず事業の必要性､有効性を評価｡判断する｡適切な手
選択はその後｡安易に案件が対象となることを避ける

碧脅篭謬毒霊鑑筆塞鍾霊韓塞義鐸毒莞華塞ま塞謹華華華窒華宅蓉虫琴

ロ一定の評価判断基準を設け､スクリーニングする。

ロ公共施設等の管理者等に民提案の検討を実施し､結
果を公開する義務(2011年PF|法改正)。

ロ調達は公募原則となり､民提案が採択された場合、
提案者に対し､何らかの評価上のアドバンテージを与える。

「公的部門の中長期施設整備計画に基つき､部F禰

一(愚罵ji鷲WWii鶏灘謝f鷺iEJ

Ｆ
‐
‐
‐
＆
．

､

、

ｆ７
Ｉ

篭鶏壁霊畠森

2１

事業翼蛎零嶋③代替零瀧
多様な選択肢があることが市場を活性化させる。
民間提案方式も一つの可能性として認めることが適切

2２

－６５－

「実施方針で大枠を固定し､質疑応答や民間の反応を見て:~、

~鴬H1霧:i驚i鴬蝋fii輔需謝iiJ

|遡駕繍繍。 曜鍵騨難
霊
韓
者等

公共施設等の管理者等の判
断を尊重する

何がPFIか､如何なる案件がPFIに適切かの判断重評価は
公共施設等の管理者等に委ねる｡国の関与は避ける。

唾軸い､､ｗ‘,…､､紬恥ｗｗｗｗｍ､､ｗＷｉ…－－呼酔‘…､ムヘ昌 自い鉦REngn帆研Gwb,､い恥､Ⅷ無いqAWTWq曲恥や可.△

必要に応じて方針を修正で
きる仕組みをビルトインする

民間の意見を聴取し､現実との乗離が生じないようにし､確

実に健全な競争が生じるように図る。

基本は公共発意(Solicited）

別途考慮されるべき

民間提案方式(UnsoIicited）

公的部門の中長期施設整備計画には記載がある

が早期供用を実現する提案､記載は無いが､充分
合理性｡妥当性を持つ民間主体による発意･提案



事業評価判断(VＦＭ）⑬》考え

なぜ民に委ねるのかに対する合理的な評価基準は必要

ValueforMoney:公的部門が担った場合のライフサイクル費用の現在価値と民間主体が担っ
た場合のライフサイクル費用の現在価値との比較差

公的部門にとっ

ての負担 ﾘｽｸ調整費

維持管理
運営費

初期投資費用。

開発費用

PＳＣ

|ﾘｽｸプレミア｣ム

維持管理

運営費

初期投資費
用･開発費用

ＰＦＩＬＣＣ

！ ＶＦⅥ

VＦＭ＝（公的部門が担った場合の建設費用）＋Ｚ(公的部門が担った場合の運営維
持管理費用)／(1＋r)ｎ＋(リスク調整費）一区(サービスを調達する為の支払費用)／
(1＋r)ｎ＋（サービスの向上)一（契約解除時公的部門にとっての資産買い取り額）

2３

事業評価判断(ＶＦＭ）②留意点
完壁であるよりも､客観性画透明性を確保しつつ､説明責任を果たせる内容であること

ＶＦＭ評価

PSC算定

茎唇蚕司回FＬ~ヨ雪蚕画匿弔￥…守再杏＝霊垢唱…写毛呂蚕＝弓＝里ﾏ霊霊アⅥ可。

／：

峰

画＄必uｆＡＰ

i;1蝋騨定。
厳熱報ぶ“域.､､1世.､ふ…､鯖〃山

〆

◆完壁な精織さよりも､合理性､説明責任が重要。
◆ＰＳＣの前提を変えずに複数段階でＶＦＭを評価し､前提条件の

在り方に関する知識回経験を習得すべき。
鍵_露…鋒…蓄挙蓉嘉…鋒一癖Qﾏ露一＝－時～…=…鍵雲篭塞蚤塞亭需悪曇一一"…－稗一一舜一…雲恩塵雲謬舞鐸霊夢.霞巽護露＝…＝＝…＝－E窺雪悪霊電塞毒毒雲塞蓑塞韓誇雲雲誇張

､

、

/●維持管理運営費等を事業単位毎'二正確に把握する前提
（公的部門には過去のデータが無いケースが多い)。

◆費用要素(維持管理費､人件費)は事務事業毎に間接費(オー
バーヘッド等)をも含む行政のツルーコストであることが必要)。

／●維持管理運営費等を事業単位毎に正確に把握する前提、

－．舗襲i撫箪憩織難蕊酷接費(オー

!､:ij雛溌灘識:灘識i黙’
蕊

2４

－６６－



入札手順｡評綴方式①基本
価格のみでは正当な評価にならない｡提案内容､実現可能性皇提案の実行力､事業者の

力量｡リスク管理力｡財政的資質等をも評価の要素とすべき

日本の慣行:入札手続きは原副会静法璽地方富濯法画規定に準拠陸;PFlにより適合菌な義たな調達
か…着ご手続きを競定iま諺瞳ではない≦喜苧享一

評価項目毎に予め定めた計算法に基づき技術’

…蝉提黒穂案効漣譲魚願容を綴点換禦或る謡価黒法…Ｉ
総合評価落札方式(基本）

評価値=登皇一基礎点十加算点基礎点＝基礎点価格
予定価格Ｘ１００価格 価格

(公的主体が合理的に推定する価格が予定価格｡基準を達成する応札者の価格を基礎点価格｡基
準値を上回る提案の内容を評価する加点が加算点｡評価値の最も高い者が落札する）

鰯雲議議
.＄‘

;認価格の提案の

…得点評価…鳥Ｉ
価格と得点を評価

した評価値を判断す

2５

入札手順｡評綴方式②事綱
価格要素と非価格要素の重み付けは具体の案件毎に変わりうる。

↓

，基礎項目審査：
睡哲詩E蛭韓宰牽琴奉舞琴里琴霊零霞琴琴尋篭霊霊季勧宰尋勇霧雰郡

Ｉ入札参加資格審査
↓

:－４蝿蕊一’入札惑類審査

咽

Ｉ 加点項目審査 Ｉ

評価基準を定め例えば5段階

で加点比率で評価する

(加点数=配点x加点比率）

①特に優れている(100％)、
②中間(75％)③優れている

(50％)､④中間(25％)⑤優
れている点無(0％）

項目 審杏某準 審査項目 配点 評価基準 審査項目 配点 評価基準 審査項目 配点 評価基準

施設整億

維持管理
運営

事柔計画

（施設整備全般）

意匠討画

施設配置｡平面/動想計画
施設計画
外構計画

効率的な施設計画
各施設ゾーン毎

(空間､設備､運用維持管理）

(運営全般）

運営理念の反映
人材と職場環境

各ゾーンの機能の総合的活用
当該施設の市民生活への浸透

(塞裁計両）

資金計画

資金収支計画

リスク管理
塞糞鐸続の方蟹

(全体）

実現可能性

事粟の成長性への配腫

長期修繕｡更新計画

環境への配腫

事業者選定委員会を設け､最も優れた提案を選定し､管理者等が落札者を決定する

－６７－

2６



入札手順｡評価方式③代替手法

案件の属性次第では､民間事業者の創意工夫をより発揮させる手法を選択することも必要

由写軽考需壁篭F窪鐸亡霊詫宇、諾尭畢F寺,雷■ぬ聖串■官■与西h､■f尻癖葱供琴r÷毎毎審蓄塞二戸名壱一丘騨

競争的対話方式

式

(交渉方式）

公募から入札までの期間に公的主体と応札者が複数回の対話を行い、
事業の要件についての理解を共有し､双方が納得の出来る提案の実
現を目指す仕組み

(現行法の枠組みの中で試行的に実践されている手法｡仕様を公的部
門が予め特定できない場合､競争環境を保持しつつ､一定の対話を複
数の応札者と行い､選択肢の幅を狭めた後で入札とする）

複数の応札者から企画提案や技術提案を提出させ､提案内容を
審査し､交渉の上､企画内容や業務遂行能力が最も優れた者と契約
する方式｡会計法上は特命随意契約の一種。

と…■課一・Ｔ＝ーぜ●尾…ヨー鹿宅阜弓宙忍雪ﾕﾃ

(制度的制約の少ない地方公共団体～市町村～が限定的に実施して
いる手法）

2７

要求水準書①成果仕様

成果(アウトプット)仕様：
公共サービスの具体的な成果や施設の性能や機能を規定する仕様の在り方

政策冒的や求めるＩ
成果(アウトプット）

書調確にする／
課乾ョデゴ 画Fａ

、

求める成果〈アウト

プット)で婁求水準書

を作成ずる
ゾ

雲求水準書の虚賓入
を確定化し､公募の
一露類とする’

亭牽弓謬

-剣識撫篭し

アウトプット仕様を、
満たす溌今ビスを提
供する提案を採択、

契議菱る’

／

考え方：

１．業務手順を明らかにする(業務手順毎に作業量｡成果～アウトプット～を明らかにする）

２．できる限り数値的判断基準を用い､役割期待を解りやすく､明確にする。
３．成果達成を確認する手法(モニタリング指標)と成果の支払い対価への反映を考慮する。
篭…一筆～－準轍・…雲＝:…筆…‐‐零愚寒雲要害＝～…--,．零……＝一霊｡、密一＝‐_…景捧墨霊影響藷…_一画一ざ.…善一雪．。琴．

－６８－

瞬諾語蚤塾

2８

、



提案書

－６９－

闇
。

ｒ

利用料金制→需要が減れば収入減少(需要リスクを負い、自動的に規律が働く）
厩.悪一転霊琴錘套垂峯壷塞鐸豊塞啓零享鐸堵彦義一垂一F軍Ｐ毒一一五砦垂垂杢ずぞ＝＝弓霊窪ま＝華鍾華裳竺蝿蓉渠夢中酵屈＝ﾛ鹿乃認毒毎遥垂吟碁晶今李毒字告鐸挙蓋審尭毒争塞塞＝"歩〆〆.～宇弾ﾄｰｰｰｰ,_五一湾溜奔､垂:クーーヂー…=~一.皐呈壷全_一一一=年一Ｆ全宛q戸__亭〆毎診皐曲…_＝‐=曇,…～律詳』蓉琴～,ゴ,

席＝一毛一＝
＝雪毒霜弓＝琴器電露司霊＝,--ぎＦｐｚロョー画唾零霊室塞団零篭霜＝雪留＝雷L声』宗一声君勺与国』

契約書

『

､

行政によるサービス料金支払い:達成した成果をもとに支払う(原則需要リスクは公的主体｡要

…亀…震鶏…達…豊鍾鰯蕊聴馳鰯鰯熱１２鰯蝋熱ゑ11鰯雲…雲重……………bＥ

Ｖ

3０

雲霞を細麦払い）
滅額と裳驚範囲／

モニタリング実

要求水準の達成度

に応じたレベルを分

類する

支払いメカニズムに

リンクさせる(減額、

減額留保､リカバ

ーリー等）

達成/宋達に伴う減

点メカニズムを定義
する

＝'一四唖-＝ﾛＦ一一壱零=苧轄琴-~墓琴琴塞署冷華一一一霊＝

Ｖ Ｖ

‐…一一審…‐一＝…一』蕊禦蕊一…霊_一…一一……一一，
L7

1Iｲﾝ”蕊議癖息業務仕様〕：罷毒璽麓蕊蕊鍵熱;｜Ｉ．､'一ゆ毎需墨字尭塞~蓋幸学牽毒Xゴー琴,＝ご季缶動q､-琴‘!~

誉ご雫勇一…霊憲;＝………－－－辱一=～一=毒蝋＝雲害意~署員=-謬曇=…嘉霞認…雲霞－－－－'一……逢着＝

：設計図護厘業務仕標鍔、ﾓﾆﾀﾘ>毒実施計画密
一ｱｰ竜一宰親F~雪･貞一一垂窮鐸－－_ｼｰ些毎=F- HF写一一謬壷廷〆詫多‐毎霊醇=一鐸琴

／、要求水準を達成し､維持することが目的で減額することが目的ではない
‐、

、AvailabilityとPerformanceという二つの指標により評価を考える(但し､二重にしない)。

⑨未達に対し､減額ポイントを計算する｡一定数以上になれば減額｡項目毎の重みを工夫する。
ｏ修復できる場合､修復を促すインセンテイブをビルドインする(一定期間減点を留保､達

成の場合､減額ではなく時期をずらして支払う｡同じ未運事由が継続｡頻発する場合､逆に規
烏律を厳格にする)。

2９

全体手順《）
要求水準､モニタリング仕様､契約書案の三つの三位一体となる作業が必要

蕊求水準書②評繍塗鵜律

譲霊謡震息業務仕様）

各アウトプット項目の
玉星錘に蕊r方法検触一一

支払ﾒｶﾆスｺ良
一の検識…堅

事業コンセプト構成
＝戸詳?Ｌ有侭もＦＬＴ言唇雪窪尊曽

一一…鐸聖璽聖篭二#禦繋蕊鍵熱懸無惑禦繋鍾璽鎮鯉i鶴…塞一…

･鍵I;謹呈＝埼竣亭:戯鼠い騨準蕊
:業務全般に蕊障fﾂﾄ;１モニ鍾愛グ指標ｳｴｲﾄ付け。，ﾓﾆﾀﾘﾝグ指標毎支払

ｉ‐琶灘準曇一一」…蕊謹謹｡友錘鍵一、鎧;ｊ１墨塞蕊謹
一一一…幸=塞慧塑謬璽蕊曇璽黙襲熱三X姿禦鐘蟻璽璽、…妻…

業務全般に渡瞳I諺fﾂト ﾓﾆﾀりング指標ウエイト付
郵幕劃題匿嘩芦幸鈴詩

モニタリング指標毎支払

一騨蕊“蕊舞蕊鍵鰯農i織認蕊麹:蝉嬢韓琴蝿…：零
欝
億
段
圏
一
雪
熱
篭
段
鱈
一

：
》
一
》

・
・
・
・
串
『
一
》
〆
・
曙
冒
Ｆ
・
里
ゴ
ー

》
‐
．
難

＃
一
》
壱
，
峠
》
一
一

一
》
一
一
異

夷蕊蕊誕Ｉ
－Ｖ７

約樗案公告(公

募書類）

対話

Ｌ】

導
入
可
能
性
調
査
段
階



全体手順霞》

、
基本コンセ

プトを固める

…／
整合性を図j、
ながら妥当性

を検証する‘

公的部門が取るべき内部手順

ﾒｶﾆズﾑを、
詳細定義する
（基本的枠組

み）熟

１

公舎し慰会
を募り蕊内容

を調整する

………一………………………一ー '１コンサルタントを起用し､公的主体に

よる検討
……..……………..………属

民との対話｡意見聴取、

公募書類の､

一部とし､公

募に付し､提
案を要求す
るノ

、

民間提案を考

慮し､契約的
枠組みとして

固定する

必要な場合調整…………………傍

公募園入札
｡・・・｡。・・・・・・・・・・・・・・・や

評価画契約

基本的な枠組みを創るのはあくまでも公的主体｡但し､如何にしたら民間の創意工
夫を発揮できるかに工夫を凝らす必要がある。３１

事例か曇罵る舞灘の実践騨窪悪簿
～実際例を見てベストプラクテイスを探る｡分野画案件ごとに多様なアプローチ

がある～

3２

－７０－



直接

複合多震鯨雄設一i）
千葉県市川市17年BTO事業契約価格49億円

▽

６つの機能

中学校､学校給食施設､公会堂､保育所、

ケアハウス､デイケアセンター(全てが一つ

の区画の施設として統合）

新たな公共施設の創出｡公的主体にとり複

数部局に跨る事業､複数の補助金が絡む

ため､二つの事業を一体化する手法を採用

､

宰迅

れあい施蔀

3３

複合多震錦施設２）
同一建物に複数の事業を二つのPFl事業として構成｡平行的に公募し､一体化させる手法を採用

:利用者１ 賃貸料･共益費支払利用者

運営委託費支払

使用賃貸借契約

舜
毒

▼ Ｖ ▼

旅詔轄備費相当分支払「 、

上会福祉法人柏井福祉旨

(保育施謡揮営事業者）
市川市

＝雨

ｑ

宮争菜宥） 一括売却｡建物賃貸料。

儀職唾
典典

偶F｢認皇絢
Ｋ39億円） +”

↑
↓

↑

ｈ邑琴審霊電要雲理霊零摩尋藷雰冒基琴豊蕊震雲稲垂と壷室シダ

章鷺撫鴬･…

；.…..…曝龍黙講号うＩ.……..………蝿競織薙霧)……._…..…(設韻....……….……...(請負建設)……………：

－７１－

市川行徳ふれあい施設

（株)SPC
:（中学校等複合施設）

3４

融資契約融資契約 社会福祉法人長寿の里

（ケアハウス運営）
融資銀行団

（ケアハ

(謹舞畿鍵鐸……急

■液

琴琵夢』

施設）
聖．

＊も
七一"帰宅口

業務委託契約

･………………………･….……ｲ……….…..……………ﾄ.….…………….……，

後融資
ＬａＣ■■里凸鮎ユ●■

！３＊も

鹿

大成建設(株）

スターツ(株）

上降建設(株）

大成建設(株）
スターツ(株）

上峰建設(株）

大成建設(株） 日本設計

罰



処理委託料支払
用地の無償貸与

最新技術である直接炭化方式による一般廃棄物処理場｡行政による処理委託料支払と副生成物売却
が収入源｡行政支払は成果に連動する仕組み。

事

牙毒諺ﾖﾁ管:雫勇一琴r毛詐蓉一寡E綜苫両

愛知県匿原市

風力

BOT17年(建設2年､運営15年)契約終了
時簿価にて譲渡

一.一，所掌：

鯛……醤屑一設計｡施工運営.維持管理資金調達副
躍瀧脅轟謡溌叶一生成物たる炭化物の販売

３５
一事鐸塞"全割-?-軍事業規模:約100億円

密■亭＄

尋

■
一
再一

』

一般廃棄物処理施設２）
鰐調燕厨－１

負塵ｒ－ｉ燕託直嬢契約

グリーンサイトジヤパン繍
司マ■写汀一園一Ｆ全廃■

アドバイザー契約

『東海総合研究所
長蔦一懸璽鍵襲斗…

聖琴タバr･．

田原市
,-"__守.-,謹話月毎』2鐘J窪一

ワザ唾両

両g途雪錘趨鐙塞道男署奉言房弄亨_三

一i宥演引紅穆漣，

；事業架約

業終請時）

設の謝渡

一般廃棄物処理施設＃）

置瀞|請雲龍''鴬瞳雌噸中部鋼飯…亨和弓固…_""＝_”"_

施設
日本碍子(39％）

大成建設(38％）

セントラルリース

（10％）

テクノ中部(8％）

中部鍋飯(5％）

事業運営会社(SPC）
出資

、施設誰瞬許可
愛知県

睦詫莞塞詣舞塞雲雲塞劃

日本碍子

＝大成建設

岳碧聖蕊窪窒塞埜望墾Z$＝罫霊忌昂薪星.弄弔浄冒琴更異エ

業務委尉I契約

中部鋼飯

－７２－

E璃謡電

施設建設Ｉ
日本碍子

一塁蕊蕊塞手

日本碍子

処理委託料は固定費と変動費に分かれ､変動費は量に応じて変動｡事業者による処３６
理不能事由の場合､委託料減額園損害賠償請求等が措置される

(中部電力子会社）（地域の電炉メー：

ﾃｸﾉ中部ス

b一）



刑務所卿
山口県美祢市｡法務省｡美祢社会復帰促

進センター(初めてのPFl刑務所）

契約価格:517億円､２０年間BOT事業、

1000人収容．．.....．

嬢建騒

ヤけ

■や旬｡

①初めての事業(官民いずれも経験無し)構
想～計画迄2年間の慎重な検討

②海外事情の調査

②法務省によるマーケット｡サウンデイング
(潜在的民間事業者への情報開示､意欲喚起、

競争活性化､フォーメーション支援)、

③制度設計(特区方式で規制緩和） ３７

職務所屋）
24時間|Ｃタグによる囚人監視による刑務官の削減(民間提案）

凶

け

3８

7３－



将ｉ’亭

－７４－

４

刑務官をセンサーで代替

鏑

囚人は所内であれば刑務官がつき
そう事なく移動可能｡但し､２４時間

電子的に監視の対象。

ロ

ＰＲ雲業害

筆電

鴎
…

驚 ■

識オ

所掌範囲

ﾛＩﾖ

欝灘 3９

参考:外国の行刑施設民委託
英米式は日本では無理､仏｡ドイツ式では民所掌は限定しすぎで委託の長所がでにくい

米国｡英国フランス・ドイツ

溌務露ｓ）

政府

卿禦騨誕璽l梨|、
民間に対する包括的
な委託が可能＞ 錘＞辱的な所掌の民間雲

政府Ｐ月事業者

所掌範囲

あらゆる権限の民委託が可能

設計､建設、

ファイナンス

施設維持管理

全般警備､一部武力
行使を含む全ての
運営サービス

設計､建設、
ファイナンス

施設維持管理

刑務所長

刑務官



佐藤総合企画｡梓設言

～英米でもなく､大陸欧州諸国とも異なる考え～

美祢刑務所

号争詳窪幸一~雫÷~~＝-ゴー手も髭ニヲーーーニ苓壱葬昌鐸9.一宮幸零.挙毒季琴

公橋力行使に係る所箪

:落札金額：

刑務所４）

…
。
，
！
．
…
職
…
…
…
鐸
ヅ
ダ
菱
、
…

公的部門の所掌(委託不可）

サービス要素が多く業務のインターフェースのリスクが多くなり､複雑化する案件

エームサービス １

副
詞
司
灘
菖
辱
豊
津
章
篭
彦
零
畳
量
ら
委
塗
穿
該
雲
喜
鰐
劫
詞
詞
詞
到
咽
胤 鉾:､諺↓

①◆
●
●
争
曲
色
町
ｑ
句
●
●
●

､主畢畢も宝甘露窯哉蕊~一画－Ｆ

／-..画｡｡…｡。……。

職業訓練 信書検査補助

、

(設計）

#(建設）

．､罵置物保管臣 心●

●●

4口牧口Ｐ｡q且ｎ国｡■年

蟹

PFIこ特区制度を活用､規制緩和を実施し

､民委託所掌を増やす考えをとった

(刑務官の数は1/2に減少)。

i，

■ｅｕＢ■箕■■⑭ご写々●■寺⑧、町勾⑧一

洗濯

493億円(契約517億円）

食事提供

受付業務

４１

I建篭唇一一一一一－－－－、公構力行使に関係無い所箪

L罵鰯…」
セヨム

事業期間：２０年､ＢＯＴ

建設請

▲
１
１
”

セコム(代表）

新日鉄エンジニアリング

参考:日本:独憲の考え｡。

7５－

ギーーＰ声一グ●

4幻｡～■両

日立製作所。

…E域曇忌』率……

(医療）

清水建設､竹中工務店

新日鉄エンジニアリング
清水建設

竹中工務店

日立制作所

日本ユニシス

小学館プロダクション
謹拳-芝零画･詞舜一一戸＝〃狸一騨兜零辱塁嬉警舜-鐸

態黒豊嫁鯉:ｉｔ二LｉｚＪ

日鉄エンジニアリン

セコム、
種差館イ両々々々ノコ、

自零琴霧葬弓謹嚢季琴

!一ﾆﾁｲ学電」

(維持管理）

(総務）

（情報

システム）

(警備）

(収容関連
サービス）

（刑務作

業唾職業

訓練）．

(教育分類） 小学館プロダクション

セコム

収容監視

画与

施設警備

健康診断
凸ら●●●



＝…＝回宇塞垂宅も壌謬壷興起蓉零毎垂』

刑 務所勢

F君署壱一昂竜一Z"空密画

島根あさひ社会復帰促進センター 唖
評
琵
罫
簾
．
毎
‐

型
・
剖
監

(維持管理）

鍾
謹
鋳
識
譲
議
鍵
譲
鍵
騨
鋳
鐸

塞
毒夢

Ｉ

１

ｕ
ｒ
ｂ
誰
藍
１
１
４
・
梱
矧
‐
一
・
．
劉
藍
唖
宰
。

弓鍔趨
や

鐸製･報一‘学籍震蕊舞塞雲雲霞

画研究所

謬
司
剖
弔
逼
議
落
窺
琶
唾
琴
睡
霊
。
酔
箔
翌

直接契約

Ｆ１皇型茜塁琶■

識I§はなく弔

多至杢

豊霊.､毒一~~一~暮塞
契約価格:878.8億円(施設コンセプト

も運営の在り方も大きく異なる施設
に｡｡）

盲蝉天嘩謬蕊蕊義議蕊
グと調蕊(蕊蕊霧霧

要

刑務所Ｓ）

､Ｆ

Ｌ制

受刑者:2000名収容

落札:878億円(922億円)ＢＯＴ

20年､サービス購入型､２０年
４月収容開始

大林組(代表企業）
縫合蓄備保障
グリーンハウス

日本電気~丸紅

稲オンデイライト
ＰＨＰ研究所

一
一
一
『

》
稚

》
一

万
一
一

(設計）

(窪設）

用

日本電気､丸紅
秘k-置肩司日星詳窒砦

(情報システム〕

みずぼコーポレート銀行

法務省

』華鐸塞毒垂毎蚕湧蓋鞄誇尭再学割迂亀…

大林組、

総合警備保障
日本電気-丸紅、
グ堕雲菱｡ハウＸ

1台人潅備整備

約出資↓藷
ＳＰＣ

島根あさひ
ソーシヤル

サ三ポート(株）

出資

〆
雲

Ｌグﾘ童:』鷺狸畢一』

融資契約

－７６－

l錘社冒t璽躯顕li』（総務）

（警備）

(収容関連
サービス）

(刑務作業
職業訓練）

(教育分類）

（医療）

事業契約

大雄鐘_…Ｉ

、

損害保険会社

総合警備保障

新設運営専門会社

保険契約〆運営業務包括委託契約

Ｉ

一署_惑蝉_…雲１
厩宇吾寄零＝零司雪一＝二一Ａ診二ご一奈電＝霊弓雰琴琴雷弓琴琴詫

県立島根あさひ診療所』

ＰＨＰ研究所｡大林組
串”少.〆■ｮ酔一唾塁思密筆幽堂嘩～'

運営業務再委託契約 」



東京湾ベイエリア

飛行場ターミナル！》
滑走路は通常の公共工事として実施
（リスクが多すぎる巨大土木工事）

旅客ターミナルと貨物ターミナルはPFl事業として実施(民が得意とする所掌）

東京国際カーゴターミナルPFI事業ＢＯＴ方式30年

国際旅客ターミナルPFI事業ＢＯＴ方式30年

－７７－

4５



飛行場ターミナル重）
三井住友銀行

みずほコーポレート

銀行

住友信託~横浜銀行

中央三井信託

三井住友海上火災
喧洋＝＝身邑主雷』塞畢,＝＝奔幸…雲舞究癖峯畢零理轄多

三井物産株式会社

（スポンサー）
唖＝萩唾厚冨軍霊＝雰雰一輩,鐘塞舞全毒謹塞毎鐸霊拳塞塞響

（協力企業）
香港航空貨物

ターミナル(株）
日東ロジステックス

久米設計

物産不動産

セントラル警備保障
関西エアカーゴ

センター

準講鍵舜塞麗司霊等毒藷参拳索葬馨塞影鐸P再審珂軍厚手＝＝唖ｇ壷宅…南

摩

資本金：１０億円

大成建設
菱宰鐸塞鐸お裳少鞠華幸司男声季＝錘ざ基…

国土交通省

東京航空局
東京国際航空貨物

ターミナル株式会社

（ＴＩ師)～SPC～
i禽差霊零…一……一…一一…替'息雲慧鐙蝋恩:患識蝿,ＩＰＦ'契約(39年）

平成18年４月:落札､６月基本協定、

蕊繍調撫胤”，周…
羽田太陽光発電

株式会社
要＝毒霞葬李呈＝客電雪踏雪雲二頭宇竺霊弓写字

東京電力

三井物産株式会社

環境価値販売
(年ＣＯ２８５０トン）

グリーン電力証書

__一一豊塞省一一
Ｐ弱再訂画Ｆ零守F剥勿鐸早宇鐸宅切彊零認容弓霊屋雫琴署零落翠謬

羽田空港東京国際カーゴターミナル

４７

市立図書館《）
|Tを駆使し､市民にとっての利便性を高め､職員数を削減した図書館

目

－７８－



コンピューターによる自動書庫(50万冊の図書を管理、自動的に取り出し）

軍苓鍔琴覇

衰琴謹際，

蕊

堅

－７９－

4９

24時間自動ロッカー図書貸し出しシステム

ＩＣタグ付き図書(図書管理を簡素化）

ＩＣタグ読み取り機により複数図書を館員を介

することなしに借りることが可能に

5０



市立図書館霞）
稲城市立中央図書館

Ｎ両リース

（金融主体）
国

』

八千代エンジニアリング

三井安田法律率務所
日本プ画ジェクトファイナンス

瀧1，ＲｌＡ

いなぎ図需館
サービス(株）

稲城市
(BTO22年）

↑市有財産使用貸借契約ｉ
ﾐ……...…..…..….….……....…..….....…；

利用料金支払い

貸出冊数が50万冊を

超えると１０万冊毎に

翌年度サービス単価
は5%アップ

出資劣

後融資

維持管理契約’

｜－戸
備品整備修繕契約

↓
産一、

ＮＴ｢ﾃ゙ ﾀー…

金剛
烏一一一一＝,‘

運営契約

一「

請負工事契約

↓
〆 ､

熊谷組

罵一＝一一一』

設計契約

「

日総建ＮＴｒ

ファｼﾘﾃｲー ｽ゙

ＮＴＴテニタ

有隣堂

ＮＴＴ・

ﾌｧｼﾘﾃｲー ｽ゙

総事業費41億円(実質的にはDBOで施設整備費は完工後全額一括払い｡ファイナンスは一部のみ)。
５１

複数公的主体の統合施設＃）
都市再生プロジェクとして、国の官署と自治体の本庁舎を集約。立体化しPFI手法で整

備した案件（異なる管理者等が同一施設に混在する）

九段第３合同庁舎風千代田区役所本庁舎整備等事業(PFl18年BTO）

ｉ』 鍾鰯蕊鑑識霧瀧国土交通省

8０－

合同庁舎（「官公

庁施設の建設等に

関する法律」に定
める庁舎）

号１
重
蓄
冨

霧.－．N

地方自治体(千代田区）

5２

蕪 蔓誇

E窪蕊

議霧

「地方自治法」

に定める公の施

設（業務は別途

一
満
堂

１

側
！
＃
賎

Ｊ
が
１
１
ｉ
曲

民に委託）

「地方自治

法」に定め

地方公共団
の事務所 民間商業施設

謹喜

4f

誇蚤

!。
鼠蟻詩Ｉ翻電

，Ｉ



複数公的主体の統合施設雲）
九段第３合同庁舎｡千代田区役所

(222億BTO18年）

2007年２月より共用開始

ｆ信金中央金庫、

6年126億(2005年１月31日）

蓬欝皐
、／

佐藤縫合企i苗ｉ
風コンサルタント

清水ビルライフケァ

（株＞タケエイ

ハ総合警備保障（株）

清水建設(70％）
第一建設サーピス

ハーベスト（株）

合築である場合､設計"建設｡修繕は一括発注の仕組みにし､維持管理契約は別契約､かつ三

者間で権利義務関係を明確化するため覚書を締結５３

瀧府庁舎十再鶴発事業徳
東京都心部における都市再生プロジェクトの一環として､官民が土地利権を複雑に保持する地区の

再開発事業をPFl手法として整備

霞が関7号合同庁舎PFI事業

官民棟

再開発前：

複雑な土地所有権(文部科学省､会計検査
院､金融庁､民間ビル､商業テナント等）

鐸

－８１－

完成後

官庁棟

公共広場

５４



管理施設≦Ｈ鯵f(甑鰯難)ｆ
，、

…=…'ﾉ慧蝿W;蕊鴬挙

霞が関7号合同庁舎

|ｆ東京建物、＝、

漣蛎菟ミス熟

E型一幸 罰

久米設計

大成建設

新日鉄エンジニ

・アリングジ唾苓〃雪，＝‐‐‐

／（スポンサー）．
・、

新日鉄エンジニ
アリング

大成建設

東京建物
ﾄﾖﾀ通商ｊ

農－－デ.今--ニー←・・壷‘

国
用戸干産ﾃ:ぶまF辱-口之

、
宮
ヨ
レ
ョ
可
自
餌

鍵驚、

民間所有｡管理施設

毎幸デー一

是黍-鋒壱華塞参塞誇雪苧＝マゴ

P

. Ｏ方国
旬920

17年間Ｂ

式PFI契

億Ｐ

Ｆ吉扇＝竜でゴェ黒酒一三函■’．．と.

’ず大成建設

新日鉄エンジニ
・皇躯u望グー： 〆 ､

融資金融機関

(シニアデッ卿
劣後融資

ＳＰＣ

甑が関7号館PFI

株式会社
届雫＝壱一…昏睡季zご客署･鐸塞謡琴華窃塞誇＝琴'全デこ…･霊＝~,二

融資契約
東京建物

新日鉄都市開発
一鋒黙悪瞳ZL曇

劣後融資
i‘尋悠ポ2認tk塁豊L望雲ノ灘謹雲鐸畢窪墨鍾鍾箪Ｉ雲筆一一 野雨雲

政府庁舎十再開発事業塗）

Ｐ

東京建物

新日鉄都市開発

日本土地建物

シニアデット

（融資金融機関）

劣後融資
／奇雫縛、〃＋トー、

5５

民間所有｡管理施設民間所

〆 、

霊L蝉謹I鑑E鋸謬岩再議錘霧窪菖噸蛎調

９q

都市再開発機構
＝．-.起筆･資.鍔一・篭苧苓誕ご'霊--..,F_奇．割

篭護蕊鐸

中学校十公有地有効Ⅱ活用

中学校整備と共に隣接遊休地を有効活用する民提案を募ったPFl事業

（中心市街地の一部再開発事業）

8２－

福

建物床利権者より
構成されるSPC



複数公立教育施設同時整備御

市中にある4つの義務教育施設（中学校。小学校）の破棄、更新、整備、維持管理（経
済規模による費用縮減、工期の同調化）

･争一餌

〆

、

市内義務教育施設の一斉

耐震改修工事画一部更新整備

三重県｡四日市市

契約:2004年６月、共用開始

2006年４月ＢＴＯ契約:20年

、

〕

拳蕊婁琴港中学校…鐸港中学校爵窪罪羅騨富田小学校

予算や時期的な関係より、複数同種施設を一挙に整備し、維持管理の対象とするようなケース

複数公立教育施設同時整備雲）
四日市市市立小中学校整備事業

補助金

２１年間ＢＴＯ契約68.4億円 四日市斎胃。 国李

＊

‘スポンサー、
;。大成建設

f大和ハウス工業
ナルックス

ケシーテック

麹璽璽::冒頃蕊
Ｅ■

Ｌ』

′識議/し
日建設計

猫:エ儲理

日建設計
i…感太成建設…罫|圏鰯願蟻鰯

４義務教育施設の取り壊し、

計画､設計､建設､更新補
修業務､ファイナンス､仮校

舎提供､完工時資産譲渡、
２１年間の維持管理

業契約

サービス購入費

１PFI
▽

資本金ｆｗＴ１門÷－
四日市学校サービス

株式会社(SPC）

DE

L』

－、
／建設〃
大成建設

大和ハウス工業

ナルックス

遥鐘鴬＝島鰻舞うi零z皐霊拳鶏壷ｊ

ｉ

召

契約

融資契約

６

臓識鎧寿曾零

大成サービス

麿瞳溌罰動！、

第三銀行

百五銀行
三重銀行

みずぼコーポレート
姿冒孝二

険会社

ウ

一)鐙葺理

大成建設
＝Ｐ』

仮凌菩資資

大和工商リース
Ｗ縁麓感雪

大成建設/ナルックス

､麗巽票ユー.． 巽鴛罵群校臓鴛駕ﾄツ

－８３－

5７

5８



(展示増整備）

混合方式(利用料金十行政が支払うサービス料金)のPFI事業で､サービス料金は実際の利用者の増減
により変動する仕組みを採用し､官民でリスク分担した案件

－８４－

天文台塗）
仙台市天文台整備運営事業

センﾁｭﾘー ﾘー ジ錘を

‘ 、
伊藤忠商事(代表）：

；エヌティティーファシリデイーズ

リース契約

ｴﾇﾃｲﾃｲー ﾌーｱ堂嘘ｲ室ズ (設計図監理）

序詞

(請負建設工事）一伊

(望療舗轄備）

』。五麗光警霧蕊Ｉ
…､::鴬|…蝉…

約
(プラネタリウム整備）

Ｉ４トータルメディア開発研究所

;1鐙謹鎧鑑鯉蕊麗蕊』

(株)仙台天文サービス
（SPC）

仙台市
・豊潟園奄鯛蕊』 (情報システム）

＝霊室吾診諏審喜戸一幸

天文台１）

(望遠鏡備品等維

持管理）

(建築物修繕）

や
毛

-陰|;ご伊蔵忠商事・ユ

;…扇国建畿…；

趣』

維持管理運

営諸契約．
歩

唾
一
一
室ｊ五藤光 （プラネ維持管理､天文台運
営全般）

(情報システム保守更新）

（展示設備維持管理更新）

（プロジェクトマネジメント）

(情報システムリース）６０

癖

鞍

‘翼国惑璽這璽謹息
一伊

王毒ｲﾃｲー ﾌｧ鉱謙誇式



鍾塵議都

学校の設計､建設､維持管理十学校利用時間外プール施設運営

調和小学校蒜民哨上も
＝辻巽ピZ鑑議塞鐘〔SE鮭 蕊

蕊

心
零
唖

6１

小 学校熱
調布市調布小学校整備事業

へ三井物屡
一（代表企蚤

横川建蒜蕊蕊蕊藤１調布市業務

学校教育

地域図罫館

市民開放等運営
PF|事業モニタリング

霧罰裏畢
(スポンサー）

(設計委託）
(工事監 委託）

特定事業契約

小 学校御

室ﾝ噸燕蕊(直劉~…童鴬鍵宇絢）《請負宇雲御

へ三井物産調和４

6２

調布市
…"－．－皇宅署＝露…霊窪毒舞華菱

－８５－

(補助金）

霧舞琴塞霞露悪謬琴琴霧男

事業者所掌

施設建設

維持管理
屋内温水プール運営
プール使用料徴収代行

旨諺萎鐙･篭羅殺.-塾二”7.客

》
』
》
｜

毒
加
蝋

(プール運営）

:安



複合福祉施設２）

複合福祉施設１）
類似的な福祉機能を集約し､利用者の利便性と費用の縮減を実現した施設

１１

(スポンサー）

東京都中央区痴呆性高齢者グループホーム等PFl事業

（相生の里）‘

１蕊噂

'３

りそな銀行
ｂ

券戸再q霊圭＝容器電電君国戸雪二軍一F＝.△"盈詞一宇幸

スターツ(株)五洋建設

（建設）

回 園

譲蔓上 ８

７！

(1)デイサービス(定員:30名）

(2)ケアハウス(定員:80名）

(3)認知症高齢者グループホーム
(2ユニット/定員:18人）

(4)タウンモール

(5)ケアプラザ居宅介護施設

(6)コミュニティ施設

(7)ヘルパーステーション

(8)駐車場

鰐露出

1鐸＃
遮遡

霧

欝識 “
〆
・
壷

譲議

篭
蕊

隣接する隅田川のスーパー堤防と公園緑地が東京都と中央区の手によって並行して整備され､水
辺空間と一体となった施設に

６３

http://www,aioinosato・ip/info「ｍａｔｉｏｎｈｔｍｌ

－８６－

中央区佃、

高齢者介護福祉

サービス株式会社

暑篤＝……S2C…=…＝

BTO２０年間､貢取価格、２１億2896万5000円、維持管理費:5億690万9千円（施設の整
備､維持管理､運営）

６４

要介護認定

スターツ(企画）

スターツアメニテイ(管理）
碑霊園騨認悪電悪霊露謬牽悪霊国辱零霊垂零覗転司洞扉弄宇宰廓閲悪露語再智戸

中央区

高齢者福祉課

施設係
ＬＰ‐繰善奉ら－面=琴港展承〆吾尭_番p千二忽勇雫語--画

株)ジャパンケアサービス(代表
スターツ(株）

五洋建設

直接協定

職…：襟｢..-.虻”泣丞;挨査後一.－１
ｉ整備費用を一括買取、ｉ

－、,驚鯉謡劉ｬが

本

穣嘩j←型里_」
賃貸料支払い(四半期毎､地代相
当額十純家賃十借家権利金）

ケアハウス施設貢取補助 :。

屍塞尋霊琴霧雰塞霊雲震琴E悪頚零畢理霊署翠厚_毎ｺ霊呈舜

▼８

ｆ ：、

〉利用者
ｋ…=…霊‘

国民健康保険
団体連合会

東京都

斗
斗

ジャパンケアサービスグ

ループ(運営）

請求(9割介護

保険給付）
▼

リンテック(設計瞳詔盤理）
利用者負担分(１

割)＋食費実費！



蕊

一見何の変哲もない駅前ビル？12の機能が複合化した市民の駅前利便施設

千葉県。浦安市。新浦安駅前プラザ。マーレ

章働く主婦

苧幼児=保育

や働く人の利便性向
上行政サービス

零市民交流｡青少年
交流施設

｡琴

千葉県新浦安駅前プラザ。マーレ

(もともと駐輪場の土地､だから細長い）

議耀

塀
武
徳
鍵
畢
垂

曇
吐
雨
癖
・
幸
．

銅
霧
計
量
邸
鯉
謬

涙
￥

7蘇誘調禰一~~蒲受帝薪蒲翫揃一一宇蓮もアート革霧百室７－
センター奔竿:弁卿寺潟センターインブ牙天＝シコショーナー

＃

』謹蕊蕊

PFl事業ＢＴＯ２１．７年:事業者は一部行政事務も指定管理者として担う｡多様

な公共サービスと民間収益サービスの統合施設６５

駅諭複合利鶴施設塗）

上層階は保育所｡屋上は運動場

－８７－

鱗
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噸蜜一邑塞
蕊;”…霊詐禰
壷§舞町息。

g諺

鰯震
蕊蕊鍾_ま

蕊,誇一

『
》
雷
一
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識

離蔚複合溺蕊躯設＃）

交番/東京ペイシテイバス記で誠裂光脇緬ｻｰピｽｺｰﾅｰﾉ新溺壁域蕊13
新詞安銀飢桑内所ｲﾝﾌｵﾒｰｼｮﾝﾏｰﾚｽﾜﾝｶﾌﾆ＆べｰｶﾘｰ自徳宣睦章潮ｲ“1塾
零①旬幸ハーａ－虜吐一、J租岬蹄画幸Q竺茜空包亜雪琶e…ザ細艶唾堂顕婁璽竺感壌糎砲･

新i甫安駅第13自転車駐車堀(自走式）
圃句＝i…古童[ｐｔ池1コ

灘
繋
》

霞謹

~1噸鰯謬簡竜蓉錘謬謬蓋額撞誕蕊青萱＝買]睡頭ご蘭
ｆ麺一罪売寸に向鞠画戸侭遥一画鍔ＥＴ君、誇溢露琴

音楽スタジオ1．２ルーム1～５
菖b＝1.2酌口頭１名Ｆ＝五１巷

竜
ご
厚
旦
醐
』

且 区

コンセプト

駅前行政サービスセンター

（あらゆる利便施設〉

'０カード利用の立体駐輪場

一
場
》

痔
一

癖
》 黄湯配一・!

。‐，Ｈ『畠覇弓墳
遍ﾛ』,｡W

獄軸一会･-蝋識瞳評

厚
膜
Ｆ
Ｆ
膳
．
Ｆ
一
罵

鞭
需
認
鎚
準
迦
認

所 ご少

_〆

仁ど和ﾛ
在宅介図蕎鰯センターインフォメーションコーナー
C酌.S唖署詞些さ伝.自強舞卸町t函詞丁溝ーーP預壱



駅蔚複合利便羅識３》
浦安市駅前複合利便施設:BTO:21.7年総事業費:65億円｡サービス購入型十独立採算施設｡平成

１８年供用開始

蕊：
--巽筒2
･旬け名一_=

:．〃浦安市〆
､.ｆ・・-戸蔓､貯止｡q･､ﾛ

損害保険会社
蝿…辱零軍理霧鍔……・一苧一〃”

協業

（ポピンズナーサリー

新浦安店運営）

#

アールアイエー

(設計エ事監理）

●

,『、’

西松建設

（代表｡建設）
蜂…:鍔…＝霊…』

西松建設
(代表画建設）

PFI事帯誰)(BTO

新浦安駅前PFI（株）
塾徐もエ鐸渠＝鞄善事…号”幸塞銭受窪津曇釜全轄坪曇魂付,蕗』Ｑ－皇室畳＝壷鈎垂喧葬壱宅

背

イオンデイライト

（維持管理運営）

ｌｒ

Ｈ

Ｉ蟻，

融資

出資

⑳

ダイフク

(自走式駐輪塙

維持管理）

融資金融機関
響＝＝詫一露謬鐸….『再辱争学訂'尾群T評黙■▽恥挫一ﾆー ぞー属目

出資者

西松建設

ｵﾝﾃﾞｲﾗｲﾄ（株γ
(株）アールアイエー
……一一請裏謬磐…….雲･‐・＝準零＝・農.｡毒露尋零需零尋霧

＊

（株）カルチヤー

カルチヤープラザ運営

(青少年対象事業：時間帯で混合事業、一般利用を含めた独立採算事業にわけ、需要
変動リスクを適切に軽減した案件）６７

誉尋すれば議功す愚鞠か●

～制度のみならず､実務上の規範や慣行が極めて重要｡民間主体が興味を

示し､積極的に競争に参加する環境を醸成することが必須の要件となる～

副３

－８８－



廼壁-＝~聾……ザ癖奉霧雷-吾華弓毒露雲零華藷夢

凸●●●◆●●●●●｡■凸■■■■や■■■■p■町●心･心｡少①§

記罰一属Fで守一亭電壷語"ニーマ零悪手二弾掴零審毒需豪躍雲謬鐸葛嘩霊挙錘案塗琴移デ

■

6９

政策や制度のイニシアチブだけでは公民連携は実践できない

成功のポイント①
民間部門に対する施策

戸蛍！霊辱贈挙璽毒琴吟毛

蕊を蕊塗誉霧誉 義議事

『

ンタレストを喚起
する

市場参加者が興味を示し、
な競争推進施策が必要。

》
》

塞室葵塞霊議毒議雲銭皇装置姥絵鐸 一一亜q■TF-D轟和竜喝悪暖冬厩争鍾亭”露場FL

r-ゴｰ写塞ﾝ-.-'墓圏

一・手５鐸巳俣_室 Ｆ１望衝毎＝日

Ｌ

実現できるものから始める､段階的に市場の発展に合

わせて市場に複雑な案件を投入する

政策制度壁実践｡零瀧鰯闇係

E雫雲議謹奉誇鐸舞霊塞詫雲龍婁謹毒篭拶悪¥＝群霊審詫再弔蓉唇宅認否

藍 ミニ垂…

実務手順や考えを解りやすく解説する知識や経験の普、

及と共有の仕組み､実践ノウハウ､経験､ベスト国プ

Ｌ

標準化を図る(ガイドライ

ン､標準契約書等）
瞳塞議塞鐸寒窒塞蕊蕊毒零塞舞桑雲霧簿＝…掌雲霧毒塞篭鐸窺蓉議窪謹義韓謬

ネットを通じた全ての案件楕報や契約摘報の開示､透明
性と公平性の確保

‘＝．－…需譲認霧＝琴藷覇露罵…謬一~…需尋弓弓毒扇謬…霊雲霧＝幕＝雪.…………ずF･電需＝零審講評.琴寿需雫零J
稜．。-...畢患．ず_鍾貸~塞霊.鶴…認雷毎号~-亨亭-"琴雰塞裳q園"電電宅酵手.

ご戸塞宰曙霊夢琴』

Ｌ

段階的に市場を育成し､市場参加者の投資意欲を喚起する諸施策が必要７０

一ﾔ苧

－８９－



一
一

公的部門に対する施策

評価手法の開発の必

要性

成功のポイント②

可可

|公'篭撫霞Ｈ新しい手法､考えに関する公務員の意識改革､公務員を対象とした不断のセミナー･教育｡訓練活動が必要
編＝…＝＝＝割＝垂塞苓･夢＝毒.ﾕ型＝響酵塁辛塞窪曇壷霊錨…奪壱上壷捜画錘鐘密＝憂鐸＝＝毒＝鐸毒鐸牽鐸詫舗癖藷凌錘謬耗則垂毎舜笹詫銭蝉葬酋琴塞塞韓霊鐙軍議顎轄準舞零群使い弓窒毒彰塞琴舞轄挙孝塞

公的部門職員の意識

改革･教育｡訓練
＝

牡ｆ_幸”Ｌ■粥＝唇需調P雷益垂＄託勺評か

公的部門職員の意識改革とスキル．能力を不断に向上させる施策も必須の要素

覇副
民も官も経験がない新たな分野･案件の場合､慎重
討と市場のサウンドに基づく戦略が必要

市場との協調回共生を
下にした施策の実践

何が必要か？

、
・
宮

が習得することも必要
畠＝＝語＝ 影率乞当

”

健全な競争躍

境の維持と市
場の活性化

－９０－

VＦＭ,SPC,行政のリアルコストの把握､行政情報の公開等

民間の創意
工夫を発揮さ

せる仕掛け

7１

民間０

工夫を

せるｆ

7２

一貫性と整合

性のある制度

政府によ懇
い推進の意恵
患護
憲患

健全な競争躍

境の維持と市
場の活性化

ｊ
み組仕の携連民官るす功成

～成功する官民連携の仕組み
市場議力i震庭
よる償露議霞
」蕊

市場議力i震庭
よる償露議霞
ｌ篭



ご清聴有難うございます。
Ｑ＆Ａ？

torumiharaoaolcom ｏｒ tmihara、mitsui、ｃｏｍ

7３
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第17回日中民商事法セミナー

「PFI法｣｢コンセッシヨン方式｣の
…要点解説Ｌ

アンダーソン･毛利･友常法律事務所f赤羽貴

両

Ｐ
■
■

■ＰＦＩ

画公設民営

蜜建設主体と運営主体の分離

四コンセッション

四民営化

運事業譲渡

蕊株式会社化

PPPの流れ

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

望

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ



３

霞苧

妻F|法の制度関連

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に閏する法律(PFI法)成立
総理府内政審議室に民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)設置
PFI法施行

民間資金等事業推進委員会(PFl推進委員会)発足

1999年７月

８月

９月

１０月

基本方針策定･公表･自治省通達

各省及び地方公共団体で実施方針策定･公表
→事業･事業者選定

2000年３月

2001年12月PFl法改正(2002年４月施行)-11条の２:行政財産の貸付等

事業契約､モニタリング･ガイドライン案発表
(同年９月施行)地方自治法改正による指定管理者制度導入

2003年５月

2003年６月

2004年６月ＰＦＩ推進委員会中間報告発表

2005年８月PFl法改正－９条の２:指定管理者の指定に当たっての配慮
１１条の３:特定民間事業のための行政財産貸付

2011年５月ＰＦｌ法改正一コンセツシヨン導入･対象事業の拡大等

2012年３月基本方針改正

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

建設だけでなく運営までを含めた全体費用(長期間の平準化した

財政負担)の概念→債務負担行為の設定

公共側も建設や運営の費用増加等のリスクに対する認識を強め、

PFlによる一定のリスクの公共から民間への移転を長所として評価

税収など公共側の収入も含めてネットで評価

VＦＭを国民の立場から評価するのか､個々の事業主体毎に評価

するのかという論点(ガイドライン）

例）。ＰＦＩ事業主体と徴税主体の相違(国､都道府県､市町村）

･法人税､事業税等

・登録免許税､不動産取得税､事業所税､固定資産税、

都市計画税等

‐
捌
誼

畑

吾電画弓冒まｮ

麹織

ValueFo『Money:ＶＦＭ評価の留意点

－９４－

螺

園

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ４



園

４鯵
溺

PFI実績の積み上がり

ヨPFl導入の総数約３７５件

国（基本方針策定(2000年３月)以降2010年１２月までに実施
方針が策定｡公表された事業）

国国

画地方公共団体

画特殊法人｡その他公共法人

６２件

２７８件

３５件

＊ＰＦ|推進委員会まとめ
http://www8.caQgojp/pfi/iinkai7html

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 厩

別

－９５－

｜実施方針｜
Ｑ＆Ａ／ヒアリング

↓
｜事業選定｜

↓

譲
鐸

叩
・
毎
ヨ
届

一
議
．

型

PFI契約作成への流れ

『
ず
当

ｒ
Ｌ

入札説明帯回募集要項の発表

PFI契約書案の公表

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ



調

識{割 醇一

盤

PFl事業契約の作成の流れ

画リスク分担の精査

画条項の作成

画質間｡回答事項

画公表版の発表

国事業者との交渉の可能性

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ７

Ｆ
霧
島

鋤

各種契約

”Ｉ鶏

蝋議|蕊 鐸

－９６－

画PFI事業契約

逼融資契約､担保契約

画直接協定

画建設､保守､運営契約

画株主間契約

国保険契約

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 凶



建設契約

露
《
．

回
篭義母

野4,

夢雷弛
幸田巧宅毛侯

麹

PFlの事業契約とは

事業のリスク振り分け機能

■民間のとれるリスク

■公共のとるリスク

画交渉によるリスク分担

麺リスク分担表の作成

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ
r■1
陸』

保守・運営契約

（供用開始後）

:■蕊
農〔:麹

謹謹
受
戸
＃

PFIの基本的スキーム(サービス購入型）

g溌篭陰執

出資会社（スポンサー）

建設コンソーシアム
･建設会社

･運営会社

唾機関投資家等
｡固定価格

･工期保証

･性能保証

鎧!“

暦

毎幕．
:.‘謡‘，

、~塞珂常､

§該
遥罰乳

〈・窪ぞ 鍵

融資団

。協調融資団

虻

管理運営会社

保険契約

ローン契約

裁謹鴬．

PFI契約

ぼ稼働保証

･運営麓蕊鼠麓蕊鼠

直接協定

国。地方自治体

－９７－

保険会社

･建設リスク等

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ １０



霞

舜宙

鯵
』謎

官民の責任分担･リスク分担例

現リスクは当該リスクを最も管理可能な者が負担することが効率的

民間に負担移転

⑥実施設計･建設リスク

（コスト､工期、質）

今運営リスク

（水準､維持運営費）

今投資リスク

今パートナーリスク

●資金調達ﾘスク

公共の負担

◆公共が担当の計画リスク

今特定の法律･制度変更

◆関連公共事業整備リスク

今公共による料金改定リスク

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｉ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

個別マター

◆用地買収リスク

◆住民反対等リスク

今マーケットリスク

◆技術進歩リスク(IT関連）

令残余価値リスク

今環境問題リスク

◆天災等の不可抗力リスク

今独立採算部分ﾘスク

胸
雲嘉
鐙

PF1事業契約(1)

狙議会の議決(PFI法第９条）

ヨ債務負担行為設定=>財政健全化法上の扱い

別各年度の予算措置行政ＶＳ議会

函入札保証金､契約保証金(*長期にわたる保証

金存置）

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

－９８－
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園

４参議

､4蚕ゴ

＝ご華垂５

F司亜=

蕊

PFl事業契約(2)

劃ＢＴＯ(Build,Transfer,Operate)型(国のPFI）

国建築部分等の代金延払い

ヨＢＯＴ（Build,Operate,Transfer)型

国サービス代金として不可分

国公の施設に対する融資団による担保設定

画契約終了時の所有権と代金支払い

鰯長期修繕の対価の処理

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｉ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 1３

ﾖ

9９－

PFl事業契約(3)

公共側からの観点

劉
一シ

鐸
．
．

霧

蕊

函事業遂行の確保

国SPCとその協力会社

国違約金の存在

ヨ契約関係終了時

画公共サービスの確保

鰯第三者により事業継続(調達規定 一再入札か？）

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 1４



掌濯

;..’
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蕊

｜
町

Step-lnとは

■Step-inの権利
鰯事業者の変更

＝入札との関係で｢選定事業者｣を変更

国スポンサーの変更

＝ＳＰＣの株主の変更

（選定事業者そのものは存置）

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 1５
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酒プロジェクト｡ファイナンス型ローン

蕊キャッシュ｡フローの確保

|麺 雲
》

識

融資契約

画事業契約とのマッチング

画遅延損害金

'1６ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ



辱議

ａ合議
呂俣

|P（ 塵’

プロジェクトファイナンス
IPPプロジェクトファイナンス

Ｉ

;･§
謬

宴謹

民間事業者（株主間契約）

銀行団

鍾行Ａ

l債権者間蕊債権者間契約
銀行臼

ｉ 返

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

譲雲

担保契約

画各種担保契約(セキュリティー｡パッケージ）

画将来債権の担保

園株式担保

園各種契約の地位の譲渡担保

鰯担保権の実効性の確保

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ
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謡

副

４鯵
剛

２国３

PFl事業契約

事業者側からの観点

画サービスに対する対価の確保

園Ｃａｓｈflowによるローン返済

園公共側からの一方的な解約のないこと

雪契約終了に伴う一定のサービス対価の支払い

国建築部分等に対応する代金

国サービス対価減額との関係

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ '1９

割

PFl事業契約

レンダー側からの観点

蕊 蕊

巌

－１０２－

画解約及びそれに伴うローン返済充当

画減額メカニズム

画レンダーとしての責任＝Step-inの要否？
画金利の変更

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ２０



霞謹

』i露蒙
院

蕊

塑墨鰯

に雫』謡

窄一'碧電ジ幸Ｆ一一一一

亀

直接協定

公共と融資団との共働

画公共のメリット

蕊融資契約の重大事由の事前通知

蜜失期宣言､担保権の実行

園融資団のメリット

圏事業契約上の鯉約事由発生の事前通知

鰯Step-in時の事業者･スポンサー選択の

可能性←公共側からのStep-inの期待

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

PFiにおける直接協定

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ
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蕊

謹謹
叡珍葛…

建設､保守､運営契約

四公共ｖｓＳＰＣリスク分担

画ＳＰＣと協力会社

園それぞれの分野で役割分担

函協力会社変更の可能性

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

垂】害晃一一審門田

._･毎謬女鷺兵

株主間契約

画ＳＰＣ＝事業主体

ヨ役割分担

画株主間でSPCのリスク調整(運営型の

増加に伴い、リスク調整が重要となる）

国株主保証ある場合のリスク分担

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ
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凸喜慧、 ＝･＝謬琴鍔謡考鐙ご

劃

PFI事業契約上の実務

■リスク分担表の表現

蜜すべてを契約条項として書くか､またどの

程度まで詳しく記載するか？

国リスク分担の区別｡重複の書き分け

翼リスクの負担方法は何か？

‐協議､費用の負担｡損害賠償､契約の

変更､契約の解除

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

蕃鍔

函 Ｌｊ
言恥一

F塞謬
琴琴
貫毒露峯

窪】

趨

PFl事業契約上の問題点

画契約の終了の仕方

画合意､協議による解約

一不可抗力

一法令変更

画解約権の行使

一事業者側の解除権

一公共側の解除権

画補償と違約金

一時間軸

一金利変更

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ
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蕊
．

園 鯵
鐙Ｉ

違約金の性質

■ペナルティー

画損害賠償の予定

画超過額の請求

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 陵判

－１０６－

畷 蘇謹
議騨

謡

PFI事業契約上のモニタリング

■ガイドライン

画個々のPFI事業の特性

国モニタリングにおける具体的基準の設定

画減額メカニズム

画減額の範囲

国施設設備費との関係

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ２８
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鯖向

顎 蕊
蕊

PFl案件の傾向

画従来：箱物中心

画今後：運営型･独立収益型の増加

国運営の比重大の場合のファイナンスはより

プロジェクト｡ファイナンス型へ

蜜コンセッション制度の導入

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

運営型｡収益型の論点

園運営方式の変更

蜜長期にわたる契約の要求水準の変更可否

画どこまでファイナンスを受けるか

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ
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園 息ｉ

蕊i蕊
麹

改正前のPFI法の課題と改正の背景

（１）従来のPFI法の課題

■条文のほとんどが手続規定であり､現行法の仕組みを変更するもの
ではない(実体的な意味を持つのは､国の債務負担行為延長(11条：
３０年)と行政財産の貸付(11条の2以下)程度）

１公物管理規制との関係

■PFI法で予定する｢公共施設等｣は､従来の行政法分野におけ｢公物」
に該当

■「公物管理規制｣によるPublicPrivatePartnershipの本来のスキーム
組成の阻害

ロ伝統的な｢事実行為｣に限定された委託の考え方

ロ事業経営のリスクとリターンを官民で分担する制度的仕組の不十分

■PFI法には､これらの公物管理規制に優越する制度的仕組みがない

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ３１

蕊 蕊

γ慧露
鍔

２民間の経営ノウハウ導入に適した選定手続の未整備

四従来のPFI法での選定手続は､通常の入札制度をそのまま適用する

もの(本来単純な売買や請負工事を前提にした制度）

画官側に欠如している民間経営ノウハウの導入の必要性

ロノウハウ自体に価値があるため、民間企業が望んだ形で､事業経営へ

の関与と資金投入機会が約束されない限り、官側に開示されることがな
い

ロ各民間企業の経営ノウハウの強みは異なるため､個々の企業のノウハ

ウに適した事業参画条件(契約条件)が合意されなければ､ノウハウは

生かされない

画現状の日本の政府調達制度は､契約条件を固定することにより、公

平性を確保するという考え方が極めて強い

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ iG形
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ロ「公共施設等運営事業を実施する権利」

蕊
塾

(2)PFI法改正の背景
■国土交通省成長戦略会議国際｡官民連携分科会報告書
（2010年５月１７日）

ロ公物管理権の部分開放､コンセッシヨン方式の導入

ロ税制､公務員の出向円滑化､規制緩和を取り込む調達手続

内閣府PFI推進委員会中間的とりまとめ

(2010年５月25日）

ロコンセッシヨン方式の導入､公物管理権の民間への部分開放

ロ新たな民間事業者選定手続の導入

瞳

ヨ2011年５月24日改正PFI法可決｡成立(6ケ月以内の施行）

■2011年11月改正PFI法全面施行

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 毘涯］

篭 蕊

露

公

麓爵
勝.霊

改正PFI法の概要と要点
（１）｢公共施設等運営権｣の倉

ションスキーム

１「公共施設等運営権」

創設と想定されるコンセッ

(2条7項）

一
今
皿

所有権（略）を有する

－１０９－

(2条6項）

利用料金を自らの収入として

国

）について、運営等（運営及ひ
をいい、国民に対するサービス

公共施設等（劉里

運営等（運営及び

ロ「公共施設等の管理者等が

3４ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

料金（ のに限る。

維持管理並びにこれらに閏する企画をいい、

の提供を含む。以下同じ。）を行い、

』X量するものをいう。」



ＳＰＣ.‘

浮田
詞,

劇d鯵勧丁

画２公共施設等運営権のみなし物権化
公共施設等運営権を物権とみなし､不動産に関する規定を準用(１０
条の10）

公共施設等運営権登録簿を創設(不動産登記に類似した登録制度）
(10条の１４）

抵当権の設定が可能(10条の12）

公共施設等運営事業実施契約の締結(10条の9）
内容と意義

国特定の資産に対する使用権ではなく､管理者が当該インフラ施設を｢管
理する権限｣そのものを切り出し､これを財産権と認識した

口濡菖瀧蛎窯と謡蛎鰯きな違い｡行政処分と財産権

詞

,塑’

一
軍
Ｆ

３想定されるコンセッションスキーム
■新設施設型(GreenField)コンセッションスキーム

■既存施設型(BrownField)コンセッションスキーム

■サービス購入型との混合型コンセッションスキーム(新設｡既存双方）

iG造ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

<運営権設定＞

且蕊
罰

新設施設型(GreenField)コンセッシヨンスキーム

－１１０－

グ
ー
妙

金融機関

今一

く担保実行に′

閏する協定〆〃。
今

や
今
〃
〃
今
今
今
妙
り
り
十

．<事業契糸勺一一詞

ヘ
〆担保設定＞

･SPC株式

･利用料金債権

･公共施設等運営権

等

←－一一

公共施設等

管理者…
<国､地公体、

その他）．

所有権者
憲二

事業会社

~・投覚家

等

－－－－Ｐ
(事業認可）

３５

一卓一一一一一一

事業
資産

菜溌産引渡〉

悔【

業務委託＞＜建設請負＞

｜施工企業

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ



雲爵

画豊雲
騒Ｉ

雷F１

既存施設型(BrownField)コンセッションスキーム

‘

Zゥ

'金融楼閣

;、
く担保設定＞

･ＳＰＣ株式

･利用料金債権

･公共施設等運営権

寺

/担保実行に′‘
関する協定＞〃、

理f三雲当/#…
公共施設等

管理者

(国､地公体、
"その他)『

ＳＰＣＦ言

一一一一③ (事業寵可）

<運営権設定＞

ー

<運営権対価〉

_／
『運営企業’

業務委託

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

葛ざ業会社〆

‐投責家；

‐等

３７

』鐘雲
溌

籍蕊議

(2)コンセツシヨンへの投融資から見た改正PFl法の論点

１民間資金を活用する視点(PublicとPrivateのバランス）

■独立採算型事業においては､事業リスクがより大きいため、よりリスクを取る

出資者(Equitvlの資金活用が必須

■出資者(Equity)は融資者(Debt)と異なり、よりリスクを取るため､リターンの
要求水準は高くなる｡但し､インフラ事業の性質上､ＰＥ投資等と比較すると

その水準は低い

■リターンが期待でき､事業リスクを取ることが､民間企業の経営ノウハウを最
大限活用することができる(新たな事業機会の創出)但し､リスクについては

可能な限り予測可能性が高いことが重要

■単純な利用者への料金転嫁防止､インフラの安定的な運営といった公益性
からの観点から､一定の制約Ｉま必要

■過度の制約は出資を行う前提そのもの(経営の自由度、民間のスキルの発

揮)を破壊してしまう

竃不可抗力有事の対応も含め、官民双方の関心事項のバランスをとった制度

の詳細構築が重要に｡裁量性のある行政処分の観点ではなく､契約関係に
基づく対等なパートナーシップの観点が重要

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ３８
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鍔

璽議寂．

２民間資金の導入促進に関連する改正法の論点

(A)事業の期間についての考え方
■債務負担行為の年限との関係

(B)投資をし､事業リスクを取る前提として､経営の自由度はあるか

■「運営等｣の意義(2条6項）

■修繕､更新､除却など広く含み､投資に関する計画の決定及び実施を含んだ

もの(経営の権限）

(C)利用料金設定の自由度はあるか

■実施方針での規定(10条の４）

■地方自治体の場合にはさらに利用料金に関して条例規定(10条の５）

■設定された範囲内で､事業者側が決定､届出(10条の10.承認ではない｡）

■個別規制法における料金規制との関係は？(例:水道法等の総括原価主義

等）

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ３９

;ﾛ『

(D)個別事業の規制法との関係はどうなっているか

■設定可能な事業

上下水道､工業用水､港湾､鉄道､都市公園､熱供給施設､社会福

祉施設､医療施設､賃貸住宅

■個別事業の認可の関係

■空港､道路､産廃処理施設:現状設定困難という説明

Ｉ｜
》
琵
籍

シ
ダ
“
賭

蕊：

－１１２－

(E)公共施設等運営権に対する対価の考え方は

■費用の徴収(10条の７）

既存施設型の場合に､建設等に要した費用に相当する額の全部又

は一部を徴収することができる

■ＤＣFによる事業価値との相違？

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ４０
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調

(F)事業を第三者に引き継がせる方法はあるか(Step-in）
■公共施設等運営権の処分について管理者の許可(10条の13）

(Ｇ)事業に問題が生じた場合の影響

■公共施設等運営権の取り消し(10条の16）

■公益上の取消事由(10条の16第１項2号)と損失補償(10条の17）

■事業者帰責による取り消しと損失補償

■損失補償の金額:｢通常生ずべき損害」

■取り消し以外の手段の可否(公共施設等運営事業実施契約の解除と公共施
設等運営権の返還）

(H)地方議会の関与(政治リスク）

■公共施設等運営権の設定に関する議決(10条の６。「あらかじめ｣のタイミン
グ｡）

■公共施設等運営権の譲渡に関する議決(10条の13第4項)但し､条例に特別
の定めをおくことができる

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 過剰

壱
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贋

蕊

(3)事業者提案の促進と事業者選定手続き

１実施方針の提案

■実施方針に関する事業者提案制度(5条の2）

■検討結果の通知義務

２公共施設等運営事業における事業者選定手続きのあり方

■実施方針における事業者提案の優遇措置

■契約交渉方式は可能か

ロ従来の公共調達は異なる考え方が必要

公共施設等運営権対価､利用料金体系､サービス水準､期間など多様

な条件が相互に関連し､これを契約交渉の中で吟味し､調整して評価し
ていく過程が必要

■契約交渉方式における非選定者に対する一部費用負担

4ＺＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ



蕊

鋸

r＝§

鏡
謝

(4)対象施設の拡大(2条1項）

】

議鴬

■公営住宅だけでなく､賃貸住宅まで拡大

ｐＵＲなど､地域開発への活用

廻船舶､航空機等の輸送施設及び人工衛星

口防衛省次期Xバンド衛星通信再構築事業

ロ宇宙開発戦略本部｡準天頂衛星開発利用検討ＷＧにおける、中間報告
案(平成23年４月22日）

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ４３

認

インフラ事業への活用可能性
(1)空港事業

１閏空｡伊丹の統合コンセッション

■「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び
管理に関する法律」

■底地を除く閏空施設及び伊丹の滑走路｡土地を保有する会社による、
閏空｡伊丹の経営統合

■統合後､長期(30～50年)の公共施設等運営権設定(売却)による既
存施設型コンセッションの実施を法律上規定

■公共施設等運営権を設定した場合の空港法の特例を明記

２空港運営のあり方に閏する検討会(国交省）
■国管理空港(伊丹を除く28空港)の滑走路とターミナルの一体化､民
間への経営委託や民営化を議論

■関空｡伊丹類似のコンセッションスキームも想定。

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ 4４
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蕊

ａ蓑議
〃壌鼠

露

(2)有料道路事業

迅鯵
霞１

潮有料道路

ロ道路運送事業法上の道路については従来から民間企業
による投資は行われている(数はきわめて少数｡箱根
ターンパイクなど｡）

画道路法上の有料道路(つまり高速道路)については､道
路整備特別措置法等により高速道路会社が管理者とし
て法定されている｡有料道路政策全体の見直し後にコン
セッションについても制度改正が検討される？

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

罰

雲喜

４５

(3)その他

１ 東日本大震災の復興への活用可能性
■復旧の局面は財政出動によるとして､一定期間の運営については、

広域コンセッション等により､規模の利益を出すことで､民間による公
共施設等運営権への投資を促すことも考えられるのではないか？

■上下水道や空港などへの活用の余地？

■復興特区で事業者選定手続の柔軟化を認め､復旧からコンセッショ

ン移行までの全体について公共側と民間事業者のパートナーシップ
の構築などができないか？

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲＩ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ ４６
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■”藍

蕊
建！

２現在の課題｡動き

■政省令､基本方針､ガイドラインの策定

ロ前述のPFI法の論点について､可能な限り明確化がなされ､民間企業の
リスクテイクを促す制度として､法律のみでは規定できていない部分を埋
めていくことが重要

型実施段階での地方自治体における条例

■公務員の運営会社への派遣のありかた

､Ｂ民間資金等活用事業推進会議の役割

■国土交通省の各種支援｡調査

画先導的官民連携支援事業(地方公共団体の検討補助）

ロ官民連携事業の推進に関する検討案件募集

ロ官民連携事業による震災復興案件募集

冠詞

■蕊
認（講師略歴）

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ

赤羽貴

アンダーソン･毛利｡友常法律事務所パートナー

４７

1989年弁護士登録

1995年ニューヨーク州弁護士登録

1999年アンダーソン･毛利｡友常法律事務所パートナー就任

2008年経済産業省｢アジアPPP政策研究会｣委員

2009年～内閣府PFI推進委員会専門委員

2010年国土交通省｢鉄道整備におけるPPP等による民間資国土交通省｢鉄道整備におけるPPP等による民間資金の活用方策に関する調査委
員会｣委員

国土交通省｢空港運営のあり方に閏する検討会｣委員2010年～

プロジェクトファイナンスやPFl、その他さまざまなファイナンス関連取引を専門分野とし､ま

たPPPや社会｡経済インフラプロジェクトに関して国や多くの地方自治体､スポンサーに対

するアドバイスも行っている。

(連絡先）

アンダーソン｡毛利｡友常法律事務所
東京都港区六本木１－６－１泉ガーデンタワー

電話:Ｏ３－６８８８－１０４５(直通）

メール:takashi・akahane＠amt-Iawcom

(北京事務所）

安徳森｡毛利･友常律師事務所北京代表処

北京市朝陽区東三環北路5号

北京発展大屋809室郵編100004
電話：＋86-10-6590-9060(代表）

メール：beijing＠amLlaw2､com

ＡＮＤＥＲＳＯＮＭＯＲｌ＆ＴＯＭＯＴＳＵＮＥ
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講演及び講師 覧表
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開催地

第１回東京

1996年11月

第２回北京

1397年10月

第３回東京

1998年11月

第４回北京

1999年6月

講師

中国

孫延祐

白緑絃

朱月芳

日本

（司会）

原優

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ〉

小杉丈夫

射手矢好雄

季衛東

河本禎三

河村寛治

日本

三ヶ月章

河本一郎

中国

許騨

日本

野村好弘

中国

許善達

中国

干吉

孫礼海

王保樹

日本

(司会〉

野村好弘

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ）

酒巻俊雄

藤野文昭

射手矢好雄

小賀野晶一

日本

上村達男

射手矢好雄

中国

下耀武

謝平

日本

酒巻俊雄

中国

許騨

日中民商事法セミナー講師及び基調講演一覧表

役職（当時）

国家経済体制改革委員会政策法規司司長

中国政法大学教授

中国国際貿易促進委員会法律事務部副部長

法務省民事局参事官

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士

神戸大学法学部教授

牌)日立製作所中国事業開発部長

伊藤忠商事㈱法務部次長

東京大学名誉教授、当財団特別顧問

神戸大学名誉教授、当財団学術評議員

国家経済体制改革委員会政策法規司司長

東京都立大学教授

国家税務総局司長

国務院経済体制改革弁公室綜合調研司副司長

全人代常務委員会法制工作委員会民法室副キ仔

清華大学教授/社会科学院法学研究所兼任教授

東京都立大学教授、当財団学術評議員

早稲鶴大学教授

伊藤忠商事㈱顧問

弁護士、当財団学術評議員

秋田大学教授

早稲田大学教授

弁謹士、当財団学術評議員

全人代常務委員会法制工作委員会副圭仔

中国人民銀行研究局局長

早稲田大学教授

国務院経済体制改革弁公室司長

－１１８－

演 題

計会孝義市場経済法体制の整伽についての若干の問題点について

中国の民事訴訟制度について

中国の仲裁制度について

明治(1868年)以後の日本近代法制度柵築の歴史

日本の仲買人(BROKERAGE)に関する諸法律の概要

社会主義市場経済の法体系の整備に関する柵想

日本契約法の総則的諸問題について

1994中国の財政･税制改革について

経済体制改革と経済立法

民事立法の動向デ統一契約法を中心として」

国有企業改革と会朴法

日本証券取引法の概要と最近の改正について

日本の金融ビックバンと金融制度改革の状況

中日両国の会社法及び証券取引法をめぐる実務的諸問題

中国新証券法の概要

中国金融制度及び金融体制の改革の状況

日本会社法の最近の動向と問題点

中国会社法の改善について



開催地

第５回東京

2000年11月

第６回北京

2001年9月

第７回東京

2002年9月

講師

中国

許騨

趨健

孫憲忠

日本

(司会）

小杉丈夫

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ〉

射手矢好雄

横淫力

松下満雄

星野英一

野村好弘

曾我貴志

日本

神田秀樹

塩野宏

中国

手

許騨

呉知倫

日本

吉田耕三

中国

甘蔵春

中国

趨旭東

許騨

孫才森

日本

(司会）

小杉丈夫

(ﾊ゚ﾈﾘｽﾄ）

始関正光

円谷峻

射手矢好雄

佐久間総一Ｅ

山田康博

渡遥頼純

役職（当時）

国務院経済体制改革弁公室司長

中国国際経済貿易仲裁委員会仲裁員

中国社会科学院法学研究所民法研究索奉拝

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士、当財団学術評議員

通産省通商政策局通商協定管理課公正貿易推進
室課長補佐

成躍大学教授

東京大学名誉教授、当財団学術評議員

東京都立大学教授、当財団学術評議員

弁護士、糸賀法律事務所北京

東京大学教授

東京大学名誉教授

国家経済貿易委員会経済法規司副司長

国務院経済体制改革弁公室綜合調研司正局級巡
視員

中央機構編制委員会弁公室司長

東日本旅客鉄道㈱元副社長

国土資源部政策法規司司長

中国政法大学教授

国務院経済体制改革弁公室司長

国家経済貿易委員会政策法規司綜合処処長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

法務省官房参事官

横浜国立大学教授

弁護士、当財団学術評議員

新日本製鍾㈱総務部国際法規ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ ﾘー ﾀ'蝿

|ETRO海外調査部長

外務省経済局参事官

演題

中国の立法に関する進展状況

WTO加盟と中国の法制建設

物権法における不動産登記制度に関する基本的検討

I中国法制度改革全般）

1W｢0加盟）

IWTO加盟）

(物権法総括コメント〉

【物権法）

I物権法）

企業活動の自由と規制一法的観点から見た日本の民間企業
と政府との関係及び規制緩和の動向

日本における公的企業体の役割一日本の公的企業体(特殊法
人、独立行政法人等)の歴史的状況及び問題点

法に基づく政府と国有企業の関係の確定

政府機構改革、部門職責権限並びに部門組織法

政府組織機構の設置と関係法律

公的企業の民営化をめぐる諸問題･日本国有鉄道の民営化
の経緯と関係法令

社会主義市場経済と政府行為の転換

中国の最近の民事紛争の実情と法制度整備の目指す方向

WTO加盟に伴う経済関連法制度の整備の状況と中国政府の具
体的対応策

中国WTO加盟に伴う知的所有権関連法制度の整備の状況

(民法関係）

(同上〉

{WTO関係ｌ

(同上）

<同上）

(同上）

－１１９－



－１２０－

開催地

第

２０

８回東京

03年11月

第９回北京

2004年9月

講師

中国

任瀧

誼宏

李国華

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃーﾀーＩ

小杉丈夫

熊倉禎男

薮内正樹

服部正明

日本/大阪

(司会）

三津あずみ

(ｺﾒﾝﾃーﾀー）

季衛東

川瀬幹夫

松井衡

中村恭世

日本

松下満雄

郷原信郎

米谷三以

小杉丈夫

中国

華
．
平
双
元

文
本
少
紹
建

剣
邸
朱
王
朱

役職（当時）

国務院国家発展改革委員会法規司司長

国務院商務部条約法律司貿易処処長

国務院国家発展改革委員会外事司副司長

当財団理事･松尾綜合法律家務所弁護士

同上

弁護士、弁理士

JETRO企画部烹業推准宇幹〈中園相当〕

本田技研工業㈱知的財産部介両宝幸幹

法務総合研究所国際協力部教官

神戸大学法学部教授

弁理士

弁護士

松下電器産業㈱:PRｵﾍ゚ ﾚー ｼｮﾝｶﾝﾊ゚ ﾆー

商標･意匠ｾﾝﾀー 戦略グﾙー ﾌ゚ ﾏﾈー ｼ゙ ｬー

成躍大学教授

桐蔭横浜大学大学院特任教授

西村ときわ法律事務所弁護士

当財団理事

松尾綜合法律事務所弁護士

中国人民大学法学院教授

中国社会科学院法学研究所研究員

全人代財経委経済法室中仔

財政部国庫司政府購買処長

中国購買及び請負入札ﾈｯﾄﾜｰｸ社総裁

演題

国家発展･改革委員会が推進するマクロ社会･経済政策の状
況とこれに関連する法制度整備，改革の動向

知的財産権保護に関する法制と管理体制：WTO加盟後の具体
的状況

中国側コーディネーター、閉会挨拶

(マクロ政策関係）

【知財関係）

(同上）

(同上）

(マクロ政策関係）

(知財関係）

(同上）

(同上）

(Ⅱ内需拡大とインフレーション抑制の法的コントロール

(I|｝日本の公共調達制度及び公共調達をめぐる違法行為の
抑止対策について

(Ⅲ）日本におけるWTO政府調達協定上の諸問題

総括スピーチ

演題{:iのコメンテーター

同上

演題｛|i）のコメンテーター

演題(Ⅲ)のコメンテーター

同上
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開催地

第10回東京

2005年9月

第11回北京

2006年9月

第12回東京

2007年9月

講師

奥島孝康

中国

吉
明酒桐
干
肖

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃ･タ･･）

射手矢好雄

布井干博

日本/大阪

（司会）

丸山毅

（ｺﾒﾝﾃﾀー）

池田裕彦

中東正文

日本

大塚直

山田健司

益田清

小杉丈夫

中国

周珂

王小明

黄永和

中国

張治峰

陳佳林

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

射手矢好雄

松島洋

日本/大阪

(司会〕

田中嘉寿子．

(ｺﾒﾝﾃーﾀー）

村上幸隆

粟津光世

役職〈当時）

早稲田大学前総長

国務院国有資産監督管理委員会法規局副局長

国務院国家発展改革委員会法規司処長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士､当財団学術評議員

一橋大学教授

法務総合研究所国際協力部教官

大江橋法律事務所弁護士

名古屋大学大学院教授

早稲田大学大学院法務研究科教授

新日本製識株式会社環境部長

トヨタ自動車株式会社理事･環境部長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

中国人民大学法学部教授

中国冶金企画院副ﾁー ﾌｴﾝｼ゙ Fア

中国自動車技術研究ｾﾝﾀー ﾁー ﾌｴﾝｼ゙ ﾆｱ

国務院国家発展改革委員会法規司処長

全人代法制工作委員会民法室処長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

弁護士.当財団学術評議員

弁護士‘当財団学術評議員

法務総合研究所国際協力部教官

､顎佐堀法律事務所弁護士･関西大学大学院

法務研究科教授

粟津法律事務所弁護士

演 題

記念講演『日中学術交流の四半世紀」

(|>中国企業のM&Aの実例及び関連法律規定

(iI）企業のM&Aに関する若干の法的問題

演題(i)のコメンテーター

演題（川のコメンテーター

演題(|)のコメンテーター

演題(liiのコメンテーター

(:}循環型社会･環境低負荷型ﾈ+今の形成に向けて

(［)環境保全･リサイクル･省エネ問題への取り組みについ
て

(11）２１世紀循環型社会に向けたトヨタの環境経営

総括スピーチ

演題〈l〉のコメンテーター

演題(iljのコメンテーター

演題〈Ⅲ:のコメンテーター

(1)中国物権法の制定と外国資本の経済活動への影響

(Ⅱ〉中国民事訴訟法･仲裁法改正の動向とその目指すもの

演題Ⅱ)のニメンテーター

演題（１）のコメンテーター

演題柵のコメンテーター

演題〈Ⅱ）のコメンテーター
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開催地

第13回北京

2008年10月

第14回東京

2009年9月

第15回北京

2011年3月

第16回東京

2011年10月

講師

日本

上杉秋則

栗田誠

山田務

小杉丈夫

中国

黄勇

部中林

尚明

中国

宏
明
石
尚

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

Ｉｺﾒﾝﾃーﾀー）

沖野亘己

栗田誠

日本/大阪

（司会）

横山幸俊

（ｺﾒﾝﾃーﾀー）

松尾弘

栗田誠

日本

近藤光男

小川ｌ潔

小杉丈夫

中国

甘培忠

王嘉傑

中国

哀傑

余明動

日本/東京

（司会）

小杉丈夫

（.Iﾒﾝﾃーﾀー）

細田孝一

石本茂彦

日本/大阪

(司会）

江藤美紀音

(ｺﾒﾝﾃーﾀ･･）

高槻史

石本茂彦

役職〈当時）

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

千葉大学大学院専門法務研究科教授

株式会社日本総合研究所主席研究員･前公

正取引委員会審査局長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

対外経済貿易大学法学院教授

最高人民法院知識産権審判長

商務部反墾断局局長

全人代常務委員会法制Ｔ作委員会民法室副処長

商務部反璽断局局長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

一橋大学大学院法学研究科教授

千葉大学大学院専門法務研究科教授

法務総合研究所国際協力部教官

慶雁義塾大学大学院法務研究科教授

千葉大学大学院専門法務研究科教授

神戸大学大学院法学研究科教授

住友商事株式会社執行役員法務部長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

北京大学法学院教授中国証券法学会副会長

元中国通用技術集団総法律顧問

全人代常務委員会法制工作委員会経済法宝副＊
任

人力資源社会保障部法規司副司長

当財団理事･松尾綜合法律事務所弁護士

神奈川大学法学部教授

森･演田松本法律事務所弁護士

法務総合研究所国際協力部教官

大江橋法律事務所弁護士

森･演田松本法律事務所弁護士

演題

Ⅱ)カルテル規制のあり方一日本の経験とその教訓

〈Ⅱ）市場支配的地位の濫用規制と合併規制のあり方…日本
の経験とその教訓

(Ⅲ)事件審査手法その他の法執行のあり方一日本の経験と
その教訓

総括スピーチ

演題{|)のコメンテーター

演題Ⅲ）のコメンテーター

演題Ⅲ|)のコメンテーター

心中国の「権利侵害責任法」について

{111「中国独占禁止法当適用の現状と課題

演題(1)のコメンテーター

演題〈Ⅱ〉のコメンテーター

演題(1)のコメンテーター

演題〈１１）のコメンテーター

(1)日本におけるコーポレートガバナンスにおける現状と今
後の課題

(Il1住友商事グループにおけるコンブライアンスの徹底に
向けての取り組み

総括スピーチ

演題(1)のコメンテーター

演題（iI）のコメンテーター

(i）「中国独占禁止法」適用の現状

(11）「中国労働法」適用の現状

演題柵のコメンテーター

演題〈Ⅱ〉のコメンテーター

演題(;}のコメンテーター

演題（11）のコメンテーター



第17回北京

2013年3月

中国

美原融

赤羽貴

小杉丈夫

中国

呉高盛

徐斌

三井物産戦略研究所研究フェロー
:１民によるｲﾝﾌﾗ社会資本整備と公共ｻー ﾋ゙ ｽ提供の実践の在
り方～背景と実践:特色と具体的事例～

ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ･毛利･友常法律事務所弁護士 (川「PF';法j｢二]ﾝｾｯｼｮﾝ方式｣の要点解説

当財団理蛎･松尾綜合法律事務所弁護士 総括スピーチ

全人代常務委員会法制工作委員会立法企画室弧
視員

演題（．)のコメンテーター

北京市共和法律事務所弁護士 演題（１）のコメンテーター

－１２３－



発行日：平成２５年６月２８日

発行者：公益財団法人国際民商事法センター

事務局長北野貴晶

〒lO7-0052東京都港区赤坂１丁目６番７号第九興和ビル別館

ＴＥＬＯ３(3505)Ｏ５２５ＦＡＸＯ３(3505)０８３３

ホームページアドレスhttp://www,icclGorjp

印刷製本：株式会社進和堂印刷所

代表取締役鈴木隆

〒104-0043束京都中央区湊２丁目１６番２６号

ＴＥＬＯ３(3551)２４８９(代）




